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新旧商標審査及び審理基準対比表（日本語） 

（旧） 商標審査基準 （新） 商標審査及び審理基準 

目 次 目 次 

上編 商標審査基準 

第一部分 商標として使用できない標識の審査 第一部分 商標として使用できない標識の審査 

一 法的根拠 一、法的根拠 

二 関係解釈  

三 中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍

旗、勲章と同一又は類似するもの及び中央国

家機関所在地の特定地名又は代表的な建築物

の名称若しくは図形と同一のもの 

二、中華人民共和国の国家名称、国旗、国章、

国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章などと同一又は

類似するもの、および中央国家機関の名称、標

識、所在地の特定場所の名称又は代表的な建

築物の名称、図形と同一のもの 

（一）わが国の国名と同一または類似するもの （一）わが国の国家名称と同一又は類似するも

の 

1．商標の文字、アルファベットの組み合わせが

わが国の国名と同一のものは、わが国の国名

と同一であると判定される。 

1．商標の文字、アルファベットの構成がわが国

の国家名称と同一のものは、わが国の国家名

称と同一であると判定される。 

2．商標の意味、称呼または外観がわが国の国

名と類似し、公衆にわが国の国名と誤認させや

すいものは、わが国の国名と類似すると判定さ

れる。 

2．商標の意味、読み方又は外観がわが国の国

家名称と類似し、公衆にわが国の国家名称と

誤認させやすいものは、わが国の国家名称と

類似すると判定される。 

3．商標にわが国の国名と同一または類似の文

字が含まれるものは、わが国の国名と類似する

と判定される。 

 

（二）わが国の国旗・国章と同一または類似する

もの 

（二）わが国の国旗、国章、国歌と同一又は類

似するもの 

1．商標の文字、図形またはその組合せがわが

国の国旗(五星紅旗)、国章の名称又は図案と

同一または類似し、公衆がそれと国旗、国章と

を関係付けることが十分可能であるものは、わ

が国の国旗、国章と同一又は類似すると判定さ

れる。 

1．商標の文字、図形、音声又はそれらの組合

せがわが国の国旗、国章、国歌の名称、図案

又は音声と同一又は類似し、公衆にそれをわ

が国の国旗、国章、国歌と関連付けさせるのに

十分であるものは、わが国の国旗、国章、国歌

と同一又は類似すると判定される。 

2．商標に「五星」、「紅旗」の文字または「五星

の図案」、「紅旗の図案」が含まれるが、公衆が

2．商標に「五星」、「紅旗」の文字又は「五星の

図案」、「紅旗の図案」が含まれるが、公衆にそ



それと国旗とを関係付ける可能性はないもの

は、わが国の国旗、国章と同一又は類似すると

判定されない。 

れを国旗と関連付けさせないものは、わが国の

国旗と同一又は類似すると判定されない。 

（三）わが国の軍旗、勲章と同一又は類似する

もの 

（三）わが国の軍旗、軍章、軍歌、勲章と同一又

は類似するもの 

1．商標の文字、図形又はその組合せがわが国

の軍旗の名称又は図案と同一又は類似し、公

衆がそれと軍旗とを関係付けることが十分可能

であるものは、わが国の軍旗と同一又は類似す

ると判定される。 

 

2．商標の文字、図形またはその組合せがわが

国の勲章の名称、図案と同一または類似し、公

衆がそれと特定の勲章とを関係付けることが十

分可能であるものは、わが国の勲章と同一又

は類似すると判定される。 

 

（四）中央国家機関所在地の特定地点の名称

又は代表的な建築物の名称若しくは図形と同

一のもの 

（四）中央国家機関の名称、標識、所在地の特

定場所の名称又は代表的な建築物の名称、図

形と同一のもの 

四、外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は

類似するもの。 

三、外国の国家名称、国旗、国章、軍旗などと

同一又は類似するもの 

（一）商標が外国の国名と同一または類似する

もの。 

（一）商標が外国の国家名称と同一又は類似す

るもの 

（二）商標が外国の国旗、国章、軍旗の名称又

は図案と同一または類似するもの。 

（二）商標が外国の国旗、国章、軍旗の名称又

は図案と同一又は類似するもの 

五、政府間国際組織の名称、旗、徽章と同一ま

たは類似するもの。 

四、政府間国際組織の名称、旗、徽章と同一又

は類似するもの 

六、管理措置の実施および保証の付与を示す

政府の標識、又は検査印と同一又は類似する

もの。 

五、管理措置の実施および保証の付与を示す

公式標識、検査刻印と同一又は類似するもの 

七、「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又

は類似するもの。 

六、「赤十字」、「赤新月」の名称、標識と同一又

は類似するもの 

（一）商標の文字の内容、図形の外観またはそ

の組合せが「赤十字」、「赤新月」の名称、図案

とは視覚的にほぼ同じであるものは、当該名

称、標章と同一であると判定される。 

（一）商標の文字構成、図形外観又はそれらの

組合せが「赤十字」、「赤新月」、「赤水晶」の名

称、図案とは視覚的にほぼ区別がないものは、

「赤十字」、「赤新月」、「赤水晶」の名称、標識と

同一であると判定される。 



（二）商標の文字の内容、図形の外観が、公衆

に「赤十字」、「赤新月」の名称や図案と誤認さ

せるのは十分可能であるものは、「赤十字」、

「赤新月」の名称、標章と類似するものと判定さ

れる。 

（二）商標の文字構成、図形外観が、公衆にそ

れを「赤十字」、「赤新月」、「赤水晶」の名称、図

案と誤認させるのに十分であるものは、「赤十

字」、「赤新月」、「赤水晶」の名称、標識と類似

すると判定される。 

八 民族差別扱いの性格を帯びるもの。 七、民族差別扱いの性格を帯びるもの 

（一）商標の文字の内容が民族の名称と同一ま

たは類似するものであって、特定の民族に対し

て醜く描いたり、低く評価したりするものは、民

族差別扱いの性格を帯びるものと判定される。 

 

（二）商標に民族差別扱いの性格を帯びるもの

は、悪い影響があると判定され、「商標法」第十

条第一項（八）号の規定を以って拒絶する。 

 

九、誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの 八、欺瞞性を帯びており、商品の品質などの特

徴又は産地について公衆に誤認を生じさせや

すいもの 

 （一）商品又は役務の質（等級）、品質、機能、

用途、原料、内容、重量、数量、価格、製法、技

術などの特徴について公衆に誤認を生じさせや

すいもの 

 1.商品又は役務の質、品質などの特徴につい

て公衆に誤認を生じさせやすいもの 

 2.商品の機能、用途の特徴について公衆に誤

認を生じさせやすいもの 

 3.商品の種類、主要原料、成分などの特徴につ

いて公衆に誤認を生じさせやすいもの 

 4.商品の重量、数量、価格、生産時間、製法、

技術などの特徴について公衆に誤認を生じさせ

やすいもの 

 5.公衆に熟知されている書籍、ゲーム、映画、

テレビ番組、ラジオ番組、歌曲の名称を、関連

する商品又は役務に使用する場合、指定商品

又は役務の内容について、消費者に誤認を生

じさせやすいもの 

 （二）商品又は役務の産地、出所について公衆

に誤認を生じさせやすいもの 



 1.商標が地名からなり、又は商標に地名が含ま

れ、出願人が当該地域からの者ではなく、指定

商品に使用すると、産地について公衆に誤認を

生じさせやすいもの（別の意味を持たないわが

国の県級以上の行政区画の地名又は公知の

外国地名である場合、同時に「商標法」第十条

第二項の規定を適用して拒絶するべきである） 

 2.商標の文字構成がわが国の県級以上の行政

区画の地名又は公知の外国地名とは違うが、

字体、読み方が類似しており、それを当該地名

に誤認させるのに十分であり、それによって、商

品の産地について公衆に誤認を生じさせやす

いもの 

 3.商標がわが国の県級以上の行政区画の地名

以外のその他の地名からなり、又は商標に上

記の地名が含まれ、それをその指定商品に使

用すると、商品の産地について公衆に誤認を生

じさせやすいもの 

 4.商標に国家名称が含まれ、出願人が当該国

家からの者ではなく、その指定商品に使用する

と、商品の産地について公衆に誤認を生じさせ

やすいもの 

 5.商標に企業名称が含まれ、当該名称が出願

人の名義と実質的な差異があるもの 

 6.商標が他人の名称からなり、本人の承認を受

けておらず、商品又は役務の出所について公

衆に誤認を生じさせやすいもの（政治、宗教、歴

史などの著名な人物の姓名からなり、わが国の

政治、経済、文化、宗教、民族などの社会公共

利益と公共秩序に消極的、マイナスな影響を及

ぼすのに十分である場合、「商標法」第十条第

一項（八）の規定を適用して拒絶することができ

る） 

 7.その他の公衆に誤認を生じさせやすいもの 

十、社会主義の道徳、風習を害し、又はその他

公序良俗に反するもの 

九、社会主義の道徳、風習を害し、又はその他

の不良な影響を及ぼすもの 



（一）社会主義の道徳、風習を害するもの。 （一）社会主義の道徳、風習を害するもの 

（二）政治的に悪い影響のあるもの。 （二）政治的に不良な影響があるもの 

1．国家、地域または政治的国際組織の指導者

の名前と同一又は類似するもの。 

1．国家、地域又は政治的国際組織の指導者の

姓名と同一又は類似するもの 

2．国の主権、尊厳、イメージを害するもの。 2．国の主権、尊厳とイメージを害するもの 

3．政治的意味を有する数字などによるもの。 3．政治的意味を有する数字などからなるもの 

4．テロ組織、邪教組織、暴力団の名称又はそ

のリーダーの名前と同一若しくは類似するも

の。 

4．テロ組織、邪教組織、暴力団の名称又はそ

のリーダーの姓名と同一又は類似するもの 

 （三）商標にわが国の国家名称が含まれ、国家

名称の濫用につながり、社会公共利益と公共

秩序にその他の消極的、マイナスな影響を及ぼ

す可能性があるもの 

（三）民族の尊厳や感情を害するもの。 （四）民族の尊厳や感情を害するもの 

（四）宗教信仰、宗教感情または民間の信仰を

害するもの。 

（五）宗教信仰、宗教感情又は民間の信仰を害

するもの 

 1．商標が次の各号のいずれかに該当する場合

は、宗教信仰、宗教感情又は民間の信仰を害

するものと判定される。 

 2．商標が次の各号のいずれかに該当する場合

は、宗教信仰、宗教感情又は民間の信仰を害

するものと判定されない 

（五）わが国の各党派、政府機関、社会団体な

どの名称または標章と同一または類似するも

の。 

（六）わが国の各党派、政府機関、社会団体な

どの単位又は組織の名称、標識と同一又は類

似するもの 

（六）わが国の党・政府機関の職務または軍の

役目、肩書きの名称と同一のもの。 

（七）わが国の党・政府機関の職務又は軍の行

政職務、肩書きの名称と同一のもの 

（七）各国の法定貨幣の図案、名称又は表記と

同一又は類似するもの。 

（八）各国の法定貨幣の図案、名称又は表記と

同一又は類似するもの 

（八）公衆の誤認を起こしやすいもの。 （九）商標には正しくない漢字が含まれるか、又

は熟語の規範的ではない使用に当たり、公衆

特に未成年者の認識をミスリードしやすいもの 

1．商品又は役務の品質その他の特徴について

公衆に誤認を生じさせやすいもの。 

 

2．書籍類を指定商品とする、一般に知られてい

る書籍の名称。 

 



3．ゲームマシン又はゲームソフトの担体などの

商品及び関係役務への使用を指定する、一般

に知られているゲームの名称。 

 

4．映画、テレビ番組、音声映像の担体である映

画フィルム、テレビ放送向けのフィルム、レコー

ド、ディスク（音声・映像）、磁気テープなどの商

品及び関係役務への使用を指定する、一般に

知られている映画、テレビ番組、ラジオ番組、

歌、曲の名称。 

 

（九）商標は企業名により構成され、又は企業

名を含むものであって、その名称は出願人の名

義とは実質的な差異があり、公衆に商品又は

役務の出所への誤認を生じさせやすいもの。 

 

 （十）商標に政治、宗教、歴史などの著名な人

物の姓名と同一又は類似する文字が含まれ、

わが国の政治、経済、文化、宗教、民族などの

社会公共利益と公共秩序に消極的、マイナスな

影響を及ぼすのに十分であるもの 

（十）その他悪い影響をもたらすもの。 （十一）その他の不良な影響を及ぼすもの 

十一 地名を含む商標の審査 十、地名を含む商標の審査 

（一）県級以上の行政区の地名を含む商標の審

査 

（一）県級以上の行政区画の地名を含む商標の

審査 

（二）公知の外国地名を含む商標の審査 （二）公知の外国地名を含む商標の審査 

（三）商標の文字の内容がわが国の県級以上

の行政区の地名又は公知の外国地名と違う

が、字形、称呼が類似し、公衆に当該地名であ

ることを誤認させるのが十分可能で、商品の生

産地に関して混同を生じさせるものは、悪い影

響を有するものとし、『商標法』第十条第一項第

（八）号の規定を以って拒絶する。 

 

（四）商標が本条以外の一般に知られているわ

が国の地名により構成され、または商標にその

ような地名が含まれ、指定商品に使用すると、

公衆に商品の生産地に関して混同を生じさせる

恐れがあるものは、悪い影響を有するものとし、

『商標法』第十条第一項第（八）号の規定を以っ

 



て拒絶する。 

（五）商標に含まれる地名とその他の顕著な特

徴を持つ標識とは相互に独立し、地名は出願

人の所在地を真実に表明する役割だけを果た

すものである場合、『商標法』第十条第二項の

規定は適用しない。 

（三）商標に含まれる地名とその他の顕著な特

徴を持つ標識とが相互に独立し、地名が出願

人の所在地を如実に表明する役割だけを果た

すものは除く 

 （四）地名が集団商標、証明商標の構成部分で

あるものは除く 

第二部分 商標の顕著な特徴の審査 第二部分 商標の顕著な特徴の審査 

一、法的根拠 一、法的根拠 

二、関係解釈 二、関連解釈 

三、その商品の普通の名称、図形、規格だけを

有するもの 

三、その商品の普通の名称、図形、規格だけを

有するもの 

（一）指定商品の普通名称だけを有するもの （一）指定商品の一般名称だけを有するもの 

（二）指定商品の普通の図形だけを有するもの （二）指定商品の一般に使われている図形だけ

を有するもの 

（三）指定商品の普通の規格だけを有するもの （三）指定商品の普通の規格だけを有するもの 

四、単に商品の品質、主要原材料、機能、用

途、重量、数量及びその他の特徴を直接表示し

たにすぎないもの 

四、単に商品の品質、主要原料、機能、用途、

重量、数量およびその他の特徴を直接表示し

たにすぎないもの 

（一）単に指定商品の品質を直接表示するもの （一）単に指定商品の品質を直接表示するもの 

（二）単に指定商品の主要原材料を直接表示す

るもの 

（二）単に指定商品の主要原料を直接表示する

もの 

（三）単に指定商品の機能、用途を直接表示す

るもの 

（三）単に指定商品の機能、用途を直接表示す

るもの 

（四）単に指定商品の重量、数量を直接表示す

るもの 

（四）単に指定商品の重量、数量を直接表示す

るもの 

（五）単に指定商品のその他の特徴を直接表示

するもの 

（五）単に指定商品のその他の特徴を直接表示

するもの 

1．単に指定商品の特定の消費対象を直接表

示するもの 

1．単に指定商品又は役務の特定消費対象を

直接表示するもの 

例： 

2．単に指定商品の価格を直接表示するもの 2．単に指定商品又は役務の価格を直接表示

するもの  

例： 



3．単に指定商品の内容を直接表示するもの 3．単に指定商品又は役務の内容を直接表示

するもの  

例：  

4．単に指定商品のスタイル、特色を直接表示

するもの 

4．単に指定商品のスタイル、特色を直接表示

するもの  

例： 

5. 単に指定商品の利用方式、使い方を直接表

示するもの 

5. 単に指定商品の利用方式、使い方を直接表

示するもの  

例： 

6．単に指定商品の生産工芸を直接表示するも

の 

6．単に指定商品の製法を直接表示するもの

  

例： 

7．単に指定商品の生産地点、時間、年度を直

接表示するもの 

7．単に指定商品の製造場所、時間、年度など

の特徴を直接表示するもの 

例： 

8．単に指定商品の形態を直接表示するもの 8．単に指定商品の形態を直接表示するもの 

例： 

9．単に指定商品の有效期限、賞味期限又はサ

ービス時間を直接表示するもの 

9．単に指定商品の有效期限、賞味期限又は役

務時間を直接表示するもの 

例： 

10．単に商品の販売場所又は地域の範囲を直

接表示するもの 

10．単に役務の経営場所、商品の販売場所又

は地域の範囲を直接表示するもの 

例：  

11．単に商品の技術的特徴を直接表示するも

の 

11．単に商品の技術的特徴を直接表示するも

の  

例： 

（六）商標に商品の品質、主要原材料、機能、

用途、重量、数量及びその他の特徴が示されて

いるものであって、指定商品に当該特徴を備え

ている場合は、『商標法』第十一条第一項第

（二）号の規定を適用する。指定商品に当該特

徴を備えていないものであって、公衆に誤認さ

せる恐れがある場合、『商標法』第十条第一項

第（八）号の規定を適用する。この場合におい

て、上述の二つの条項を同時に適用して拒絶し

なければならない。 

 



五、顕著な特徴に欠けるその他のもの 五、その他の顕著な特徴に欠けるもの 

（一）簡単すぎる線、普通の幾何図形 （一）簡単すぎる線、普通の幾何図形 

（二）複雑すぎる文字、図形、数字、アルファベッ

ト又はこれらの要素の組合せ 

（二）複雑すぎる文字、図形、数字、アルファベッ

ト又はこれらの要素の組合せ 

（三）普通の形をする一つまたは二つのアルファ

ベット 

（三）普通の形からなる一つ又は二つのアルフ

ァベット 

（四）数字を規格又は貨物番号として使用する

慣例のある商品に指定使用する普通の形のア

ラビア数字 

（四）普通の形からなるアラビア数字 

（五）指定商品の一般の包装、容器または装飾

図案 

（五）指定商品の一般に使用されている包装、

容器又は装飾図案 

（六）単一の彩色 （六）単一の色彩 

（七）商品又は役務の特徴を表明する独創のも

のではない連語または文 

（七）商品又は役務の特徴を表す連語又は文、

一般の広告宣伝用語 

（八）当該業界または関連業界で通用する取引

場所の名称 

（八）当該業界又は関連業界でよく使われる取

引場所の名称、貿易用語又は標識 

（九）当該業界又は関連業界で通用する営業用

語又は標識 

 

（十）企業の組織形態、当該業界の名称及び略

称 

（九）企業の組織形態、当該業界の名称又は略

称 

 （十）単に電話番号、住所、番地からなるもの 

 （十一）よく使われる祝福・賛美の言葉からなる

もの 

六、顕著な特徴がない標識を含む商標の審査 六、顕著な特徴がない標識を含む商標の審査 

（一）顕著な特徴がない標識とその他の要素に

より構成される商標は、その中の顕著な特徴が

ない標識がその指定商品の特徴と一致し、又

は商業的慣例と消費習慣により関連公衆に誤

認させることがないものでなければならない。 

（一）商標が顕著な特徴がない標識とその他の

要素により構成される場合、その中の顕著な特

徴がない標識がその指定商品又は役務の特徴

と一致し、かつ商業的慣例と消費習慣により関

連公衆に誤認させることがない場合、関連する

使用禁止条項が適用されず、顕著な部分だけ

について類似検索を行なえばよい。 

（二）顕著な特徴がない標識とその他の要素に

より構成される商標について、指定商品に使用

することにより関連公衆に商品の特徴に対して

誤認させる恐れがあるとき、出願人が専用権の

放棄を宣言したとしても、『商標法』第十条第一

 



項第（八）号の規定を適用して拒絶しなければ

ならない。 

1．関連公衆に商品の種類について誤認させる

恐れがあるもの。 

 

2．関連公衆に商品の規格について誤認させる

恐れがあるもの。 

 

3．関連公衆に商品の品質について誤認させる

恐れがあるもの。 

 

4．関連公衆に商品の原材料について誤認させ

る恐れがあるもの。 

 

5．関連公衆に商品の機能、用途について誤認

させる恐れがあるもの。 

 

6．関連公衆に商品の重量、数量について誤認

させる恐れがあるもの。 

 

7．関連公衆に商品の味について誤認させる恐

れがあるもの。  

 

8．関連公衆に商品の価格について誤認させる

恐れがあるもの。 

 

9．関連公衆に商品の生産日付について誤認さ

せる恐れがあるもの。 

 

10．関連公衆に商品の技術的特徴について誤

認させる恐れがあるもの。 

 

（三）顕著な特徴がない標識とその他の要素に

より構成される商標について、関連公衆が当該

その他の要素又は商標全体によって商品の出

所を識別するのが困難であるとき、顕著な特徴

に欠けるものと判定し、『商標法』第十一条第一

項第(三)号の規定を適用して拒絶する。 

（二）商標が顕著な特徴がない標識とその他の

要素により構成されるが、関連公衆がその他の

要素又は商標全体を通じて商品又は役務の出

所を識別しがたい場合、やはり顕著な特徴がな

いと見なされる。 

七、使用により顕著な特徴を備えているように

なった商標の審査 

七、使用により顕著な特徴を備えるようになった

商標の審査 

第三部分 商標の同一、類似の審査 第三部分 商標の同一、類似の審査 

一、法的根拠  一、法的根拠 

二、関係解釈  二、関連解釈 

三、商標同一の審査  三、商標同一の審査 

（一）文字商標の同一  （一）文字商標の同一  



（二）図形商標の同一 （二）図形商標の同一  

（三）組合せ商標の同一 （三）組合せ商標の同一  

四、商標類似の審査 四、商標類似の審査 

（一）文字商標の審査 （一）文字商標の審査 

1．中国語の商標であって同じ漢字で構成され、

字体若しくはデザイン、注音、配列の順序が違

うだけで、関連公衆に商品又は役務の出所を

誤認させる恐れがあるものは、類似の商標と判

定される。 

1．中国語の商標であって同じ漢字で構成され、

字体若しくはデザイン、注音、配列の順序だけ

が違い、関連公衆に商品又は役務の出所を混

同させるおせれのあるものは、類似商標と判定

される。 

2．商標が同じの外国語、字母または数字で構

成されるものであって、字体又はデザインが違

うだけで、関連公衆に商品又は役務の出所を

誤認させる恐れがあるものは、類似の商標と判

定される。 

7．商標が同じ外国語、アルファベット、又は数

字からなり、字体又はデザインだけが異なり、

関連公衆に商品又は役務の出所を混同させる

おそれのあるものは、類似商標と判定される。 

3．商標は二つの外国語の単語により構成され

るものであって、単語の順序が違うだけで、意

味には明らかな差異がなく、関連消費者に商品

又は役務の出所を誤認させる恐れがあるもの

は、類似商標と判定される。 

9．商標が二つの外国語の単語からなり、単語

の順序だけが異なり、意味上明らかな差異がな

く、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させ

るおそれのあるものは、類似商標と判定され

る。 

4．中国語の商標であって、三つ又は三つ以上

の漢字により構成され、個別の漢字だけが不同

で、全体では意味を持たない又は意味に明らか

な差異がなく、関連公衆に商品又は役務の出

所を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と

判定される。 

3．中国語の商標であって三つ又は三つ以上の

漢字からなり、単に個別の漢字が異なり、全体

としては意味がなく又は意味的に明らかな区別

がなく、関連公衆に商品又は役務の出所を混

同させるおそれのあるものは、類似商標と判定

される。 

5．外国語の商標であって、四つ又は四つ以上

の字母により構成され、個別の字母だけが不同

で、全体では意味を持たない又は意味に明らか

な差異がなく、関連公衆に商品又は役務の出

所を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と

判定される。 

8．外国語の商標であって、四つ又は四つ以上

のアルファベットからなり、個別のアルファベット

だけが異なり、全体としては意味がない又は意

味において明らかな区別がなく、関連公衆に商

品又は役務の出所を混同させるおそれのある

ものは、類似商標と判定される。 

6．商標の文字の字形が類似し、関連公衆に商

品又は役務の出所を誤認させる恐れがあるも

のは、類似商標と判定される。 

5．商標の文字構成、読み方が異なるが、商標

の字体が類似しており、関連公衆に商品又は

役務の出所を混同させるおそれのあるものは、

類似商標と判定される。 

7．商標における文字の称呼が同一又は類似で 4．商標の文字の読み方が同一又は類似する



あって、かつ字形又は外観全体が類似し、関連

公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れ

があるものは、類似商標と判定される。 

ほか、字体又は全体の外観が類似しており、関

連公衆に商品又は役務の出所を混同させるお

それのあるものは、類似商標と判定される。 

8．商標における文字の意味が同一又は類似

し、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認さ

せる恐れがあるものは、類似商標と判定され

る。 

6．商標の文字構成、読み方が異なるが、意味

が同一又は類似しており、関連消費者に商品

又は役務の出所を混同させるおそれのあるも

のものは、類似商標と判定される。 

9．商標は字や単語の重複により構成されるも

のであって、関連公衆に商品又は役務の出所

を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と判

定される。 

2．商標の文字が字、単語の重複により構成さ

れ、関連公衆に商品又は役務の出所を混同さ

せるおそれのあるものは、類似商標と判定され

る。 

10. 外国語の商標であって単数・複数、動詞・

名詞、略語、冠詞の添加、比較級若しくは最高

級、語の性質などに関して語形が変化しただけ

で、その意味は基本的に同一で、関連公衆に

商品又は役務の出所を誤認させる恐れがある

ものは、類似商標と判定される。 

10．外国語の商標であって、単数・複数、動詞・

名詞、略語、冠詞の添加、比較級若しくは最高

級、品詞などに関して語形が変化しただけで、

その意味は基本的に同一で、関連公衆に商品

又は役務の出所を混同させるおそれのあるも

のは、類似商標と判定される。 

11．商標は他人の先行商標に当該商品の普通

名称、規格を加えたものであって、関連公衆に

商品又は役務の出所を誤認させる恐れがある

ものは、類似商標と判定される。 

11．商標が単に他人の先行商標に当該商品の

普通名称、規格を加えたものであって、関連公

衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれ

のあるものは、類似商標と判定される。 

12．商標は他人の先行商標に商品の生産、販

売又は使用場所を示す文字を加えたものであ

って、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認

させる恐れがあるものは、類似商標と判定され

る。 

13．商標が単に他人の先行商標に商品の生

産、販売又は使用場所を示す文字を加えたも

のであって、関連公衆に商品又は役務の出所

を混同させるおそれのあるものは、類似商標と

判定される。 

12．商標は他人の先行商標に商品の品質、主

要原材料、機能、用途、重量、数量その他の特

徴を直接表示する文字を加えたものであって、

関連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる

恐れがあるものは、類似商標と判定される。 

12．商標が単に他人の先行商標に商品の品

質、主要原料、機能、用途、重量、数量および

その他の特徴を直接表示する文字を加えたも

のであって、関連公衆に商品又は役務の出所

を混同させるおそれのあるものは、類似商標と

判定される。 

14．商標は他人の先行商標に修飾するための

形容詞又は副詞その他の商標における顕著性

の少ない文字を加えたものであって、意味は基

本的に同じで、関連公衆に商品又は役務の出

14．商標が単に他人の先行商標に修飾するた

めの形容詞又は副詞およびその他の商標にお

ける顕著性が比較的に弱い文字を加えたもの

であって、意味は基本的に同じで、関連公衆に



所を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と

判定される。 

商品又は役務の出所を混同させるおそれのあ

るものは、類似商標と判定される。 

15．二つの商標又はその中の一つの商標は相

対的に独立する二つ又は二つ以上の部分によ

り構成されるものであって、その中の顕著な部

分が類似し、関連公衆に商品又は役務の出所

を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と判

定される。 

15．二つの商標又はその中の一つの商標が相

対的に独立する二つ又は二つ以上の部分によ

り構成されるものであって、その中の顕著な部

分が類似し、関連公衆に商品又は役務の出所

を混同させるおそれのあるものは、類似商標と

判定される。 

16. 商標は他人が持っている一定の知名度又

は強い顕著性のある先行文字商標を完全に含

むものであって、関連公衆に商品又は役務の

出所を誤認させる恐れがあるものは、類似商標

と判定される。 

16. 商標が他人が持っている一定の知名度又

は強い顕著性のある先行文字商標を完全に含

むものであって、関連公衆に商品又は役務の

出所を混同させるおそれのあるものは、類似商

標と判定される。 

 17. 漢字とそれに対応するピンインが含まれる

商標と、単独で同一のピンインが含まれる商標

において、関連公衆に商品又は役務の出所を

混同させるおそれのあるものものは、類似商標

と判定される。 

（二）図形商標の審査 （二）図形商標の審査 

1.商標の図形の構図と外観全体が類似し、関連

公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れ

があるものは、類似商標と判定される。 

1.商標の図形の構図と全体の外観が類似し、

関連公衆に商品又は役務の出所を混同させる

おそれのあるものは、類似商標と判定される。 

2. 商標は一定の知名度又は強い顕著性を持

つ他人の先行図形商標を含むものであって、関

連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐

れがあるものは、類似商標と判定される。 

2. 商標が一定の知名度又は強い顕著性を持

つ他人の先行図形商標を完全に含むものであ

って、関連公衆にそれらがシリーズ商標である

と認識させ、商品又は役務の出所を混同させる

おそれのあるものは、類似商標と判定される。 

（三）組合せ商標の審査 （三）組合せ商標の審査 

1．商標における漢字の部分が同一または類似

し、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認さ

せる恐れがあるものは、類似商標と判定され

る。 

1．商標における漢字の部分が同一又は類似

し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同さ

せるおそれのあるものは、類似商標と判定され

る。 

2．商標における外国語、字母、数字の部分が

同一または類似し、関連公衆に商品又は役務

の出所を誤認させる恐れがあるものは、類似商

標と判定される。 

2．商標における外国語、アルファベット、数字

の部分が同一又は類似し、関連公衆に商品又

は役務の出所を混同させるおそれのあるもの

は、類似商標と判定される。 



3．商標における違う種類の文字の主要な意味

が同一又はほぼ同一で、関連公衆に商品又は

役務の出所を誤認させる恐れがあるものは、類

似商標と判定される。  

3．商標における中国語とその他の異なる言葉

の文字の主要な意味が同一又はほぼ同一で、

関連公衆に商品又は役務の出所を混同させる

おそれのあるものは、類似商標と判定される。 

4．商標における図形の部分が類似し、関連公

衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れが

あるものは、類似商標と判定される。 

4．商標における図形の部分が類似し、関連公

衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれ

のあるものは、類似商標と判定される。 

5．商標における文字、図形が違うものである

が、配列・組み合わせの方法又は全体として表

現した物事がほぼ同じなものであるため、商標

全体の外観又は意味が類似し、関連公衆に商

品又は役務の出所を誤認させる恐れがあるも

のは、類似商標と判定される。 

5．商標における文字、図形は異なるが、配列・

組み合わせの方法又は全体として表現した物

事がほぼ同じであるため、商標全体の外観又

は意味が類似し、関連公衆に商品又は役務の

出所を混同させるおそれのあるものは、類似商

標と判定される。 

第四部分 立体商標の審査 第四部分 立体商標の審査基準 

（一）単に商品自体の性質により生じた形状 一、法的根拠 

（二）単に技術的効果を得るために必要な商品

の形状 

二、関連解釈 

（三）立体商標の方式審査 三、立体商標の方式審査 

（四）立体商標の実体審査 四、立体商標の実体審査 

 （一） 立体商標の使用禁止条項の審査 

 （二） 立体商標の機能性の審査 

（一）単に商品自体の性質により生じた形状 1.立体的標識は単に商品自体の性質により生

じた立体形状により構成される場合、すなわ

ち、当該立体形状は、商品固有の目的と用途を

実現するために採用しなければならない、又は

通常採用している立体形状である場合には、当

該立体的標識は機能性を備えると判定される。 

（二）単に技術的効果を得るために必要な商品

の形状 

2. 立体的形状標章は単に技術的効果を得るた

めに必要な商品の立体形状により構成される

場合、すなわち、当該立体形状は、商品に特定

の機能を持たせるため、又は商品固有の機能

がより実現し易くするために採用しなければな

らない立体形状である場合には、当該立体的

標識はが機能性を備えると判定される。 

（三）単に商品に実質的な価値を備えさせるた

めの形状 

3.立体的標識は単に商品に実質的な価値を備

えさせるための立体形状により構成される場



合、すなわち、当該立体形状は、商品の外観と

形が商品の価値に影響を及ばすようにするた

めに採用している立体形状である場合には、当

該立体的標識は機能性を備えると判定される。 

（四）立体商標の顕著な特徴の審査 （三）立体商標の顕著な特徴の審査 

 1.顕著な特徴を備えない立体形状 

1.単に指定商品の普通の形状若しくは常用の

形状で構成されるもの。 

2.商品自体の立体形状 

2. 単に指定商品の普通又は常用の包装物で

構成されるもの。 

3.商品の包装物の立体形状 

 4.立体的標識とその他の平面要素の組合せ 

3.顕著な特徴に欠けるその他のもの。 5.顕著な特徴を備えないその他の状況 

（五）、立体商標の同一、類似の審査 （四）立体商標の同一、類似の審査 

1.立体商標の間の同一、類似の審査 1.立体商標間の同一、類似の審査 

2. 立体商標と平面商標との同一、類似の審査 2. 立体商標と平面商標間の同一、類似の審査 

第五部分 色彩組合せ商標の審査 第五部分 色彩組合せ商標の審査 

一、法的根拠 一、法的根拠 

二、関係解釈 二、関連解釈  

三、色彩組合せ商標の方式審査 三、色彩組合せ商標の方式審査 

四、色彩組合せ商標の実体審査 四、色彩組合せ商標の実体審査 

（一）色彩組合せ商標の顕著な特徴の審査 （一）色彩組合せ商標の顕著な特徴の審査 

1．指定商品の天然色だけを有するもの  

2．指定商品自体又は包装物、役務の場所に通

用又は常用する彩色だけを有するもの 

 

（二）色彩組合せ商標の同一、類似の審査 （二）色彩組合せ商標の同一、類似の審査 

1．色彩組合せ商標の間の同一、類似の審査 1．色彩組合せ商標間の同一、類似の審査 

2．色彩組合せ商標と平面商標・立体商標との

間の同一、類似の審査 

2．色彩組合せ商標と平面商標・立体商標間同

一、類似の審査 

 第六部分 音声商標の審査 

 一、法的根拠 

 二、関連解釈 

 三、音声商標の方式審査 

 四、音声商標の実体審査 

 （一）音声商標の使用禁止条項の審査 

 （二）音声商標の顕著な特徴の審査 



 （三）音声商標の同一、類似の審査 

第六部分 団体商標、証明商標の審査 第七部分 団体商標、証明商標の審査 

一、法的根拠 一、法的根拠 

二、関係解釈 二、関連解釈 

三、団体商標の審査 三、普通の団体商標の審査 

（一）出願人の主体資格の審査 （一）出願人の主体資格の審査 

（二）団体商標の使用管理規則の審査 （二）団体商標の使用管理規則の審査 

四、証明商標の審査 四、普通の証明商標の審査 

（一）出願人の主体資格の審査 （一）出願人の主体資格の審査 

（二）証明商標の使用管理規則の審査 （二）証明商標の使用管理規則の審査 

五、地理的表示を団体商標、証明商標とするも

のの審査 

五、地理的表示団体商標、証明商標の審査 

（一）出願人の主体資格の審査 （一）出願人の主体資格の審査 

（二）使用管理規則の審査 （二）使用管理規則の審査 

1．指定商品の特定の品質に対する審査 1．指定商品の特定の品質に対する審査 

2．地理的表示である団体商標、証明商標の指

定商品の特定の品質、信用・評判およびその他

の特徴と、当該地理的表示の表示する地域の

自然的要素若しくは人文的要素との関連の審

査。 

2．地理的表示である団体商標、証明商標の指

定商品の特定の品質、信用・名誉又はその他

の特徴と、当該地理的表示の表示する地域の

自然的要素若しくは人文的要素との関連に対

する審査 

3．生産地域の範囲の審査。 3．生産地域の範囲の審査 

第七部分 特殊標識の審査 第八部分 特殊標識の審査 

一、法的根拠 一、法的根拠 

二、関係解釈 二、関連解釈 

三、審査の内容 三、審査の内容 

（一）特殊標識の方式審査 （一）特殊標識の方式審査 

（二）特殊標識の実体審査 （二）特殊標識の実体審査 

四、特殊標識登録の無効宣告を請求する手続

き 

四、特殊標識の登録の無効宣告を請求する手

続き 

 第九部分 商標代理機構による商標登録出願

の審査 

 一、法的根拠 

 二、関連解釈 

 三、商標代理機構による商標登録出願の審査 

 第十部分 商標法第五十条の適用に関する規



定 

 一、法的根拠 

 二、関連解釈 

 三、「商標法」第五十条の適用 

 第十一部分 審査意見書の適用 

 一、法的根拠 

 二、関連解釈 

 三、審査意見書の適用 

 四、審査意見書の説明/補正意見の審査 

 （一）説明/補正意見の方式審査 

 （二）説明/補正意見の実体審査 

 一、他人の馳名（＝著名）商標の複製、模倣又

は翻訳の審理基準 

 1.はじめに 

 2.馳名商標の認定原則 

 3.適用の条件 

 4.馳名商標の判定 

 5.他人の馳名商標の複製、模倣又は翻訳の判

定 

 6.混同、誤認の可能性の判定 

 7.馳名商標保護の範囲の判定 

 8.悪意の登録の判定 

 二、被代理人又は被代表人の商標を無断で登

録した場合の商標審理基準 

 1.はじめに 

 2.適用の条件 

 3.代理関係、代表関係の判定 

 4.被代理人、被代表人の商標 

 5.被代理人又は被代表人の商標に対する保護

の範囲は、当該商標を使用する商品・役務と同

一の商品・役務だけでなく、類似の商品・役務に

も及ぶ。 

 6.代理人、代表人が登録を出願してはならない

商標は、被代理人又は被代表人の商標と同一

の商標だけでなく、被代理人又は被代表人の



商標と類似の商標も含まれる。 

 7.代理人、代表人が商標登録の授権を取得し

たかについての判定 

 三、特定関係者による他人の先使用商標の抜

け駆け出願の審理基準 

 1.はじめに 

 2.適用の条件 

 3.契約、業務往来関係およびその他の関係の

判定 

 4.「先使用」の判定 

 5.特定関係者の名義で登録出願していないが、 

登録出願人と特定関係者とが結託共謀してい

ることを証明できる証拠がある場合、「商標法」

第十五条第二項にいう特定関係者による抜け

駆け出願行為に当る。結託共謀による抜け駆

け出願行為については、状況をみて、商標登録

出願人と上記特定関係者間の親族、投資など

の関係により推定することができる。 

 6.特定関係者が登録出願してはならない商標に

は、他人の先使用商標と同一の商標だけでな

く、他人の先使用商標と類似する商標も含まれ

る。 

 7.他人の先使用商標に対する保護の範囲は、

当該商標を使用する商品・役務と同一の商品・

役務だけでなく、類似する商品・役務にも及ぶ。 

 四、他人先行権利の侵害の審理基準 

 1.はじめに 

 2.先行権利 

 3.先行権益 

 五、他人が既に使用している一定の影響力を

有する商標の抜け駆け登録の審理基準 

 1.はじめに 

 2.適用の条件 

 3．既に使用されており一定の影響力を有する

商標の判定 



 4.「不正な手段」の判定 

 5.本条項にいう状況に当るかどうかは、「一定の

影響力」と「不正な手段」の事情を総合的に勘

案しなければならない。 

 六、欺瞞的な手段又はその他の不正な手段に

より登録された商標の審理基準 

 1.はじめに 

 2.適用の条件 

 七、登録商標取消案件の審理基準 

 1.はじめに 

 2.登録商標の無断変更があるかどうかの判定 

 3.登録商標の登録者名義、登録者住所又はそ

の他の登録事項の無断変更があるかどうかの

判定 

 4.登録商標がその指定商品の一般名称となっ

ているかどうかの判定 

 5.登録商標の連続 3年間不使用の判定 

 八、類似商品又は役務の審理基準 

 1.はじめに 

 2.類似商品の判定 

 3.類似役務の判定 

 4.商品と役務の類似判定 

 九、使用によって顕著な特徴を備えるようにな

った標識の審理基準 

 1.「商標法」第十一条第一項にいう標識は使用

によって関連公衆が当該使用者から提供され

た商品・役務を識別するための標識となった場

合、「商標法」第十一条第二項の規定に従っ

て、それが商標として登録できると判定しなけ

ればならない。 

 2.「商標法」第十一条第二項の規定により、ある

標識が使用によって顕著な特徴を備えるように

なったかどうかを審査するに当って、次の要素

を総合的に勘案しなければならない。 

 3.ある標識が使用によって顕著な特徴を備える



ようになったかどうかを判定するには、国内関

連公衆の認識を基準としなければならない。当

事者は当該標識が使用によって顕著な特徴を

備えるようになったと主張する場合、それ相応

の証拠資料を提出して証明しなければならな

い。当該標識の使用状況を証明するための証

拠資料は、使用している商標標識、商品・役

務、使用期日と当該標識の使用者を示せるも

のでなければならない。当該標識の使用者に

は、商標登録出願人と商標許諾者が含まれる。 

 4.使用によって顕著な特徴を備えるようになった

標識を登録出願するに当っては、実際に使用し

ている標識とおおよそ一致しなければならな

い。当該標識の顕著な特徴を変えてはならな

い。かつ実際に使用している商品又は役務で

の使用を限定しなければならない。当該標識と

その他の標識とを共同で使用する場合、当該

標識をその他の標識の顕著な特徴から区別

し、当該標識自身が使用によって顕著な特徴を

備えるようになったかどうかを判断しなければな

らない。 

 十、利害関係者の認定 

 1.はじめに 

 2.利害関係者 

 上編  

 商標審査基準 

第一部分 商標として使用できない標識の審査 第一部分 商標として使用できない標識の審査 

一 法的根拠 一、法的根拠 

「商標法」第十条 次に掲げる標識は、商標とし

て使用してはならない。 

「商標法」第十条 次に掲げる標章は、商標とし

て使用してはならない。 

（一）中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍

旗、勲章と同一又は類似するもの及び中央国

家機関所在地の特定地名又は代表的な建築物

の名称若しくは図形と同一のもの。 

（一）中華人民共和国の国名、国旗、国章、国

歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章などと同一又は類

似するもの、および中央国家機関の名称、標

識、所在地の特定地名又は標章性を有する建

築物の名称、図形と同一のもの。 

（二）外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は （二）外国の国名、国旗、国章、軍旗などと同一



類似するもの。但し当該国政府の承諾を得てい

る場合にはこの限りではない。 

又は類似するもの。ただし、当該国政府の許諾

を得ている場合は、この限りではない。 

（三）各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽

章と同一又は類似するもの、但し同組織の承諾

を得ているもの、又は公衆に誤認を生じさせな

い場合にはこの限りではない。 

（三）各政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章

などと同一又は類似するもの。ただし、同組織

の許諾を得ている場合、又は公衆に誤認を生じ

させない場合は、この限りではない。 

（四）管理措置の実施および保証の付与を示す

政府の標章、又は検査印と同一又は類似する

もの。但し、その権利の授権を得ている場合に

はこの限りではない。 

（四）実施管理し保証することを表する政府の公

式標章、検査印と同一又は類似するもの。ただ

し、その権利の授権を得ている場合は、この限

りではない。 

（五）「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一

又は類似するもの。 

（五）「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一

又は類似するもの。 

（六）民族差別扱いの性格を帯びたもの。 （六）民族差別扱いの性質を帯びたもの。 

（七）誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの。 （七）欺瞞性を帯びており、公衆に商品の品質

などの特徴又は産地について誤認を生じさせ

やすいもの。 

（八）社会主義の道徳、風習を害し、又はその他

公序良俗に反するもの。 

（八）社会主義の道徳、風習を害し、又はその他

の悪影響を及ぼすもの。 

県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外

国地名は、商標とすることができない。但し、そ

の地名が別の意味を持ち又は団体商標、証明

商標の一部とする場合にはこの限りではない。

既に地理的表示を利用した商標として登録され

た商標は、引き続き存続することができる。 

県級以上の行政区画の地名又は広州に知られ

ている外国地名は、商標とすることができない。

ただし、その地名が別の意味を持つ場合、又は

団体商標、証明商標の一部である場合は、この

限りではない。地名を使用して既に登録された

商標は、引き続き有効とする。 

二 関係解釈  

「商標として使用できない標識」とは、『商標法』

第十条第一項における商標として使用できない

標識、および第二項における県クラス以上の行

政区画の地名と公知の外国地名をいう。この部

分の第三条から第十一条までは商標法第十条

に規定する項、号の内容と適用について順次

説明する。 

本条は、商標として使用できない標識を列挙

し、地名を商標とする場合の制限を明確にして

いる。「商標として使用できない」とは、これらの

標識を商標として登録することを禁止するほ

か、上記標識を商標として使用することも禁止

することをいう。この部分の第二条～第十条

は、「商標法」第十条の各項、各号の理解と適

用を順次説明している。 

三、中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍

旗、勲章と同一又は類似するもの及び中央国

家機関所在地の特定地名又は代表的な建築物

二、中華人民共和国の国家名称、国旗、国章、

国歌、軍旗、軍章、軍歌、勲章などと同一又は

類似するもの、および中央国家機関の名称、標



の名称若しくは図形と同一のもの 識、所在地の特定場所の名称又は代表的な建

築物の名称、図形と同一のもの 

この条にいう「国名」は全称、略称、略語を含

む。わが国の国名の全称は「中華人民共和

国」、略称は「中国」、「中華」、英文略語は

「 CN 」 、 「 CHN 」 、 「 P.R.C 」 、 「 CHINA 」 、

「P.R.CHINA」、「PR OF CHINA」。「国旗」は五星

紅旗。「国章」の中間は五つの星に輝かされて

いる天安門で、周りは穀物の穂と歯車。「軍旗」

は中国人民解放軍の「八一」軍旗で、赤い背景

に左上角を金色の五角星と「八一」の文字で飾

っているもの。「勲章」は国家・社会に対する功

労者を表彰して国家から与えられる記章。「中

央国家機関所在地の特定地名又は代表的な建

築物」は「中南海」、「釣魚台」、「天安門」、「新

華門」、「紫光閣」、「懐仁堂」、「人民大会堂」な

どを含む。 

本条にいう「国家名称」は全称、略称、略語を含

む。わが国の国家名称の全称は「中華人民共

和国」、略称は「中国」、「中華」、英文全称は

「THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA」、略語

又は略語は「CHN 」、 「P.R.C 」、 「CHINA 」、

「P.R.CHINA」、「PR OF CHINA」である。「国旗」

は五星紅旗である。「国章」は中央に五つの星

に輝かされている天安門があり、周りに穀物の

穂と歯車があるものである。「国歌」は「義勇軍

行進曲」である。「軍旗」は中国人民解放軍の

「八一」軍旗で、赤い背景に左上角を金色の五

角星と「八一」の文字で飾っているものである。

「軍章」は「八一」軍章とも言われ、金色で縁どら

れる赤い五角星の中央に金色の「八一」が描か

れるものである。「八一」軍章は即ち陸軍の軍

章であり、海軍と空軍の軍章は「八一」軍章をイ

メージ図案とするが、海軍の軍章は藏藍色（ダ

ークブルー）を底色とする銀灰色の鉄の錨が描

かれており、空軍の軍章は空色を底色とする金

色の鷹の両翼が描かれている。「軍歌」は「中国

人民解放軍行進曲」である。「勲章」は国家の関

連部門が国家・社会に貢献した個人又は組織

に授与する、栄誉を示す徽章（「八一勲章」な

ど）である。「中央国家機関の名称、標識、所在

地の特定場所の名称又は代表的な建築物の

名称」には「全国人民代表大会」「国務院」「中

南海」、「釣魚台」、「天安門」、「新華門」、「紫光

閣」、「懐仁堂」、「人民大会堂」などが含まれ

る。 

（一）わが国の国名と同一または類似するもの （一）わが国の国家名称と同一又は類似するも

の 

1．商標の文字、アルファベットの組み合わせが

わが国の国名と同一のものは、わが国の国名

と同一であると判定される。 

1．商標の文字、アルファベットの構成がわが国

の国家名称と同一のものは、わが国の国家名

称と同一であると判定される。 



例： 例： 

  

  

2．商標の意味、称呼または外観がわが国の国

名と類似し、公衆にわが国の国名と誤認させや

すいものは、わが国の国名と類似すると判定さ

れる。 

2．商標の意味、読み方又は外観がわが国の国

家名称と類似し、公衆にわが国の国家名称と

誤認させやすいものは、わが国の国家名称と

類似すると判定される。 

例： 例： 

指定商品：服装  

指定役務：土地、建物の貸与 

指定役務：不動産賃

貸 

 

指定商品：被服 

（「CHLNAR」は意味がない） 

ただし、公衆に誤認を生じさせないものは除く。  

例：  

指定商品：コンピューター 

（「CHAIN」の意味はチェーン） 

 

指定商品：香料と植物性香料（精

油） 

（意味を持たない） 

 

3．商標にわが国の国名と同一または類似の文

字が含まれるものは、わが国 

の国名と類似すると判定される。 

 

例：  

指定商品：玩具、ボディビルのト

レーニング用機器、すね当て 

 



指定商品：紙、印刷物 

 

指定役務：広告 

 

ただし、次の各号の一に該当するものは除く。 例外： 

（１）客観的に存在するものを述べるもので、公

衆に誤認を生じさせないもの。 

（１）客観的に存在するものを述べるもので、公

衆に誤認させない場合 

例： 例： 

指定商品：化粧品  

指定商品：化粧品 

指定役務：バー  

指定役務：バー 

（２）商標にわが国の国名と同一または類似の

文字が含まれているが、全体としては公式に認

可されている新聞・定期刊行物・雑誌の名称で

あるもの又は法に基づいて登録された企業・団

体などの名称であるもの。 

（２）商標にわが国の国名と同一または類似の

文字が含まれているが、全体 

としては公式に認可されている新聞・定期刊行

物・雑誌の名称又は法に基づいて登録された

企業・団体などの名称であるもの。 

例： 例： 

 

指定役務：自動車輸送、空

中輸送 

 

   



指定商品：新聞 指定商品：新聞 

出願人：中国消費者新聞社 

指定役務：法律サービス 

 

 （3）商標にはわが国の国家名称と同一又は類

似する文字が含まれているが、全体的には企

業・事業単位の略称である場合（ただし、本条を

適用すれには、次の条件を満たす必要がある。

出願人の主体資格は国務院又はその授権を受

けた機関の批准を受けて設立されたものである

こと、出願人の名称が名称登記機関で法により

登記されたものであること、出願商標が出願人

の略称と一致すること、略称が国務院又はその

授権を受けた機関の批准を受けたものであるこ

と） 

 

 

 

 

（3）わが国の出願人の有する商標におけるわ

が国の国名とそのほかの顕著な特徴を持つ標

識とは相互に独立する存在であって、国名は出

願人の所属する国家を示すだけであるもの。 

（4）わが国の出願人により出願された商標に含

まれるわが国の国名は、その他の顕著な特徴

を持つ標識とは相互に独立しており、国名が果

たす役割は、出願人の所属国を表明することに

限定される場合 

例： 例： 

  

出願人が外国人又は外国企業であるとき、公

衆に誤認を生じさせて悪い影響 

を起こす恐れがあると判定されるものは、『商標

 



法』第十条第一項第（八）号の規定を以って拒

絶する。 

例：  

出 願 人 ： （ ベ ル ギ ー ）

PAPERLOOP S.P.R.L. 

 

（二） わが国の国旗・国章と同一または類似す

るもの 

（二）わが国の国旗、国章、国歌と同一又は類

似するもの 

1．商標の文字、図形またはその組合せがわが

国の国旗(五星紅旗)、国章の名称又は図案と

同一または類似し、公衆がそれと国旗、国章と

を関係付けることが十分可能であるものは、わ

が国の国旗、国章と同一又は類似すると判定さ

れる。 

1．商標の文字、図形、音声又はそれらの組合

せがわが国の国旗、国章、国歌の名称、図案

又は音声と同一又は類似し、公衆にそれをわ

が国の国旗、国章、国歌と関連付けさせるのに

十分であるものは、わが国の国旗、国章、国歌

と同一又は類似すると判定される。 

例： 例： 

  

  

2．商標に「五星」、「紅旗」の文字または「五星

の図案」、「紅旗の図案」が含まれるが、公衆が

それと国旗とを関係付ける可能性はないもの

は、わが国の国旗、国章と同一又は類似すると

判定されない。 

2．商標に「五星」、「紅旗」の文字又は「五星の

図案」、「紅旗の図案」が含まれるが、公衆にそ

れを国旗と関連付けさせないものは、わが国の

国旗と同一又は類似すると判定されない。 

例： 例： 

指定商品：肥料  

指定商品：肥料 

指定商品：ビール   

指定商品：ビール 

（三）わが国の軍旗、勲章と同一又は類似する （三）わが国の軍旗、軍章、軍歌、勲章と同一又



もの は類似するもの 

1．商標の文字、図形又はその組合せがわが国

の軍旗の名称又は図案と同一又は類似し、公

衆がそれと軍旗とを関係付けることが十分可能

であるものは、わが国の軍旗と同一又は類似す

ると判定される。 

商標の文字、図形、音声又はそれらの組合せ

がわが国の軍旗、軍章、軍歌、勲章の名称、図

案又は音声と同一又は類似し、公衆にそれを

軍旗、軍章、軍歌、勲章と関連付けさせるのに

十分であるものは、わが国の軍旗、軍章、軍

歌、勲章と同一又は類似すると判定される。 

例： 例： 

  

（軍旗） 

 

 

（軍章） 

商標に「軍旗」という文字が含まれているが、称

呼や意味、外観で軍旗と明らかに違い、公衆に

誤認を生じさせないものは除く。 

 

例：  

指定商品：財布、スーツ

ケース 

 

2．商標の文字、図形またはその組合せがわが

国の勲章の名称、図案と同一または類似し、公

衆がそれと特定の勲章とを関係付けることが十

分可能であるものは、わが国の勲章と同一又

は類似すると判定される。 

 

例：  

 

（独立自由勲章） 

 

（独立自由勲章） 



 

（解放勲章） 

 

（解放勲章） 

 

（八一勲章） 

 

（八一勲章） 

 

 

（「全国五一労働奨章」と類似する 

（四）中央国家機関所在地の特定地点の名称

又は代表的な建築物の名称若しくは図形と同

一のもの 

（四）中央国家機関の名称、標識、所在地の特

定場所の名称又は代表的な建築物の名称、図

形と同一のもの 

例： 例： 

  

  

  

  

 

 

四、外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は

類似するもの。 

三、外国の国家名称、国旗、国章、軍旗などと

同一又は類似するもの 

この条にいう国名は中国語と外国語による全

称、略称、略語を含む。国旗は国家により公式

に決定されたその国を代表する旗である。国章

本条にいう「国家名称」は中国語と外国語によ

る全称、略称、略語を含む。「国旗」は国家によ

り公式に決定されたその国を代表する旗であ



は国家により公式に決定されたその国を代表

する標章である軍旗は国家により公式に決定さ

れたその国の軍隊を代表する旗である。 

る。「国章」は国家により公式に決定されたその

国を代表する標識である。「軍旗」は国家により

公式に決定されたその国の軍隊を代表する旗

である。 

（一）商標が外国の国名と同一または類似する

もの。 

（一）商標が外国の国家名称と同一又は類似す

るもの 

商標の文字の構成が外国の国名と同一のもの

は外国の国名と同一であると判定される。商標

の文字が外国の国名と類似する又は外国の国

名と同一若しくは類似する文字を含むものは、

外国の国名と類似すると判定される。 

商標の文字の構成が外国の国家名称と同一の

ものは、外国の国家名称と同一であると判定さ

れる。商標の文字が外国の国家名称と類似す

るか又は外国の国家名称と同一若しくは類似

する文字を含むものは、外国の国家名称と類

似すると判定される。 

例： 例： 

（「FRANCE」の訳文は「フランス」）指定

商品：スーツケース 

 

（「FRANCE」の訳は「フランス」） 

指定商品：旅行かばん 

指定商品：油性と漆類の塗料  

指定商品：ペイント（ペンキ） 

指定商品：茶飲料(水)、コー

ラ 

 

指定商品：炭酸水、コーラ飲料 

指定商品：服装  

指定商品：被服 

指定商品：たばこのフィルター

（「CANADA LIGHT」の訳文は「カナダの光」） 

 

（「FRANCE」の訳文は「フランス」）  

（「FRANCE」の訳は「フランス」） 

ただし、次の各号の一に該当するものは除く。 ただし、次の各号の一に該当するものは除く。 



1. 当該国の政府の承諾を得ているもの。 1. 当該国の政府の承諾を得ているもの 

この規定の適用に当たっては、出願人は当該

国の政府の承諾を得ていること 

を証明する書類を提出しなければならない。出

願人が当該商標について当該外国ですでに登

録を受けているとき、当該外国政府の承諾を得

ているとみなされる。 

この規定の適用に当たっては、出願人は当該

国の政府の承諾を得ていることを証明する書類

を提出しなければならない。出願人が当該商標

を同一又は類似する商品に使用することについ

て、当該外国ですでに登録を受けている場合、

当該外国政府の承諾を得ているとみなされる。 

2. 明らかにほかの意味を有し、かつ公衆に誤

認を生じさせないもの。 

2. 明らかにほかの意味を有し、かつ公衆に誤

認を生じさせないもの 

例： 例： 

指定商品：服装、靴、ネクタイ 

（フランスの国名の「FRANCE」とは二つのアル

ファベットが違い、英語では 

「素直、誠意ある」の意味であって、よく見かけ

る英語の人名でもある。） 

 

（フランスの国名の「FRANCE」とは二つのアル

ファベットが違い、英語では「素直、誠意ある」の

意味であって、よく見かける英語の人名「Frank」

でもある。） 

指定商品：被服、靴、ネクタイ 

指定商品：服装 

（TURKEY はトルコの国名と同一であるが、英

語の意味は「シチメンチョウ」 

である。） 

 

（TURKEY はトルコの国名と同一であるが、英

語の意味は「シチメンチョウ」である。） 

指定商品：被服 

3. 商標が外国の旧国名と同一または類似する

もの。 

3. 商標が外国の旧国名と同一又は類似するも

の 

例： 例： 

（米国の旧称）指定商品：服装 （米国の旧称）指定商品：被服 

ただし、公衆に商品の生産元への誤認を生じさ

せやすいものは、悪い影響があると判定され、

「商標法」第十条第一項第（八）号の規定を以っ

て拒絶する。 

ただし、特定商品に使用され、公衆に商品の産

地への誤認を生じさせやすいものは、「商標法」

第十条第一項第（七）号の規定を以って拒絶す

る。 

例： 例： 

指定商品：人参  

指定商品：朝鮮人参 



（タイ国の旧称）指定商品：米  

（タイ国の旧称） 

指定商品：米 

4. 商標は二つまたは二つ以上の国名の中国

語略称による組合せであって、公衆に商品の生

産元への誤認を生じさせないもの。 

4. 商標が二つ又は二つ以上の国名の中国語

略称による組合せであって、公衆に商品の産地

への誤認を生じさせないもの 

例： 例： 

指定商品：ハンマー 

（中国とタイの中国語略称による組合せ） 

  

（中国とタイの中国語略称による組合せ） 

指定商品：ハンマー 

指定商品：照明具 

（中国とフランスの中国語略称による組合せ） 

  

（中国とフランスの中国語略称による組合せ） 

指定商品：照明用器具 

ただし、公衆による商品の生産元への誤認を生

じさせやすいものは、悪い影響があると判定さ

れ、「商標法」第十条第一項第（八）号の規定を

以って拒絶する。 

ただし、特定商品に使用され、公衆による商品

の産地への誤認を生じさせやすいものは、「商

標法」第十条第一項第（七）号の規定を以って

拒絶する。 

例： 例： 

指定商品：葡萄酒  

指定商品：ぶどう酒 

5. 商標には外国の国名と同一または類似する

文字が含まれているが、全体としては企業の名

称であってかつ出願人の名義に一致するもの。 

 

例：  

（英語の訳文は「ドイツ

銀行」） 

出願人：ドイツ銀行 指定役務：金融サービス 

 

（英語の訳文は「シンガポ

 



ール航空」） 

指定役務：空中輸送サービス 

出願人：シンガポール航空株式会社 

指定商品：服装 

（英語の訳文は「米国ポロ協会」） 

出願人：米国ポロ協会 

 

6．商標に含まれる国名とその他の顕著な特徴

を持つ標識とは相互に独立し、国名は出願者

の所属する国家を真実に表明するだけのもの。 

5. 商標に含まれる国名がその他の顕著な特徴

を持つ標識と相互に独立しており、国名が単に

出願人の所属国を如実に表示する役割を果た

すか、又はその他の描写的な言葉と共同で指

定商品や役務の関連特徴を如実に表示するも

の 

例： 例： 

(「ITALIANO」の訳文は「イ

タリア」) 

出願人：(イタリア) CIELO E TERRA S.P.A. 

 

(「ITALIANO」の訳は「イタリア」) 

出願人：(イタリア) CIELO E TERRA S.P.A. 

 

 
指定役務：飲食物の提供 

出願人：わが国のある自然人 

（二）商標が外国の国旗、国章、軍旗の名称又

は図案と同一または類似する 

もの。 

（二）商標が外国の国旗、国章、軍旗の名称又

は図案と同一又は類似するもの 

商標の文字、図形若しくはその組み合わせが

外国の国旗、国章、軍旗の名称 

又は図案と同一または類似し、公衆がそれと外

国の国旗、国章とを関係付けることが十分可能

であるものは、外国の国旗、国章と同一又は類

似すると判定される。 

商標の文字、図形若しくはそれらの組み合わせ

が外国の国旗、国章、軍旗の名称又は図案と

同一又は類似し、公衆にそれを外国の国旗、国

章と関連付けさせるのに十分であるものは、外

国の国旗、国章と同一又は類似すると判定され

る。 

例： 例： 

（訳文は「英国の国旗」） （訳は「英国の国旗」） 



米国の国旗と類似する （米国の国旗と類似する） 

イタリアの国旗と類似する （イタリアの国旗と類似する） 

ただし、当該国政府の承諾を得ているものは除

く。この規定の適用に当たっ 

ては、出願人は当該国の政府の承諾を得てい

ることを証明する書類を提出しなければならな

い。出願人が当該商標について当該外国です

でに登録を受けているとき、当該外国政府の承

諾を得ているとみなされる。 

ただし、当該国政府の承諾を得ているものは除

く。この規定の適用に当たっては、出願人は当

該国の政府の承諾を得ていることを証明する書

類を提出しなければならない。出願人が当該商

標について当該外国ですでに登録を受けてい

るとき、当該外国政府の承諾を得ているとみな

される。 

五、政府間国際組織の名称、旗、徽章と同一ま

たは類似するもの。 

四、政府間国際組織の名称、旗、徽章と同一又

は類似するもの 

この条にいう政府間国際組織は、いくつの国家

と地域の政府が特定の目的の 

ために条約や協定を通じて設立した、ある規則

と制度を持っている団体である。例えば、国連、

欧州連盟、東南アジア諸国連合、アフリカ統一

機構、世界貿易機関、世界知的所有権機関

等。国際組織の名称は全称、略称、略語を含

む。例えば、国連の英語の全称はUnited 

Nations、略語はUN。欧州連盟の中国語の略称

は欧盟で、英語の全称はEuropean Union、略語

はEU である。 

本条にいう「政府間国際組織」とは、いくつかの

国家と地域の政府が特定の目的のために条約

や協定を通じて設立した、一定の規則制度を持

っている団体である。例えば、国連、欧州連盟、

東南アジア諸国連合、アフリカ統一機構、世界

貿易機関、世界知的所有権機関、アジア太平

洋経済協力等。国際組織の名称は全称、略称

又は略語を含む。例えば、国連の英語の全称

は「United Nations」、略語は「UN」。欧州連盟の

中国語の略称は「欧盟」で、英語の全称は

「European Union」、略語は「EU」 である。 

商標の文字の内容、図形の外観またはその組

合せが、公衆にそれと政府間国 

際組織の名称、旗、徽章とを関係付けさせるこ

とが十分可能であるものは、政府間国際組織

の名称、旗、徽章と同一または類似すると判定

される。 

商標の文字構成、図形外観又はそれらの組合

せが、公衆にそれを政府間国際組織の名称、

旗、徽章と関連付けさせるのに十分であるもの

は、政府間国際組織の名称、旗、徽章と同一又

は類似すると判定される。 

例： 例： 

 

（「UN」は国連の英文略語である） 

 

（「UN」は国連の英文略語である） 



 

（WTO は世界貿易機関の英文略語である） 

 

（WTO は世界貿易機関の英文略語である） 

 

（APEC はアジア太平洋経済協力の英文略語

である） 

 

（APEC はアジア太平洋経済協力の英文略語

である） 

ただし、次の各号の一に該当するものは除く。 ただし、次の各号の一に該当するものは除く。 

1. 当該政府間国際組織の承諾を得ているも

の。この規定の適用に当たって 

は、出願人は関係の証明書類を提出しなけれ

ばならない。 

1. 当該政府間国際組織の承諾を得ているも

の。この規定の適用に当たっては、出願人は関

係の証明書類を提出しなければならない。 

2. 明らかにほかの意味を有し、又は特定の表

現を持つものであって、公衆に誤認を生じさせ

ないものは除く。 

2. 明らかにほかの意味を有し、又は特定の表

現を持つものであって、公衆に誤認を生じさせ

ないもの。 

例： 例： 

指定役務：販売（他人のため

の）（「WHO」は世界保健機関の英文略語と同じ

であるが、「誰」という明確の意味を有する） 

 

指定商品:比重計 

（「UN」は国連の英文略語と同じであるが、全体

として特別の形をしている） 

 

（「UN」は国連の英文略語と同じであるが、全体

として特別な表現方式を採用している） 

指定商品:比重計 

六、管理措置の実施および保証の付与を示す

政府の標識、又は検査印と同一 

又は類似するもの 

五、管理措置の実施および保証の付与を示す

公式標識、検査刻印と同一又は類似するもの 

この項にいう政府の標識、検査印は、商品の

質、性能、成分、原料などに対 

して管理措置を実施し、保証を付与することや

検査の実施を表明するための政府機関の標識

または印である。 

本条にいう「公式標識、検査刻印」とは、商品の

品質、性能、成分、原料などに対して管理措置

を実施し、保証を付与することや検査の実施を

表明するための政府機関の標識や刻印であ

る。 

例： 例： 



 

（中国強制製品認証標識） 

 

（中国強制製品認証の標識） 

 

（検査免除製品標識） 

 

 

 

（外貨両替の統一標識） 

商標の文字、図形またはその組合せが、公衆

にそれと管理措置の実施および 

保証の付与を示す政府の標識、又は検査印と

を関係付けさせることが十分可能であるもの

は、当該政府の標識、検査印と同一又は類似

すると判定される。 

商標の文字、図形又はそれらの組合せが、公

衆にそれを管理措置の実施および保証の付与

を示す公式標識、検査刻印と関連付けさせるの

に十分であるものは、当該公式標識、検査刻印

と同一又は類似すると判定される。 

例： 例： 

指定商品：照明設備および装

置 

 

指定商品：照明器具および装置 

指定商品：バルブ(機器の部

品) 

 

ただし、次の各号の一に該当するものは除く。 ただし、次の各号の一に該当するものは除く。 

1. 当該政府機関の承諾を得ているもの。この

規定の適用に当たっては、出願人は承諾を得

ていることを証明する書類を提出しなければな

らない。 

1. 当該政府機関の承諾を得ているもの。本条

の規定の適用に当たっては、出願人は承諾を

得ていることを証明する書類を提出しなければ

ならない。 

2. 明らかにほかの意味を有し、又は特定の表

現を持つものであって、公衆に誤認を生じさせ

ないもの。 

2. 明らかな別の意味又は特定の表現方式を有

するものであって、又は公衆に誤認を生じさせ

ないもの 

例： 例： 

指定商品：携帯電話用電池、携帯  



電話用充電器 指定商品：携帯電話用電池、携帯電話用充電

器 

指定商品：蛇口、シャワー設備  

指定商品：蛇口、シャワー用設備 

七、「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又

は類似するもの。 

六、「赤十字」、「赤新月」の名称、標識と同一又

は類似するもの 

この条にいう「赤十字」（図一）は国際人道主義

保護の標章で、武装部門に 

おける医療機関の特定の標章であり、赤十字

専用の標章である。「赤新月」（図二）はアラビア

国家と一部のイスラム国家の赤新月の専用標

章であって、赤十字と同じな性質と機能を持っ

ているものである。赤十字の標章は白い背景に

赤い十字の形で、赤新月の標章は右または左

に曲がる赤い新月である。 

本条にいう「赤十字」（図一参照）標識は国際人

道支援の標識であり、武装部門における医療

機関の特定の標識であり、赤十字社専用の標

識である。「赤新月」（図二参照）標識はアラビア

国家と一部のイスラム国家の赤新月社の専用

標識であって、赤十字標識と同じ性質と機能を

持っているものである。赤十字標識は白い背景

に赤い十字の形で、赤新月標識は右又は左に

曲がる赤い新月である。 

 図三に示す「赤水晶」標識（白い背景に赤い枠

の縦の正方形）は、国際人道法に規定される戦

場救護の三番目の特別な標識であって、「赤十

字」「赤新月」標識と同等の法的効力と地位を

持つものである。 

 

（図一） 
（図一） 

 

（図二） 

（図二） 

 

（図三） 

（一）商標の文字の内容、図形の外観またはそ

の組合せが「赤十字」、「赤新月」の名称、図案

とは視覚的にほぼ同じであるものは、当該名

称、標章と同一であると判定される。 

（一）商標の文字構成、図形外観又はそれらの

組合せが「赤十字」、「赤新月」、「赤水晶」の名

称、図案とは視覚的にほぼ区別がないものは、

「赤十字」、「赤新月」、「赤水晶」の名称、標識と

同一であると判定される。 

例： 例： 

   

（「Red Cross」の意味は「赤十字」） 

   

（「Red Cross」の訳は「赤十字」） 



 

（「red crescent」の意味は「赤新月」） 

 

（「red crescent」の訳は「赤新月」） 

（二）商標の文字の内容、図形の外観が、公衆

に「赤十字」、「赤新月」の名称や図案と誤認さ

せるのは十分可能であるものは、「赤十字」、

「赤新月」の名称、標章と類似するものと判定さ

れる。 

（二）商標の文字構成、図形外観が、公衆にそ

れを「赤十字」、「赤新月」、「赤水晶」の名称、図

案と誤認させるのに十分であるものは、「赤十

字」、「赤新月」、「赤水晶」の名称、標識と類似

すると判定される。 

例： 例： 

指定商品：医薬 指定商品：医療用薬剤 

ただし、明らかにほかの意味を有し又は特定の

表現を持つものであって、公 

衆に誤認を生じさせないものは除く。 

ただし、明らかに別の意味又は特定の表現方

式を有するものであって、又は公衆に誤認を生

じさせないものは除く。 

例： 例： 

 

指定商品：消防機器 

 

指定商品：消火器 

 

指定商品：印刷用インク、顔料 

 

指定商品：印刷用インキ、顔料 

八、民族差別扱いの性格を帯びるもの。 七、民族差別扱いの性格を帯びるもの 

この条にいう「民族差別扱い」は、商標の文字、

図形またはそのほかの要素 

に特定の民族に対して醜く描いたり、低く評価し

たり、またはそのほかの差別扱いをする内容を

含むことである。「民族差別扱い」の判定におい

ては、商標の内容とその指定商品・サービスを

全体的に分析しなければならない。 

本条にいう「民族差別扱い」とは、商標の文字、

図形又はその他の構成要素に特定の民族を醜

く描き、けなし、又は当該民族を平等視しないそ

の他の内容が含まれることである。又は「民族

差別扱い」に当るかを判定するに当っては、商

標の構成とその指定商品・指定役務を総合的

に考慮しなければならない。 

（一）商標の文字の内容が民族の名称と同一ま

たは類似するものであって、特定の民族に対し

て醜く描いたり、低く評価したりするものは、民

商標の文字構成が民族の名称と同一又は類似

するものであって、特定の民族に対して醜く描

いたり、低く評価したりするものは、民族差別扱



族差別扱いの性格を帯びるものと判定される。 いの性格を帯びるものと判定される。 

例： 例： 

指定商品：トイレ用品  

指定商品：水洗便所 

ただし、明らかにほかの意味を有するもの又は

民族差別扱いの意味が生じな 

いものは除く。 

ただし、明らかにほかの意味を有するもの、又

は民族差別扱いの意味が生じないものは除く。 

例： 例： 

指定使用商品：花露水  

指定商品：オーデコロン 

嬰児服装  

指定商品：新生児用被服 

（二）商標に民族差別扱いの性格を帯びるもの

は、悪い影響があると判定され、「商標法」第十

条第一項（八）号の規定を以って拒絶する。 

 

九、誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯びたもの 八、欺瞞性を帯びており、商品の品質などの特

徴又は産地について公衆に誤認を生じさせや

すいもの 

この条にいうう誇大に宣伝しかつ欺瞞性を帯び

たものは、商標がその指定商品又は指定役務

に対して固有の程度を超えた表示を行い、公衆

に商品または役務の質など特徴について誤っ

た認識を生じさせることを言う。 

本条にいう「欺瞞性を帯び」とは、商標がその指

定商品又は役務の品質などの特徴や産地につ

いて、その固有程度を超え、又は事実と一致し

ない表示を行い、商品又は役務の品質などの

特徴や産地について公衆に誤認を生じさせや

すいことをいう。 

商標の文字または図形でその指定商品又は役

務の質などの特徴について誇大な表示を行い、

公衆を欺瞞するものは、誇大に宣伝しかつ欺瞞

性を帯びたものと判定される。 

 

 （一）商品又は役務の質（等級）、品質、機能、



用途、原料、内容、重量、数量、価格、製法、技

術などの特徴について公衆に誤認を生じさせや

すいもの 

 1.商品又は役務の質、品質などの特徴につい

て公衆に誤認を生じさせやすいもの 

例： 例： 

 

 

指定商品：砂糖、茶 

指定商品：蒸留酒  

指定商品：白酒（蒸留酒） 

指定商品：ミネラル・ウォーター  

指定商品：ミネラルウォーター 

 

 

指定商品：家具 

 

 

指定商品：人造金製品 

ただし、誇大な宣伝がなく、公衆に誤認を生じさ

せないものは除く。 

 

指定商品：失眠用催眠マットレス 

 

 2.商品の機能、用途の特徴について公衆に誤

認を生じさせやすいもの 

 例： 

 
 

指定商品：薬剤（人用のもの） 



（当該文字は読み方が「清血剤」と同じで、当該

製品が「清血」の機能をもっていると公衆に誤

認を生じさせやすい） 

 

 

指定商品：コーヒー、茶、はちみつ 

 

 

指定商品：薬剤（人用のもの） 

 

 

指定商品：食用ツバメの巣、果実の缶詰 

 

 

指定商品：染料 

 3.商品の種類、主要原料、成分などの特徴につ

いて公衆に誤認を生じさせやすいもの 

 例： 

 

 

指定商品：魚の加工食品 

 

 

指定商品：家禽肉（生きているものを除く） 

 

 

指定商品：ビタミン製剤、たら肝油 

 

 

指定商品：亀苓膏（亀ペースト）、調味料 

 

 

指定商品：紙巻たばこ 



 

 

指定商品：砂糖、食塩 

 ただし、登録を出願した標識、文字などが指す

意味又は物品は登録を出願した商品（役務）と

業界的な関連性がないものは除く。 

 

 

指定商品：被服 

 

 

指定商品：コンピュータ 

 4.商品の重量、数量、価格、生産時間、製法、

技術などの特徴について公衆に誤認を生じさせ

やすいもの 

 例： 

 

 

指定商品：ミネラルウォーター 

 

 

指定商品：紙巻たばこ 

 

 

指定商品：磁気テープ、光ディスク（音声、映像

用）、眼鏡 

  

指定商品：宝飾品 

 

 

指定商品：家禽肉（生きているものを除く）、魚

の加工食品など（「倒篤」は漬物の一製法） 



 

 

指定商品：被服 

 

 

指定商品：不凍剤 

 5.公衆に熟知されている書籍、ゲーム、映画、

テレビ番組、ラジオ番組、歌曲の名称を、関連

する商品又は役務に使用する場合、指定商品

又は役務の内容について、消費者に誤認を生

じさせやすいもの 

 例： 

 

 

指定商品：漫画本 

 

 

指定商品：ビデオゲームの画像と音声ソフトウェ

ア 

 

 

指定商品：アニメーションを内容とする記録済み

媒体及び動画ファイル 

 商標を指定商品に使用すると、使用を指定され

た商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、

数量とその他の特徴を直接表示するほか、上

記特徴について公衆に誤認を生じさせる可能

性もある場合、「商標法」第十条第一項（七）の

規定を適用するか、又は第十条第一項（七）、

第十一条第一項（二）の規定を同時に適用する

べきである。 

 （二）商品又は役務の産地、出所について公衆

に誤認を生じさせやすいもの 

 1.商標が地名からなり、又は商標に地名が含ま

れ、出願人が当該地域からの者ではなく、指定



商品に使用すると、産地について公衆に誤認を

生じさせやすいもの（別の意味を持たないわが

国の県級以上の行政区画の地名又は公知の

外国地名である場合、同時に「商標法」第十条

第二項の規定を適用して拒絶するべきである） 

 例： 

 

 

(「NEW YORK」の訳は「ニューヨーク」であり、

「PARIS」の訳は「パリ」である) 

出願人：北京盛世傑威服装服飾有限公司 

 

（「PARIS」の訳は「パリ」であ

る) 

出願人：M.SERGE LOUIS ALVAREZ 

出願人の住所：18 RUE ROBIN,BP 148 F-26905 

VALENCE CEDEX 9(FRANCE) 

 2.商標の文字構成がわが国の県級以上の行政

区画の地名又は公知の外国地名とは違うが、

字体、読み方が類似しており、それを当該地名

に誤認させるのに十分であり、それによって、商

品の産地について公衆に誤認を生じさせやす

いもの 

 例： 

 

 

指定商品：焼酎（蒸留酒） 

 

 

指定商品：果実のエキス出願人：南通富豪酒業

有限公司 



 

 

指定役務：喫茶店、バーなど 

出願人の住所：雲南省麗江市滇西明珠花園別

荘 605棟 

 3.商標がわが国の県級以上の行政区画の地名

以外のその他の地名からなり、又は商標に上

記の地名が含まれ、それをその指定商品に使

用すると、商品の産地について公衆に誤認を生

じさせやすいもの 

 例： 

 

指定商品：コメ、とうもろこし（ひき

割り済） 

 ただし、指定された商品が、指している場所又

は地域と特別な関連がなく、商品の産地につい

て公衆に誤認を生じさせないものは除く。 

 例： 

 

指定商品：オートバイ、自転車、ヨ

ット 

 4.商標に国家名称が含まれ、出願人が当該国

家からの者ではなく、その指定商品に使用する

と、商品の産地について公衆に誤認を生じさせ

やすいもの 

 例： 

 

出願人：（ベルギー）PAPERLOOP 

S.P.R.L. 

 5.商標に企業名称が含まれ、当該名称が出願

人の名義と実質的な差異があるもの 



 本条にいう企業名称は全称、略称、中国語名

称、英文名称および名称のピンインなどを含

む。 

 商標に含まれる企業名称の行政区画又は地域

名称、商号、業界又は経営特徴、組織構成が

出願人の名義と一致しない場合、出願人の名

義と実質的な差異があると判定される。 

 例： 

 

 

指定商品：被服 

（出願人：濰坊体会製衣有限公司） 

 

 

指定商品：食肉 

（アルファベットは「北京茂盛園肉食品廠」のピ

ンイン。出願人：褚秀麗） 

 

 

指定役務：病院、獣医補助、動物の飼育 

（出願人：鄭伯昴） 

 

 

指定役務：土地、建物の貸与など 

（出願人：広州潮創不動産開発有限公司） 

 
 

指定役務：法律的事項に関する研究など 

（出願人：深セン市中興達文化伝播有限公司） 

 商標に含まれる企業名称が出願人の名称と一



致しないが、商業習慣に一致し、かつ商品又は

役務の出所について公衆に誤認を生じさせな

いものは除く。 

 例： 

 

 

指定商品：プラスチック製包装容器 

（出願人：「台湾」宏全国際股份有限公司） 

 

 

指定商品：ロボット（機械） 

（出願人：瀋陽新松ロボット自動化股份有限公

司） 

 

 

指定商品：家具用の附属品（金属製のものを除

く） 

（出願人：上海永春装飾有限公司） 

 

 

指定商品：ワイヤロープ（金属製縄） 

（出願人：誠志股份有限公司） 

 

 

指定商品：ソーセージ 

（出願人：瀋陽長香斯食品有限公司。英文では



出願人の名称と見なせる） 

 6.商標が他人の名称からなり、本人の承認を受

けておらず、商品又は役務の出所について公

衆に誤認を生じさせやすいもの（政治、宗教、歴

史などの著名な人物の姓名からなり、わが国の

政治、経済、文化、宗教、民族などの社会公共

利益と公共秩序に消極的、マイナスな影響を及

ぼすのに十分である場合、「商標法」第十条第

一項（八）の規定を適用して拒絶することができ

る） 

 姓名には、戸籍登記に使用された姓名が含ま

れるほか、別名、筆名、芸名、雅号、あだ名など

も含まれる。 

 例： 

 

注：「顧景舟」は「中国工芸美術

大師」（国家）である。 

指定商品：ティーセット、磁器（出願人：宜興市

一道紫砂陶磁器製品設計室） 

 

 

指定商品：食餌療法剤（医療用栄養剤）、殺虫

剤など 

（出願人：盛英） 

 7.その他の公衆に誤認を生じさせやすいもの 

  

指定役務：教育、運動競技の運営など 

（「環渤海国際競輪」は国家体育総局が主催し

た国際運動競技。出願人：曲安江） 

 

 

指定役務：広告、商業又は広告のための見本

市の経営など 

（「渝洽会」は｢中国（重慶）国際投資＆世界購

買会｣の略称。出願人：重慶璽昇企業企画有限

公司） 



十、社会主義の道徳、風習を害し、又はその他

公序良俗に反するもの 

九、社会主義の道徳、風習を害し、又はその他

の不良な影響を及ぼすもの 

この項にいう社会主義の道徳、風習は、わが国

の人々の共通の生活および行 

動の規準、規範およびある時期において一般に

認められる良好な風習と習慣のことを言う。そ

の他公序良俗に反するものは商標の文字、図

形またはその他の要素がわが国の政治、経

済、文化、宗教、民族などの公共利益や公共秩

序にもたらす消極的、マイナスの影響で、この

影響の判断には商標の内容とその指定商品を

総合的に考慮するべきだ。 

本条にいう「社会主義の道徳、風習」とは、わが

国の人々の共通の生活および行動の規準、規

範およびある時期において社会に流行る良好

な風習と習慣のことをいう。「その他の不良な影

響」とは、商標の文字、図形又はその他の構成

要素がわが国の政治、経済、文化、宗教、民族

などの社会公共利益と公共秩序に消極的、マ

イナスな影響を及ぼすことをいう。「社会主義の

道徳、風習を害し、又はその他の不良な影響を

及ぼすもの｣に当るかを判定するに当って、社

会背景、政治背景、歴史背景、文化伝統、民族

風習、宗教政策などの要素を考慮するほか、商

標の構成と指定商品又は指定役務を考慮しな

ければならない。 

（一）社会主義の道徳、風習を害するもの （一）社会主義の道徳、風習を害するもの 

  

  

  

  



  

 

 

 

 

（二）政治的に悪い影響のあるもの （二）政治的に不良な影響があるもの 

1．国家、地域または政治的国際組織の指導者

の名前と同一又は類似するもの。 

1．国家、地域又は政治的国際組織の指導者の

姓名と同一又は類似するもの 

例： 例： 

  

 

（「普京」はプーチンロシア大統領の名前の中国

語訳文） 

 

2．国の主権、尊厳、イメージを害するもの 2．国の主権、尊厳とイメージを害するもの 

例 例： 

 

（わが国の版図は不完全なもので表示してあ

 

（殖民主義者によるわが国の台湾に対する称



る） 呼） 

 

（殖民主義者がわが国の台湾に対する称呼） 

 

（不完全なわが国の版図が含まれている） 

3．政治的意味を有する数字などによるもの。 3．政治的意味を有する数字などからなるもの 

例： 例： 

  

  

  

4．テロ組織、邪教組織、暴力団の名称又はそ

のリーダーの名前と同一若しくは類似するも

の。 

4．テロ組織、邪教組織、暴力団の名称又はそ

のリーダーの姓名と同一又は類似するもの 

例： 例： 

  

 （三）商標にわが国の国家名称が含まれ、国家

名称の濫用につながり、社会公共利益と公共

秩序にその他の消極的、マイナスな影響を及ぼ

す可能性があるもの 

 例： 



 

 

指定商品： おもちゃ、ボディーボル用具、足用

プロテクター 

 

 

指定商品：紙、印刷物 

 

 

指定役務：広告 

 

 

指定商品：ぶどう酒 

（三）民族の尊厳や感情を害するも （四）民族の尊厳や感情を害するもの 

例： 例： 

  



 

（黒人が白人に対する蔑称） 

 

（訳は、「黒人による白人に対する蔑称」である） 

（四）宗教信仰、宗教感情または民間の信仰を

害するもの 

（五）宗教信仰、宗教感情又は民間の信仰を害

するもの 

この基準にいう宗教は、仏教、道教、イスラム

教、キリスト教、カトリック教およびこれらの宗教

の各教派を含む。この基準にいう民間の信仰は

主に媽祖など民間の信仰をいう。 

本基準にいう「宗教」には、仏教、道教、イスラ

ム教、キリスト教など、およびこれらの宗教の各

教派が含まれる。本基準にいう「民間の信仰」と

は、主に媽祖など民間の信仰をいう。 

次の各号の一に該当する商標は、宗教信仰、

宗教感情または民間の信仰を害するものと判

定される。 

1．商標が次の各号のいずれかに該当する場合

は、宗教信仰、宗教感情又は民間の信仰を害

するものと判定される。 

（1）宗教または民間の信仰による偶像の名称、

図形またはその組合せ 

（1）宗教又は民間の信仰における偶像の名称、

図形又はそれらの組合せ。 

例： 例： 

 

（仏教の偶像） 

 

（仏教の偶像） 

 

（道教の偶像） 

 

（道教の偶像） 

 

（民間の信仰） 

 

（民間の信仰） 

（2）宗教の活動地点、場所の名称、図形または

その組合せ 

（2）宗教活動の地点、場所の名称、図形又はそ

れらの組合せ。 

例： 例： 



 

（MECCA の意味は宗教の聖地である「メッカ」） 

 

（MECCA の意味は宗教の聖地である「メッカ」） 

 

（よく見かける道観の名称） 

 

（よく見かける道観の名称） 

  

（中国チベット仏教の寺院） 

（3）宗教の教派、経書、用語、式典、習俗およ

び宗教人士の称呼、イメー 

ジ 

（3）宗教の教派、経書、用語、式典、習俗、専属

用品および宗教人士の称呼、キャラクター。 

例： 例： 

  

（商標文字：雪域小和尚） 

  

（道教の一教派） 

次の各号の一に該当する商標は、宗教信仰、

宗教感情または民間の信仰を害するものとは

判定されない 

2．商標が次の各号のいずれかに該当する場合

は、宗教信仰、宗教感情又は民間の信仰を害

するものと判定されない 

（1）国務院の1994 年第145 号令の規定によ

り、宗教組織や団体は自己運営資金の補助を

（1）「宗教事務条例」（2004 年国務院第 426 号

令、2005年 3月 1日施行）によると、宗教団体、



目的とする企業を設立・運営することができ、そ

の他の宗教活動場所の利益を損なわない前提

で、宗教組織とその授権を受けた宗教企業が

自己の宗教活動場所の専用名称を商標として

登録を出願するもの。 

宗教活動場所は法により社会公益事業を設

立・運営することができ、その他の宗教活動場

所の利益を損なわない前提で、宗教組織とその

授権を受けた宗教企業が自己専属の宗教活動

場所の名称を商標として登録を出願するもの 

例： 例： 

 

出願人：中国嵩山少林寺 

 

出願人：中国嵩山少林寺 

 
出願人：北京雍和宮管理処 

 
出願人：北京雍和宮管理処 

（2）商標の文字または図形が宗教または民間

の信仰に係るものであるが、そのほかの意味を

有し、又はその宗教的意味はすでに一般化さ

れており、公衆はそれを特定の宗教または民間

の信仰と関係付けて考えることがないもの 

（2）商標の文字又は図形が宗教又は民間の信

仰に係るものではあるが、その他の意味を有

し、又はその宗教関連の意味がすでに一般化

されており、公衆にそれを特定の宗教又は民間

の信仰と関連付けさせないもの 

例： 例： 

 
（太極図は道教の標識の一つであるが、すでに

一般化されている） 

 
（太極図は道教の標識の一つではあるが、すで

に一般化されている） 



 

（この名前の山は浙江普陀、貴州施秉県、遼寧

桓仁県の各地に実際に存在する） 

 

（「仏頂山」が実在していて、浙江普陀にも、貴

州施秉県にも、遼寧桓仁県にも存在している） 

（五）わが国の各党派、政府機関、社会団体な

どの名称または標章と同一または類似するもの 

（六）わが国の各党派、政府機関、社会団体な

どの単位又は組織の名称、標識と同一又は類

似するもの 

 

この条にいう党派は、中国共産党と民主党派と

総称される中国国民党革命委員会、中国民主

同盟、中国民主建国会、中国民主促進会、中

国農工民主党、中国致公党、九三学社、台湾

民主自治同盟を含む。この条にいう名称は全

称、略称、略語などを含む。この条にいう標章

は徽章、旗などを含む 

本条にいう党派には、中国共産党および民主

党派と総称される中国国民党革命委員会、中

国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促進

会、中国農工民主党、中国致公党、九三学社、

台湾民主自治同盟という 8 の政党が含まれる。

本条にいう名称には、全称、略称、略語などが

含まれる。本条にいう標識には、徽章、旗など

が含まれる。 

例： 例： 

 

（民建は中国民主建国会の略称） 

 

（民建は中国民主建国会の略称） 

 

（わが国の税関の関徽に類似する） 

 

（中国消費者協会の標識と同一である） 



 

（中国消費者協会の標識と同一である） 

 

（わが国の税関の関徽に類似する） 

（六）わが国の党・政府機関の職務または軍の

役目、肩書きの名称と同一のもの 

（七）わが国の党・政府機関の職務又は軍の行

政職務、肩書きの名称と同一のもの 

この条にいう党・政府機関は中国共産党機関、

人民代表大会機関、政治協商会議機関、行政

機関、裁判機関、検察機関を含む。例えば、行

政機関の職務には総理、部長、局（司）長、処

長、科長、科員などが含まれる。軍の役目には

軍長、師長、団長、営長、連長、排長が含まれ

る。軍の肩書きには一級上将、上将、中将、少

将に分かれる将官四級、大校、上校、中校、少

校に分かれる佐官四級、上尉、中尉、少尉に分

かれる尉官三級などが含まれる。 

本条にいう党・政府機関には、中国共産党機

関、人民代表大会機関、民主党派機関、政治

協商会議機関、行政機関、裁判機関、検察機

関が含まれる。例えば、行政機関の職務には、

総理、部長、局（司）長、処長、科長、科員など

が含まれる。軍の行政職務には、軍長、師長、

団長、営長、連長、排長が含まれる。軍の肩書

きには、上将、中将、少将に分かれる将官三

級、大校、上校、中校、少校に分かれる佐官四

級、上尉、中尉、少尉に分かれる尉官三級が含

まれる。 

商標の文字がわが国の党・政府機関の職務ま

たは軍の役目、肩書きの名称と同一である場合

は、悪い影響を生じさせやすいと判定される。 

商標の文字がわが国の党・政府機関の職務又

は軍の行政職務もしくは肩書きの名称と同一で

ある場合は、不良な影響を及ぼしやすいと判定

される。例： 

  

  

  

ただし、わが国の党・政府機関の職務または軍 ただし、わが国の党・政府機関の職務又は軍の



の役目、肩書きの名称と同一または類似する文

字が含まれているが、別の意味を有し、公衆に

誤認を生じさせないものは除く。 

行政職務、肩書きの名称と同一又は類似する

文字が含まれているが、その他の意味を有し、

公衆に誤認を生じさせないものは除く。例： 

  

（七）各国の法定貨幣の図案、名称又は表記と

同一又は類似するもの 

（八）各国の法定貨幣の図案、名称又は表記と

同一又は類似するもの 

例： 例： 

 

（人民元の符号） 

 

（人民元の符号） 

 

（ユーロの符号） 

 

（ユーロの符号） 

 

（デンマーク貨幣の名称） 

 

（デンマーク貨幣の名称） 

 

（「美金」は「米ドル」） 

 

（「美金」は「米ドル」） 

（八）公衆の誤認を起こしやすいもの （九）商標中に正しくない漢字が含まれるか、又

は熟語の規範的ではない使用に当たり、公衆

特に未成年者の認識をミスリードしやすいもの 

1．商品又は役務の品質その他の特徴について

公衆に誤認を生じさせやすいもの。 

 



例： 例： 

 

 

（出願人の記載によると、「厉捷」という文字） 

 

 

（「逸」が「逸」となっている） 

 

 

（成語「随心所欲」の規範的ではない使用に当

たる） 

 

指定商品：家具 

 

2．書籍類を指定商品とする、一般に知られてい

る書籍の名称。 

 

例：  

 

 

 

 

3．ゲームマシン又はゲームソフトの担体などの

商品及び関係役務への使用を指定する、一般

に知られているゲームの名称。 

 

例：  



 

指定商品：テレビ型ゲームの映像・音声ソフトウ

ェア 

 

4．映画、テレビ番組、音声映像の担体である映

画フィルム、テレビ放送向けのフィルム、レコー

ド、ディスク（音声・映像）、磁気テープなどの商

品及び関係役務への使用を指定する、一般に

知られている映画、テレビ番組、ラジオ番組、

歌、曲の名称。 

 

例：  

 

指定商品：アニメーション 

 

 

指定商品：レコード 

 

 

指定商品：磁気テープ 

 

（九）商標は企業名により構成され、又は企業

名を含むものであって、その名称は出願人の名

義とは実質的な差異があり、公衆に商品又は

役務の出所への誤認を生じさせやすいもの。 

 

1. この条にいう企業名は全称、略称、中国語

名称、英語名称および名称の中国語表音など

を含む。 

 

2. 商標に含まれる企業名称の行政区画又は地

域名称、屋号、業界又は経営の特徴、組織状

態が出願人の名義と一致しないものは、出願人

の名義と実質的な差異があるものと判定され

る。例： 

 

(申请人声明商标文字为:厉捷)  



 

 

 

指定商品：服装 

（出願人：イ坊体会制衣有限公司） 

 

 
指定商品：肉 

（ピンインは「北京茂盛园肉食品厂」。出願人：

褚秀麗） 

 

 

指定役務：医院、獣医補助、動物飼育 

（出願人：鄭伯昂） 

 

 

指定役務：学校(教育) 

（出願人：北京中預維他科技有限公司） 

 

 

指定商品：車の距離計測器 

（出願人：東風汽車公司） 

 

ただし、商標に含まれる企業名称の組織形態と  



出願人の組織形態とは一致していないが、商業

的慣例に合致し、かつ公衆に商品又は役務の

出所への誤認を生じさせないものは除く。例： 

 

指定商品：プラスチック製の包装容器 

（出願人：[台湾]宏全国際股份有限公司） 

 

 

指定商品：ロボット（机械） 

（出願人：沈阳新松机器人自動化股份有限公

司） 

 

 

指定商品：家具用非金属部品 

（出願人：上海永春装飾有限公司） 

 

 

指定商品：金属ロープ 

（出願人：誠志股份有限公司） 

 

 

指定商品：ソーセージ 

（出願人：沈阳長香斯食品有限公司；英語は出

願人の名称とみなすことができる） 

 



 （十）商標には政治、宗教、歴史などの著名な

人物の姓名と同一又は類似する文字が含ま

れ、わが国の政治、経済、文化、宗教、民族な

どの社会公共利益と公共秩序に消極的、マイ

ナスな影響を及ぼすのに十分であるもの 

 例： 

 

 

（出願人：自然人） 

 

 

（「梅蘭芳」はわが国の有名な京劇実演芸術家

である） 

指定役務：教育、訓練 

（出願人：北京艾丹営業諮問中心） 

 

 

（「宗喀巴」はチベット仏教のゲルク派の創設者

である） 

（出願人：台州市華程日用品有限公司） 

（十）その他悪い影響をもたらすもの （十一）その他の不良な影響を及ぼすもの 

例： 例： 

 

 



  

（「非典」は「非典型的肺炎」の略称である。） 

指定商品：紙、トイレットペーパーなど 

 

 

（「埃博拉」は非常にまれに見るウィルスであ

る。） 

指定商品：浴室用湯沸器など 

 

 

指定商品：ぶどう酒 

  

指定商品：肥料 

 

（「申博」は「2010 年上海国際博覧会誘致活動

指導チーム弁公室」の略称で、この文字を商標

に使うことにより、それが万博誘致活動と何ら

かの関係があると消費者に誤認を生じさせる恐

れがある） 

 



 

（当該商標の図形が澳門特別行政区区旗の図

案に類似している） 

 

（当該商標の図形部分はマカオ特別行政区画

の区旗の図案と類似している） 

 

 

（図中の文字は「反貪」である） 

 

 

十一、地名を含む商標の審査 十、地名を含む商標の審査 

この項にいう「県級以上の行政区」には、①県

級である県、自治県、県級の市、市管轄の区②

地区級である市、自治州、地区、盟③省級であ

る省、直轄市、自治区④香港特別行政区と澳

門特別行政区⑤台湾地区――が含まれる。県

級以上の行政区の地名はわが国の民政部によ

り編集出版された「中華人民共和国行政区画

簡冊」を基準とする。この条にいう県級以上の

行政区の地名は全称、略称および県級以上の

省、自治区、直轄市、省都、計画単列市、著名

な観光都市の表音文字を含む。 

本条にいう「県級以上の行政区画」には、県級

である県、自治県、県級の市、市管轄の区；地

区級である市、自治州、地区、盟；省級である

省、直轄市、自治区；二つの特別行政区、すな

わち香港とマカオ；台湾地区が含まれる。県級

以上の行政区画の地名はわが国の民政部によ

り編集出版された「中華人民共和国行政区画

簡冊」を基準とする。本条にいう県級以上の行

政区画の地名には、全称、略称および県級以

上の省、自治区、直轄市、特別行政区、省都、

計画単列市、著名な観光都市のピンインが含ま

れる。 

この項にいう「公知の外国地名」は、わが国で

一般に知られているわが国以外の国家、地域

の地名をさす。地名は全称、略称、外国語名

称、通用の中国語訳語を含む。 

本条にいう「公知の外国地名」とは、わが国で

一般に知られているわが国以外の国家、地域

の地名を指す。地名には全称、略称、外国語名

称、通用の中国語訳語が含まれる。 

この項にいう「地名が別の意味を持ち」は、地名 本条にいう「地名が別の意味を持ち」とは、地名



が言葉として確定の意味を持ち、かつその意味

が地名としての意味よりも影響が強く、公衆に

誤認を生じさせないことをさす。 

が言葉として確定の意味を持ち、かつその意味

が地名としての意味よりも影響が強く、公衆に

誤認を生じさせないことを指す。 

（一）県級以上の行政区の地名を含む商標の審

査 

（一）県級以上の行政区画の地名を含む商標の

審査 

商標が県級以上の行政区の地名により構成さ

れ、又は県級以上の行政区の地名を含むもの

は、県級以上の行政区の地名と同一であると判

定される。例： 

商標が県級以上の行政区画の地名からなり、

又は県級以上の行政区画の地名が含まれるも

のは、商標とすることができない。例： 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

ただし、次の各号の一に該当するものは除く。 ただし、次の各号の一に該当するものは除く。 

1. 地名が別の意味を持ち、且つその意味は地

名としての意味より影響が強いもの 

1. 地名が別の意味を持ち、且つその意味は地

名としての意味よりも強いもの 



例： 例： 

  

  

  

  

2. 商標が地名とその他の文字により構成され

て全体として顕著な特徴を有し、公衆に商品の

出所への誤認を生じさせないもの 

2. 商標が地名とその他の文字からなり、全体と

して地名としての意味よりも強い意味を持つも

の 

例： 例： 

 

（津門海誓） 指定商品：化粧品 

 
指定役務：薬剤及び医療補助品の小売又は卸

売の業務において行われる顧客に対する便益

の提供など 

 

指定商品：カラシナ 

 

指定商品：ザーサイ 



 

指定商品：蒸留酒 

 

指定商品：白酒（蒸留酒） 

3. 出願人の名称に地名が含まれるものであっ

て、出願人がその全称を商標として登録を出願

するもの。例： 

 

 

指定商品：茶、調味料 

（出願人：長谷川香料(上海)有限公司） 

 

 

指定商品：紙粘着テープ 

（出願人：香港置地有限公司） 

 

 

指定役務：レストラン、ホテル 

（出願人：北京飯店） 

 

4.商標が二つ又は二つ以上の行政区の地名の

略称により構成され、公衆に商品の生産地へ

の誤認を生じさせないもの 

3.商標が二つ又は二つ以上の行政区画の地名

の略称からなり、商品の産地などの特徴につい

て公衆に誤認を生じさせないもの 

例： 例： 

 

指定商品：肥料 

 

指定商品：肥料 

ただし、消費者に指定商品の生産地又は役務

の内容などの特徴について誤認を生じさせやす

いものは、悪い影響を有するものとし、『商標

法』第十条第一項第（八）号の規定を以って拒

ただし、指定商品の産地又は役務の内容など

の特徴について消費者に誤認を生じさせやす

いものは、「商標法」第十条第一項（七）の規定

により拒絶する。例： 



絶する。 

 

指定役務：観光・旅行 

 

指定役務：観光業務 

5.商標が省、自治区、直轄市、省都、計画単列

市、著名な観光都市以外の地名の表音文字で

構成され、かつ公衆に商品の生産地に関して

混同を生じさせないもの 

4. 商標が省、自治区、直轄市、特別行政区、省

都、計画単列市、著名な観光都市以外の地名

のピンインで構成され、かつ商品の産地につい

て公衆に混同を生じさせないもの 

例： 例： 

 

指定商品：伝動装置(机器)（「TAI XING」は江蘇

省泰興市の表音文字と同じである） 

 

指定商品：駆動装置(機器)  

（「TAI XING」は江蘇省泰興市のピンインと同じ

である） 

 

指定商品：自転車（「XIANG HE」は河北省香河

県の表音文字と同じである） 

 

指定商品：自転車 

（「XIANG HE」は河北省香河県のピンインと同じ

である） 

6. 地名が団体商標、証明商標の一部とするも

の。 

 

（二）公知の外国地名を含む商標の審査 （二）公知の外国地名を含む商標の審査 

商標が公知の外国地名により構成され、又は

商標に公知の外国地名が含まれるものは、公

知の外国知名と同一であると判定される。例： 

商標が公知の外国地名からなり、又は商標に

公知の外国地名が含まれるものは、商標とする

ことができない。例： 



 

（「加州」は米国のカリフォルニア） 指定商品：ビ

ール、ミネラルウォーター 

 

（「加州」は米国のカリフォルニア） 

指定商品：ビール、ミネラルウォーター 

 

（ギリシアのオリンピア） 指定商品：服装 

 

（ギリシアのオリンピア） 

指定商品：被服 

 

（「柏林」はドイツの首都ベルリン） 指定商品：ビ

ール 

 

（（「柏林」は）ドイツの首都ベルリン） 

指定商品：ビール 

 

（「華沙」はポーランドの首都ワルシャワ） 指定

商品：靴 

 

（（「華沙」は）ポーランドの首都ワルシャワ） 

指定商品：靴 

ただし、商標が公知の外国地名とその他の文

字により構成され、全体として別の意味を有し、

かつ指定商品での使用は公衆に商品の生産地

に関して混同を生じさせることがないものは除

く。 

ただし、商標が公知の外国地名とその他の文

字からなり、全体として別の意味を有し、かつ指

定商品での使用により商品の産地について公

衆に混同を生じさせることがないものは除く。

例： 

 

指定商品：かばん、傘（ロンドンの霧は一種の

自然現象である） 

 

指定商品：ブリーフケース、傘 

（ロンドンの霧は一種の自然現象である） 

（三）商標の文字の内容がわが国の県級以上

の行政区の地名又は公知の外国地名と違う

が、字形、称呼が類似し、公衆に当該地名であ

ることを誤認させるのが十分可能で、商品の生

産地に関して混同を生じさせるものは、悪い影

 



響を有するものとし、『商標法』第十条第一項第

（八）号の規定を以って拒絶する。例： 

 
指定商品：酒(飲料) 

 

 

指定商品：果実酒（アルコール含み） 

 

（四）商標が本条以外の一般に知られているわ

が国の地名により構成され、または商標にその

ような地名が含まれ、指定商品に使用すると、

公衆に商品の生産地に関して混同を生じさせる

恐れがあるものは、悪い影響を有するものとし、

『商標法』第十条第一項第（八）号の規定を以っ

て拒絶する。 

例： 

 

 

指定商品：米、トウモロコシ(穀を取り除いたも

の)ただし、指定商品とその表示地点又は地域

との間に特定の関係がなく、公衆に商品の生産

地に関して混同を生じさせないものは除く。 

例： 

 

 

指定商品：オートバイ、自転車、遊覧船 

 

（五）商標に含まれる地名とその他の顕著な特

徴を持つ標識とは相互に独立し、地名は出願

人の所在地を真実に表明する役割だけを果た

すものである場合、『商標法』第十条第二項の

（三）商標に含まれる地名とその他の顕著な特

徴を持つ標識とが相互に独立し、地名が出願

人の所在地を如実に表明する役割だけを果た

すものは除く。例： 



規定は適用しない。例：  

 

出願人：楊洪来 

住所：天津市武清区漢沽港鎮一街 

 

出願人：楊洪来 

住所：天津市武清区漢沽港鎮一街 

 

出願人：鳳凰株式有限公司 

住所：上海市浦東新区塘南路 20 号 

 

出願人：鳳凰股份有限公司 

住所：上海市浦東新区塘南路 20号 

 

 （「GENEVE」:ジュネーブ） 

出願人：QUINTING S.A. 住所：スイス・ジュネー

ブ 

 

 （「GENEVE」の訳はジュネーブ） 

出願人：QUINTING S.A.   

住所：スイス・ジュネーブ 

 

（「PARIS」:パリ） 

出願人：SYLVIE JESSUA 

住所：11,quai de la Gironde,F-75019 PARIS 

 

（「PARIS」の訳はパリ） 

出願人：SYLVIE JESSUA 

住所：11,quai de la Gironde,F-75019 PARIS 



商標に含まれる地名が出願人の所在地と一致

しないものであって、公衆に誤認させる恐れの

あるものは、悪い影響を有するものとし、『商標

法』第十条第一項第（八）号の規定を以って拒

絶する。例： 

 

 
（「NEW YORK」：ニューヨーク、「PARIS」：パリ） 

出願人：北京盛世傑服装服飾有限公司 

 

 

（「PARIS」：パリ） 

出願人：M.SERGE LOUIS ALVAREZ 

出願人住所：18 RUE ROBIN,BP 148 F-26905 

VALENCE CEDEX 9(FRANCE) 

 

出願人が個人である場合、その所在地は身分

証やパスポートに記載される住所に準ずる。出

願人が法人又はその他の組織である場合、そ

の所在地は営業許可証に記載される住所に準

ずる。 

 

 （四）地名が集団商標、証明商標の構成部分で

あるものは除く 

 例： 



 

 

指定商品：黄酒（醸造酒） 

出願人：紹興市黄酒業界協会 

 

 

指定商品：ハム 

出願人：CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI 

PARMA 

第二部分 商標の顕著な特徴の審査 第二部分 商標の顕著な特徴の審査 

一、法的根拠 一、法的根拠 

「商標法」第十一条 以下に掲げる標識は、商

標として登録することができない。 

「商標法」第十一条  

以下に掲げる標章は、商標として登録すること

ができない。 

(一)その商品の普通の名称、図形、規格だけを

有するもの 

(一)その商品の一般名称、図形、規格にすぎな

いものもの。 

(二)単に商品の品質、主要原材料、機能、用

途、重量、数量及びその他の特 

徴を直接表示したにすぎないもの 

(二)単に商品の品質、主要原材料、効能-、用

途、重量、数量およびその他の特徴を直接表示

したにすぎないもの。 

(三)顕著な特徴に欠けるもの (三)その他の顕著な特徴に欠けるもの。 

前項に掲げる標識が、使用により顕著な特徴を

有し、かつ容易に識別可能なものとなった場合

には、商標として登録することができる。 

前項に掲げる標識が、使用により顕著な特徴を

有し、かつ容易に識別可能なものとなったとき

には、商標として登録することができる。 

二、関係解釈 二、関連解釈 

商標の顕著な特徴とは、商標に備えなければ

ならない、関連公衆に商品の出所を十分に識

別させる特徴をいう。商標の顕著な特徴の判定

に当たっては、商標の標識自体（意味と称呼、

外観の構成）、商標の指定商品、その指定商品

を利用する関連公衆の認知習慣、指定商品の

商標の顕著な特徴とは、商標に備えなければ

ならない、関連公衆に商品の出所を十分に識

別させる特徴をいう。商標が顕著な特徴を有す

るかを判定するに当たって、商標の標識自体の

意味、称呼と外観構成、商標の指定商品、指定

商品の関連公衆の認知度、指定商品の所属す



所属する業界の実際の使用状況などを総合し

て考慮しなければならない。この部分の第三条

から第七条は『商標法』第十一条に規定する

項、号の内容と適用について順次説明する。 

る業界の実際の使用状況などを総合して考慮

しなければならない。この部分の解釈説明の内

容は一般商標の顕著性審査を主とする。立体

商標、音声商標、色彩組合せ商標の顕著性に

関する審査は別途説明する。以下、「商標法」

第十一条に規定する項、号の審査での適用に

ついて順次説明する。 

三、その商品の普通の名称、図形、規格だけを

有するもの 

三、その商品の普通の名称、図形、規格だけを

有するもの 

この条にいう普通の名称、図形、規格とは、国

家基準、業界基準に規定するまたは社会的に

認められる名称、図形、規格で、名称には全

称、略称、略語、俗称が含まれる。 

本条にいう一般名称、図形、規格とは、国家基

準、業界基準に規定する又は社会的に認めら

れる名称、図形、規格であり、名称には全称、

略称、略語、俗称が含まれる。 

（一）指定商品の普通名称だけを有するもの （一）指定商品の一般名称だけを有するもの 

 

指定商品：人参 

 

指定商品：朝鮮人参 

 

指定商品：研磨道具（手道具） 

（「MULLER」には「研磨機」の意味がある） 

 

（「MULLER」には「研磨機」の意味がある） 

指定商品：研磨用具（手持工具に当たる） 

（二）指定商品の普通の図形だけを有するもの （二）指定商品の一般に使われている図形だけ

を有するもの 

例： 例： 

 

指定商品：果物 

 

指定商品：りんご 

 

指定商品：靴底 

 

指定商品：靴底 

（三）指定商品の普通の規格だけを有するもの （三）指定商品の普通の規格だけを有するもの 



例： 例： 

 

指定商品：にかわ 

 

指定商品：工業用接着剤 

 

指定商品：服装 

 

指定商品：被服 

 

指定商品：空調機 

（ZK：組合せ式の空調機の等級記号。 T：汎用

ユニット記号） 

 

（ZK：組合せ式の空調機の等級記号。 

T：汎用ユニット記号） 

指定商品：空調設備 

四、単に商品の品質、主要原材料、機能、用

途、重量、数量及びその他の特 

徴を直接表示したにすぎないもの 

四、単に商品の品質、主要原料、機能、用途、

重量、数量およびその他の特徴を直接表示し

たにすぎないもの 

この項にいう「単に…直接表示したにすぎない」

とは、商標は指定商品の品質、主要原材料、機

能、用途、重量、数量及びその他の特徴に対し

て直接説明、描写する標識だけにより構成され

ることをいう。 

「単に…直接表示したにすぎない」とは、商標は

指定商品の品質、主要原料、機能、用途、重

量、数量又は役務の内容、品質、方式、目的、

対象およびその他の特徴について直接説明、

描写する標識だけにより構成されるか、又は商

標はその他の構成要素を含むが全体的には直

接表示しただけのことをいう。 

（一）単に指定商品の品質を直接表示するもの （一）単に指定商品の品質を直接表示するもの 

例： 例： 

 

指定商品：食用油 

 

指定商品：食用油 



 

指定商品：小麦粉 

 

 

指定商品：米 

ただし、単に指定商品の品質を直接表示してい

ないものは除く。例： 

 

指定商品：米 

ただし、単に指定商品の品質を直接表示してい

ないものは除く。例： 

 

指定商品：肉、食用油 

 

指定使用商品：肉、食用油 

（二）単に指定商品の主要原材料を直接表示す

るもの 

（二）単に指定商品の主要原料を直接表示する

もの 

例： 例： 

 

指定商品：調味料 

 

 

指定商品：服装 

 

指定商品：被服 

 

指定商品：非医用栄養液、菓子 

 

指定商品：キャンディー 

 

 

指定商品：薬剤 

（人用のもの） 

ただし、単に指定商品の原材料を直接表示して ただし、単に指定商品の原料を直接表示してい



いないものは除く。例： ないものは除く。例： 

 

指定商品：果物缶詰、ジャム 

 

指定商品：果実の缶詰、ジャム 

（三）単に指定商品の機能、用途を直接表示す

るもの 

（三）単に指定商品の機能、用途を直接表示す

るもの 

 

 

指定商品：車用タイヤ 

 

指定商品：漏電保護装置（「SAFETY」の意味は

「安全」） 

 

指定商品：漏電保護装置 

 

指定商品：气体清浄化装置 

 

指定商品：ガス浄化装置 

 

 

指定商品：薬剤（医薬用のもの） 

 

指定商品：非医用栄養液 

 

指定商品：食餌療法用飲料 

（四）単に指定商品の重量、数量を直接表示す

るもの 

（四）単に指定商品の重量、数量を直接表示す

るもの 

例： 例： 



 

指定商品：米 

 

指定商品：米 

 

指定商品：たばこ 

 

指定商品：米 

 

 
指定商品：宿泊施設の提供 

（五）単に指定商品のその他の特徴を直接表示

するもの 

（五）単に指定商品のその他の特徴を直接表示

するもの 

1．単に指定商品の特定の消費対象を直接表

示するもの 

1．単に指定商品又は役務の特定消費対象を

直接表示するもの 

例： 例： 

 

指定商品：非医用栄養液 

 

指定商品：食餌療法用食品・飲料・薬剤 

 

指定商品：医療・手術用手袋 

 

指定商品：医療・手術用手袋 

2．単に指定商品の価格を直接表示するもの 2．単に指定商品又は役務の価格を直接表示

するもの 

例： 例： 

 

指定商品：磁気テープ、光ディスク (音声、映

像)、眼鏡 

 



 

指定役務：販売（他人のための） 

 

指定役務：販売促進のための企画及び実行の

代理 

 

 

指定商品と役務：肥料、販売促進のための企画

及び実行の代理 

3．単に指定商品の内容を直接表示するもの 3．単に指定商品又は役務の内容を直接表示

するもの 

例： 例： 

 

指定商品：光ディスク、コンピューターソフトウェ

ア(制作済み) 

 

指定商品：光ディスク、コンピューターソフトウェ

ア（記憶されたもの） 

 

指定商品：コンピューターソフトウェア  

指定役務：レストランにおける飲     

食物の提供 

 

 

指定役務：車両の保守及び修理 

 ただし、その他の要素と組み合わせて、商標の

識別機能をもつものは除く。例： 



 

 

指定商品：飲食物の提供 

4．単に指定商品のスタイル、特色を直接表示

するもの 

4．単に指定商品のスタイル、特色を直接表示

するもの 

例： 例： 

 

指定商品：家具 

 

指定商品：家具 

 

指定商品：ビスケット 

 

指定商品：ビスケット 

5. 単に指定商品の利用方式、使い方を直接表

示するもの 

5. 単に指定商品の利用方式、使い方を直接表

示するもの 

例： 例： 

 
指定役務：教育、書籍出版 

 
指定役務：知識の教授、書籍の制作 

 

指定商品：即席めん 

 

指定商品：インスタントめん 

6．単に指定商品の生産工芸を直接表示するも

の 

6．単に指定商品の製法を直接表示するもの 

例： 例： 

 

指定商品：服装 

 

指定商品：被服 



 

指定商品：布 

 

指定商品：布地 

7．単に指定商品の生産地点、時間、年度を直

接表示するもの 

7．単に指定商品の製造場所、時間、年度など

の特徴を直接表示するもの 

例： 例： 

 

指定商品：たばこ 

（意味は「米国本土、特産」） 

 

（意味は「米国本土、特産」） 

指定商品：紙巻たばこ 

 

指定商品：酒 

 

指定商品：焼酎 

指定商品：アペリティフ（蒸留酒） 

 

 

指定商品：アペリティフ（食前酒） 

8．単に指定商品の形態を直接表示するもの 8．単に指定商品の形態を直接表示するもの 

例： 例： 

 
指定商品：珪酸塩、工業用接着剤（「固体の」） 

 
（訳語は「固体の」） 

指定商品：けい酸塩、工業用にかわ 

 

指定商品：アルコールを含まないジュース飲料

（「果晶」は固体飲料の一つの形） 

 

（「果晶」は固体飲料の一つの形） 

指定商品：果実飲料（アルコール分を含まない

もの） 

9．単に指定商品の有效期限、賞味期限又はサ

ービス時間を直接表示するもの 

9．単に指定商品の有效期限、賞味期限又は役

務時間を直接表示するもの 

例： 例： 



 
指定役務：無線ラジオ放送、ケーブルテレビ 

 
指定役務：ラジオ放送、有線テレビジョン放送 

 

指定役務：銀行 

 

指定役務：銀行業務 

10．単に商品の販売場所又は地域の範囲を直

接表示するもの 

10．単に役務の経営場所、商品の販売場所又

は地域の範囲を直接表示するもの 

例： 例： 

 

指定商品：レストラン 

 

指定役務：飲食物の提供 

 

指定商品：蒸留酒 

 

指定商品：白酒（蒸留酒） 

11．単に商品の技術的特徴を直接表示するも

の 

11．単に商品の技術的特徴を直接表示するも

の 

例： 例： 

 

指定商品：電話機 

 

指定商品：通話用器具 

 

指定商品：浴室装置 

 

指定商品：浴室用装置 



 

指定商品：防凍剤 

 

指定商品：鉄合金及び非鉄金属の合金 

共晶技術は冶金、熱処理工業に使われる。一

つの液相は一定の温度下で同時に２つ異なる

成分と結晶構造を結晶する。 

 

 
指定役務：メッセージの送信のための通信 

近場通訊：短距離無線通信技術 

（六）商標に商品の品質、主要原材料、機能、

用途、重量、数量及びその他の特徴が示されて

いるものであって、指定商品に当該特徴を備え

ている場合は、『商標法』第十一条第一項第

（二）号の規定を適用する。指定商品に当該特

徴を備えていないものであって、公衆に誤認さ

せる恐れがある場合、『商標法』第十条第一項

第（八）号の規定を適用する。この場合におい

て、上述の二つの条項を同時に適用して拒絶し

なければならない。 

 

例：  

 
指定商品：非医用栄養粉、調味料 

 

 

指定商品：ビスケット、調味料 

 

五、顕著な特徴に欠けるその他のもの 五、その他の顕著な特徴に欠けるもの 

顕著な特徴に欠けるその他の標識とは、『商標

法』第十一条第一項第（一）号、第（二）号に規

定するもの以外のものであって、社会の一般の

観念で、その自体又は商標として指定商品に使

用するときに商品の出所を表示する役割がない

その他の顕著な特徴に欠ける標識とは、「商標

法」第十一条第一項第（一）号、第（二）号に規

定されるもの以外のものであって、社会の一般

の観念により、その自体又は商標として指定商

品に使用するときに商品の出所を表示する役



標識をいう。 割がない標識をいう。主に以下のようなものを

含む。 

（一）簡単すぎる線、普通の幾何図形 （一）簡単すぎる線、普通の幾何図形 

例： 例： 

 

 

 

ただし、上述の線、幾何図形が文字やその他の

要素と組み合わせて全体とし 

て顕著な特徴を備えている場合は除く。例： 

 

 
指定商品：電気ストーブ 

 

 

指定商品：蒸留酒 

 

（二）複雑すぎる文字、図形、数字、アルファベッ

ト又はこれらの要素の組合せ 

（二）複雑すぎる文字、図形、数字、アルファベッ

ト又はこれらの要素の組合せ 

例： 例： 

 
指定商品：茶、茶飲料 

 
指定商品：茶、茶飲料 

 

指定商品：菓子 

 

指定商品：キャンデー 



（三）普通の形をする一つまたは二つのアルファ

ベット 

（三）普通の形をする一つ又は二つのアルファ

ベット 

例： 例： 

 

指定商品：服装 

 

指定商品：被服 

 
指定商品：腕時計、掛け時計、置き時計 

 
指定商品：腕時計、時計 

 

 

指定商品：コンクリート製建築材料 

ただし、普通の字体ではないもの、又はその他

の要素と組み合わせて全体として顕著な特徴を

備えているものは除く。 

ただし、普通の字体ではないもの、又はその他

の要素と組み合わせて全体として顕著な特徴を

備えているものは除く。 

例： 例： 

 

指定商品：アクセサリー 

 

指定商品：ジュエリー 

 

指定商品：ミシン用潤滑油 

 

指定商品：ミシン用油 

（四）数字を規格又は貨物番号として使用する

慣例のある商品に指定使用する普通の形のア

ラビア数字 

（四）普通の形のアラビア数字 

例： 例： 



 

指定商品：口紅 

 

指定商品：口紅 

 

指定商品：消毒剤 

 

指定商品：消毒剤 

 

 

指定商品：靴及び運動用特殊靴 

ただし、普通の形ではないもの、又はその他の

要素と組み合わせて全体として顕著な特徴を備

えているもの、又は数字を規格や貨物番号とし

て使わない商品に指定使用するものは除く。 

ただし、普通の形ではないもの、又はその他の

要素と組み合わせて全体として顕著な特徴を備

えているものは除く。例： 

 

指定商品：工業用脂 

 

指定商品：工業用脂 

 

指定商品：動物飼育設備 

 

指定商品：飲料水用タンク 

（五）指定商品の一般の包装、容器または装飾

図案 

（五）指定商品の一般に使用されている包装、

容器又は装飾図案 

例： 例： 



 

指定商品：たばこ 

 

（平面商標） 

指定商品：紙巻たばこ 

 

指定商品：酒 

 

（平面商標） 

指定商品：黄酒（醸造酒） 

 

指定商品：皿 

 

指定商品：食卓用皿 

ただし、その他の要素と組み合わせて全体とし

て顕著な特徴を備えているものは除く。例： 

ただし、その他の要素と組み合わせて全体とし

て顕著な特徴を備えているものは除く。例： 

 

指定商品：ミネラルウォーター 

 

指定商品：ミネラルウォーター 



 

指定商品：チョコレート 

 

指定商品：チョコレート 

（すべてのチョコレートに「Ritter sports」を刻印

されている） 

 

 

指定商品：ガラス製容器 

（六）単一の彩色 （六）単一の色彩 

例： 例： 

  

  

（七）商品又は役務の特徴を表明する独創のも

のではない連語または文 

（七）商品又は役務の特徴を表明する連語又は

文、一般の広告宣伝用語 

例： 例： 

 

指定商品：箱、かばん 

（利用者に対する誘導） 

 

指定商品：スーツケース、かばん 

（利用者に対する誘導） 



 

指定商品：飼料 

ただし、独創的で且つ一般に使用されていない

もの又はその他の要素と組み合わせて全体と

して顕著な特徴を備えているものは除く。例： 

 

指定商品：飼料 

（商品の効果を表示する） 

ただし、その他の要素と組み合わせて全体とし

て顕著な特徴を備えているものは除く。例： 

 

指定商品：錠剤 

 

 

指定商品：工業用接着剤 

 

 

指定役務：保険  

指定役務：保険の引受け 

 

指定役務：漢方薬製薬 

 

指定役務：調合済み漢方薬 

（商標における文字は「贴心还是千金」 

（親密といえば千金だ）である） 

  
指定商品：化粧品 



（八）当該業界または関連業界で通用する取引

場所の名称 

（八）当該業界又は関連業界でよく使われる取

引場所の名称、貿易用語又は標識 

例： 例： 

 

指定役務：服装 

 

指定商品：被服 

 

指定役務：販売（他人のための） 

 

指定役務：販売促進のための企画及び実行の

代理 

 

 

指定商品：コンピュータソフトウェア（記憶された

もの） 

 

 

指定商品：マニキュア道具 

ただし、その他の要素と組み合わせて全体とし

て顕著な特徴を備えているものは除く。例： 

ただし、その他の要素と組み合わせて全体とし

て顕著な特徴を備えているものは除く。例： 

 

指定役務：販売（他人のための） 

 

指定役務：販売促進のための企画及び実行の

代理 



 

指定商品：金属床板、金物器具 

 

指定商品：金属製床板、金属製金具 

 

 

指定役務：販売促進のための企画及び実行の

代理 

（九）当該業界又は関連業界で通用する営業用

語又は標識 

 

例：  

 

指定商品：コンピューターソフトウェア(制作済

み) 

 

 

指定商品：メイク道具ただし、その他の要素と組

み合わせて全体として顕著な特徴を備えている

ものは除く。例： 

 

 

指定役務：販売（他人のための） 

 

 

指定役務：美容院 

 

（十）企業の組織形態、当該業界の名称及び略

称 

（九）企業の組織形態、当該業界の名称又は略

称 

例： 例： 



 

指定商品：印刷出版物 

（「INC」の意味は「公司」） 

 

指定商品：出版物 

（「INC」の訳は「公司」） 

 

指定商品：印刷出版物 

 

指定商品：出版物 

 

指定商品：起重運送机械 

（当該業界で「重工」は重工業の略称である）た

だし、その他の要素と組み合わせて全体として

顕著な特徴を備えているものは除く。 

例： 

 

指定商品：起重運送机械 

（当該業界では「重工」が重工業の略称である） 

ただし、その他の要素と組み合わせて全体とし

て顕著な特徴を備えているものは除く。例： 

 

指定商品：音声設備 

 

指定商品：音声設備（「INC」の訳は「公司」） 

 

指定商品：掘削機 

 

指定商品：掘削機 

 （十）単に電話番号、住所、番地からなるもの 

 例： 

 

 

出願人：アモイ航空有限公司 

 （十一）よく使われる祝福・賛美の言葉からなる



もの 

 例： 

 

 

六、顕著な特徴がない標識を含む商標の審査 六、顕著な特徴がない標識を含む商標の審査 

この条の「顕著な特徴がない標識」とは、商標

の指定商品の普通の名称、図形、規格、及び

指定商品の品質、原材料、機能、用途、重量、

数量その他の特徴を直接表示する標識をいう。 

 

（一）顕著な特徴がない標識とその他の要素に

より構成される商標は、その中の顕著な特徴が

ない標識がその指定商品の特徴と一致し、又

は商業的慣例と消費習慣により関連公衆に誤

認させることがないものでなければならない。 

（一）商標が顕著な特徴がない標識とその他の

要素により構成される場合、その中の顕著な特

徴がない標識がその指定商品又は役務の特徴

と一致し、かつ商業的慣例と消費習慣により関

連公衆に誤認させることがないとき、関連する

使用禁止条項が適用されず、顕著な部分だけ

について類似検索を行なえばよい。 

例： 例： 

 

指定商品：ナノメートル炭酸カルシウム 

 

 

指定商品：服装、靴 

 

指定商品：被服、靴 

 

指定商品：食器戸棚、オフィス家具 

 

指定商品：食器戸棚、事務用家具 

 

指定商品：運動器具 

 

指定商品：運動用機械器具 

顕著な特徴の部分がない標識を含む商標につ  



いて、出願人は「商品・役務分類表」に基づいて

指定商品を限定することにより、商標における

顕著な特徴でない標識の示す内容が指定商品

の特徴と一致するようにさせることができる。 

例：  

 

指定商品：ジュース(オレンジジュース飲料) 

 

 

指定商品：ナノメートル服装 

 

 

指定商品： マホガニー家具 

 

（二）顕著な特徴がない標識とその他の要素に

より構成される商標について、指定商品に使用

することにより関連公衆に商品の特徴に対して

誤認させる恐れがあるとき、出願人が専用権の

放棄を宣言したとしても、『商標法』第十条第一

項第（八）号の規定を適用して拒絶しなければ

ならない。 

 

1．関連公衆に商品の種類について誤認させる

恐れがあるもの。例： 

 

 

指定商品：茶、糖、チョコレート、ケーキ 

 



 

指定商品：飼料 

 

2．関連公衆に商品の規格について誤認させる

恐れがあるもの。 

 

例：  

 

指定商品：粘着剤 

 

3．関連公衆に商品の品質について誤認させる

恐れがあるもの。 

 

例：  

 

指定商品：仿金制品、ネックレス、指輪 

 

 

指定商品：新鮮野菜 

 

4．関連公衆に商品の原材料について誤認させ

る恐れがあるもの。 

 

例：  

 

指定商品：ジュース(飲料) 

 



 

指定商品：トイレット・ペーパー 

 

5．関連公衆に商品の機能、用途について誤認

させる恐れがあるもの。 

 

例：  

 

指定商品：人用薬 

 

 

指定商品：人用薬 

 

6．関連公衆に商品の重量、数量について誤認

させる恐れがあるもの。 

 

例：  

 

指定商品：ミネラル・ウォーター 

 

 

指定商品：たばこ 

 

7．関連公衆に商品の味について誤認させる恐

れがあるもの。 

 

例：  

 
指定商品：ビール、ミネラルウォーター、ソーダ

水（商標の文字の意味は「果物の味」） 

 

 

指定商品：ビスケット 

 



8．関連公衆に商品の価格について誤認させる

恐れがあるもの。 

 

例：  

 

指定商品：磁気テープ、光ディスク (音声・映

像)、眼鏡 

 

 

指定商品：飴、パン（この商標における

「SALES;LOW PRICES EVERY DAY」は「特売、

毎日がお買 

得」と翻訳できる） 

 

9．関連公衆に商品の生産日付について誤認さ

せる恐れがあるもの。 

 

例：  

 

指定商品：蒸留酒 

ただし、商業的慣例と消費の習慣により、関連

公衆に商品の生産日付を誤認 

させる恐れのないものは除く。例： 

 

 

指定商品：服装、靴 

（文字の上方は「ESTABLISHED 1874」で、意味

は「1874 年設立」） 

 



 

指定商品：織機 

 

10．関連公衆に商品の技術的特徴について誤

認させる恐れがあるもの。 

 

例：  

 

指定商品：服装 

 

 

指定商品：冷却液 

 

（三）顕著な特徴がない標識とその他の要素に

より構成される商標について、関連公衆が当該

その他の要素又は商標全体によって商品の出

所を識別するのが困難であるとき、顕著な特徴

に欠けるものと判定し、『商標法』第十一条第一

項第(三)号の規定を適用して拒絶する。 

（二）商標が顕著な特徴がない標識とその他の

要素により構成されるが、関連公衆がその他の

要素又は商標全体を通じて商品又は役務の出

所を識別しがたい場合、やはり顕著な特徴がな

いと見なされる。 

例： 例： 

 

指定商品：工業用接着剤 

 

指定商品：工業用接着剤 

 

指定商品：服装 

 

指定商品：被服 



 

（SHOE:靴） 

指定商品：靴 

 

 

（Reliable:頼もしい） 

指定商品：金属箱 

 

（訳：頼もしい） 

指定商品：金属製貯蔵容器 

 

（PURITY:清浄） 

指定商品：ミネラル・ウォーター 

 

 

指定役務：レストラン 

ただし、当該その他の要素又は商標全体が商

品の出所を識別する役割を果た 

せるものは除く。例： 

 

指定役務：宿泊施設の提供 

ただし、当該その他の要素又は商標全体が商

品又は役務の出所を識別する役割を果たせる

ものは除く。例： 

 

指定商品：502接着剤 

 

指定商品：工業用接着剤 



 

指定商品：ナノ服装 

 

指定商品：ナノ被服 

 

（SHOE:靴）  

指定商品：靴 

 

（SHOE:靴） 

指定商品：靴 

 

（Reliable:頼もしい） 

指定商品：金属箱 

 

（Reliable:頼もしい） 

指定商品：金属製収納箱 

 

（PURITY:清浄） 

指定商品：ミネラル・ウォーター 

 

（PURITY:清浄） 

指定商品：ミネラルウォーター 

 
指定役務：レストラン 

 
指定役務：宿泊施設の提供 

七、使用により顕著な特徴を備えているように

なった商標の審査 

七、使用により顕著な特徴を備えるようになった

商標の審査 

自体に顕著な特徴に欠けている標識が、使用

により商標の顕著な特徴を備え、商品の出所を

識別する役割を果たすようになったものは、商

顕著な特徴を備えない標識が、使用により商標

の顕著な特徴を備え、商品の出所を識別する

役割を果たせるようになったものは、商標として



標として登録を受けることができる。例： 登録を受けることができる。 

 

指定商品：練り歯磨き 

 

指定商品：歯磨き 

 

指定商品：温水器 

 

指定商品：ヨーグルト 

 

 

指定商品：靴クリーム 

使用により顕著な特徴を備えているようになっ

た商標の審査に当たっては、関連公衆による当

該商標への認知、出願人による当該商標の実

際の使用、及び当該商標が使用により顕著な

特徴を備えているようになることに係るその他

の要素を考えなければならない。 

使用により顕著な特徴を備えるようになった商

標の審査に当たっては、関連公衆による当該

商標への認知状況、出願人による当該商標の

実際の使用状況、および当該商標が使用によ

り顕著な特徴を備えるようになったその他の要

素を考えなければならない。 

第三部分 商標の同一、類似の審査 第三部分 商標の同一、類似の審査 

一、法的根拠 一、法的根拠 

第二十八条 登録出願にかかる商標が、この法

律の関係規定を満たさない、又は他人の同一

の商品又は類似の商品について既に登録され

又は初歩審定を受けた商標と同一又は類似す

るときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。 

「商標法」第三十条 登録出願にかかる商標

が、この法律の関係規定を満たさない、又は他

人の同一の商品又は類似の商品について既に

登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又

は類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告

しない。 

第二十九条 ２人又は２人以上の商標登録出願

人が、同一の商品又は類似の商品について、

同一又は類似の商標登録出願をしたときは、先

に出願された商標について初歩審定をし公告

「商標法」第三十一条 2人又は 2人以上の商標

登録出願人が、同一の商品又は類似の商品に

ついて、同一又は類似の商標登録出願をしたと

きは、先に出願された商標について初歩審定、



する。同日の出願については、先に使用された

商標について初歩審定をし公告し、他方の出願

は拒絶する。 

公告する。同日の出願については、先に使用さ

れた商標について初歩審定、公告し、他方の出

願は拒絶し公告しない。 

二、関係解釈 二、関連解釈 

商標の同一とは二つの商標に視覚的な差異が

ほぼなく、同一又は類似の商品又は役務に使

用するとき関連公衆に商品又は役務の出所を

誤認させる恐れがあることを言う。 

商標の同一とは、二つの商標に視覚的な差異

がほとんどなく、同一又は類似の商品又は役務

に使用した場合、関連公衆に商品又は役務の

出所を混同させるおそれがあることをいう。 

商標の類似とは、商標の文字の形、称呼、意味

が類似し、商標の図形の構造、色彩、外観が類

似し、又は文字と図形の組み合わせの全体の

構造方式・外観が類似し、立体商標における立

体標識の形状・外観が類似し、色彩商標の色

彩又は色彩の組み合わせが類似し、同一又は

類似の商品又は役務に使用するとき関連公衆

に商品又は役務の出所を誤認させる恐れがあ

ることをいう。 

商標の類似とは、商標の文字の形、読み方、意

味が類似し、商標の図形の構造、色彩、外観が

類似し、又は文字と図形の組み合わせの全体

の構造方式・外観が類似し、立体商標における

立体標識の形状・外観が類似し、色彩商標の

色彩又は色彩の組み合わせが類似し、音声商

標の聴覚感知又は全体的な音楽イメージが類

似し、同一又は類似の商品又は役務に使用す

るとき、関連公衆に商品又は役務の出所を混

同させるおそれがあることをいう。 

「同一の商品又は役務」には名称が同一の商

品又は役務、及び同一の物事又は内容を指す

違う名称の商品又は役務が含まれる。 

「同一の商品又は役務」には名称が同一の商

品又は役務、および同一の物事又は内容を指

す違う名称の商品又は役務が含まれる。 

類似の商品とは、機能、用途、生産部門、販売

手段、消費対象などにおいて同一又はほぼ同

一である商品をいう。 

類似の商品とは、機能、用途、生産部門、販売

手段、消費対象などにおいて同一又はほぼ同

一である商品をいう。 

類似の役務とは、役務の目的、内容、方式、対

象などにおいて同一又はほぼ同一である役務

をいう。 

類似の役務とは、役務の目的、内容、方式、対

象などにおいて同一又はほぼ同一である役務

をいう。 

同一又は類似の商品又は役務の認定に当たっ

ては、「商標登録用商品と役務 

の国際分類表」と「類似商品と役務の区分表」

に照らして行う。 

同一又は類似の商品又は役務の認定に当たっ

ては、「商標登録用商品と役務の国際分類表」

と「類似商品と役務の区分表」に照らして行う。 

商標の同一又は類似を認定するときは、まず指

定商品又は役務が同一又は類似の商品又は

役務に該当するかどうかを判断し、それに商標

自体の形、称呼、意味及び全体表現などについ

て関連公衆の一般注意力を基準とし、全体の

商標の同一又は類似を認定するときは、まず指

定商品又は役務が同一又は類似の商品又は

役務に該当するかどうかを判断し、そして商標

自体の形、読み方、意味および全体表現などに

ついて、関連公衆の一般注意力を基準とし、全



観察と主要部分の対比といった方法を通じて、

商標の標識自体が同一又は類似であるかどう

かの判定を行わなければならない。 

体の観察と主要部分の対比という方法を通じ

て、商標の標識自体が同一又は類似であるか

どうかの判定を行うとともに、商標自体の顕著

性、先行商標の知名度、および同一又は類似

する商品（役務）に使用した場合関連公衆に商

品（役務）の出所を混同、誤認させる可能性な

どを考慮しなければならない。 

三、商標同一の審査 三、商標同一の審査 

（一）文字商標の同一 （一）文字商標の同一 

文字商標の同一とは、商標に使用する言語が

同じであって、かつ文字の内容と配列の順序が

完全同一で、関連公衆に商品又は役務の出所

を誤認させる恐れがあることをいう。字体、表音

文字の大文字・小文字、又は文字の配列に横と

縦の違いがあることで二つの商標に微かな差

異があるときも、同一の商標と判定される。 

文字商標の同一とは、商標に使用する言語が

同じであって、かつ文字の構成と配列の順序が

完全同一で、関連公衆に商品又は役務の出所

を混同、誤認させるおそれがあることをいう。字

体、アルファベットの大文字・小文字、又は文字

の配列に横と縦の違いがあることで二つの商標

に微かな差異があるときも、同一の商標と判定

される。 

  

  

  

  

  

  



（二）図形商標の同一 （二）図形商標の同一 

  

  

 

 

 

 

（三）組合せ商標の同一 （三）組合せ商標の同一 

組合せ商標の同一とは、商標の文字の内容、

図形の外観及びその組合せが同一で、商標が

称呼と全体の視覚的効果において差異がほぼ

ないものであって、関連公衆に商品又は役務の

出所を誤認させる恐れがあることをいう。 

例： 

組合せ商標の同一とは、商標の文字の構成、

図形の外観およびその配列・組合せの方式が

同一であることで、商標が称呼と全体の視覚的

効果において差異がほぼないものであって、関

連公衆に商品又は役務の出所を混同させるお

それがあることをいう。例： 

  

  



 

 

 

 

四、商標類似の審査 四、商標類似の審査 

（一）文字商標の審査 （一）文字商標の審査 

1．中国語の商標であって同じ漢字で構成され、

字体若しくはデザイン、注音、配列の順序が違

うだけで、関連公衆に商品又は役務の出所を

誤認させる恐れがあるものは、類似の商標と判

定される。 

1．中国語の商標であって同じ漢字で構成され、

字体若しくはデザイン、注音、配列の順序だけ

が違い、関連公衆に商品又は役務の出所を混

同させやすいものは、類似商標と判定される。 

例： 例： 

  

  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

2．商標が同じの外国語、字母または数字で構

成されるものであって、字体又はデザインが違

うだけで、関連公衆に商品又は役務の出所を

誤認させる恐れがあるものは、類似の商標と判

定される。 

7．商標が同じ外国語、アルファベット、又は数

字からなり、字体又はデザインだけが異なり、

関連公衆に商品又は役務の出所を混同させる

おそれがあるものは、類似商標と判定される。 

例： 例： 

 

（意味は「彼」） 

 

 

（意味は「彼」） 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ただし、次の各号の一に該当するものは除く。 ただし、次のいずれかの状況に該当する場合、

類似商標と判定されない。 

（1）商標は普通の字体ではない一つ又は二つ

の外国語の字母により構成されるものであっ

て、意味を持たないほか字形も明らかに違うこ

とにより、商標全体の区別が目立つもので、関

連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐

れのないもの。例： 

（1）商標が一つ又は二つの通常の字体でない

外国語のアルファベットからなり、意味がなくか

つ字体が明らかに異なることで、商標全体の区

別が明らかとなり、関連公衆に商品又は役務の

出所を混同させるおそれがないもの。例： 

  

  

  



  

 

 

 

 

（2）商標は三つ又は三つ以上の外国語の字母

により構成されるものであって、順序が不同で、

称呼又は字形が明らかに違い、意味を持たな

い又は意味が違うことにより、商標全体の区別

が目立つもので、関連公衆に商品又は役務の

出所を誤認させる恐れのないもの。例： 

（2）商標が三つ又は三つ以上の外国語のアル

ファベットからなり、順序が異なり、読み方と字

体が明らかに異なり、意味がない又は意味が

異なることで、商標全体の区別が明らかであ

り、関連公衆に商品又は役務の出所を混同さ

せるおそれがないもの。例： 

  

  

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 



 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（「辻馬車」と訳す） 

 

（訳は「賃貸馬車」） 

 

 

 

 

3．商標は二つの外国語の単語により構成され

るものであって、単語の順序が違うだけで、意

味には明らかな差異がなく、関連消費者に商品

又は役務の出所を誤認させる恐れがあるもの

は、類似商標と判定される。 

9．商標が二つの外国語の単語からなり、単語

の順序だけが異なり、意味上明らかな差異がな

く、関連公衆に商品又は役務の出所を混同させ

るおそれがあるものは、類似商標と判定され

る。 

例： 例： 

  

 

（HAWK:鷹、WOLF:狼） 

 

 HAWKの訳は「鷹」。WOLFの訳は「狼」） 

  



 

（Win:勝つ、Teck:技術学院） 

 

（Winの訳は「勝利」。Techの訳は「技術学院」） 

4．中国語の商標であって、三つ又は三つ以上

の漢字により構成され、個別の漢字だけが不同

で、全体では意味を持たない又は意味に明らか

な差異がなく、関連公衆に商品又は役務の出

所を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と

判定される。 

3．中国語の商標であって三つ又は三つ以上の

漢字からなり、単に個別の漢字が異なり、全体

としては意味がなく又は意味的に明らかな区別

がなく、関連公衆に商品又は役務の出所を混

同させるおそれがあるものは、類似商標と判定

される。 

例： 例： 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ただし、頭文字の称呼又は字形が明らかに違

い、又は全体としての意味が違うことにより、商

標全体の区別が明らかなもので、関連公衆に

商品又は役務の出所を誤認させる恐れがない

ただし、商標の頭文字の読み方又は字体が明

らかに異なり、又は全体的な意味が異なること

で、商標全体としての区別が明らかとなり、関

連公衆に商品又は役務の出所を混同させるお



ものは除く。 それがあるものは、類似商標と判定されない。

例： 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

5．外国語の商標であって、四つ又は四つ以上

の字母により構成され、個別の字母だけが不同

8．外国語の商標であって、四つ又は四つ以上

のアルファベットからなり、個別のアルファベット



で、全体では意味を持たない又は意味に明らか

な差異がなく、関連公衆に商品又は役務の出

所を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と

判定される。 

だけが異なり、全体としては意味がない又は意

味上明らかな差異がなく、関連公衆に商品又は

役務の出所を混同させるおそれがあるものは、

類似商標と判定される。 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

 

（意味がない） 

 

 

（意味がない） 



 

 

（意味がない） 

 

 

（意味がない） 

 

 

（意味がない） 

 

 

ただし、頭文字の称呼又は字形が明らかに違

い、又は全体としての意味が違うことにより、商

標全体の区別が明らかなもので、関連公衆に

商品又は役務の出所を誤認させる恐れがない

ものは除く。     

例： 

以下の商標の頭文字の発音と字体が明らかに

異なり、又は全体としての意味が異ななること

で、商標全体の区別が明らかであり、関連公衆

に商品又は役務の出所を混同させるおそれが

ないものは、類似商標と判定されない。例： 

 

（「希望」） 

 

（「願望」と訳す） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 

 

（意味を持たない） 

 

（意味がない） 



 

（「馬」） 

 

（「馬」と訳す） 

 

（「馬」） 

 

（「家」と訳す） 

 

 

（「考える」と訳す） 

 

 

（｢感謝｣と訳す） 

 

 

（意味がない） 

 

 

（意味がない） 

6．商標の文字の字形が類似し、関連公衆に商

品又は役務の出所を誤認させる恐れがあるも

のは、類似商標と判定される。 

5．商標の文字構成、読み方が異なるが、商標

の字体が類似しており、関連公衆に商品又は

役務の出所を混同させるおそれがあるものは、

類似商標と判定される。 

  

  

  



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

7．商標における文字の称呼が同一又は類似で

あって、かつ字形又は外観全体が類似し、関連

公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れ

があるものは、類似商標と判定される。 

4．商標文字の読み方が同一又は類似するほ

か、字体又は全体の外観が類似しており、関連

公衆に商品又は役務の出所を混同させるおそ

れがあるものは、類似商標と判定される。 

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

 

 

（特別標識） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ただし、意味、字形又は外観全体が明らかに違

い、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認さ

せる恐れがないものは除く。例： 

以下のような商標の意味、字体、又は全体の外

観の区別が明らかで、関連公衆に商品又は役

務の出所を混同させるおそれがないものは、類

似商標と判定されない。例： 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

  

  

8．商標における文字の意味が同一又は類似

し、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認さ

せる恐れがあるものは、類似商標と判定され

る。 

6．商標の文字構成、読み方が異なるが、意味

が同一又は類似しており、関連消費者に商品

又は役務の出所を混同させるおそれがあるも

のは、類似商標と判定される。 

  

  

 

 

 

 

  

  



 

（「「王冠」」） 

 

（「皇冠」と訳す） 

  

  

 

（フランス語、「赤と黑」） 

 

（フランス語の訳は「紅与黒」） 

  

  

 

（「123」） 

 

（訳は「123」） 

  

  

  



  

  

9．商標は字や単語の重複により構成されるも

のであって、関連公衆に商品又は役務の出所

を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と判

定される。 

2．商標の文字が字、単語の重複により構成さ

れ、関連公衆に商品又は役務の出所を混同さ

せるおそれがあるものは、類似商標と判定され

る。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

10. 外国語の商標であって単数・複数、動詞・

名詞、略語、冠詞の添加、比較級若しくは最高

級、語の性質などに関して語形が変化しただけ

で、その意味は基本的に同一で、関連公衆に

商品又は役務の出所を誤認させる恐れがある

ものは、類似商標と判定される。 

10．外国語の商標であって、単数・複数、動詞・

名詞、略語、冠詞の添加、比較級若しくは最高

級、品詞などに関して語形が変化しただけで、

その意味は基本的に同一で、関連公衆に商品

又は役務の出所を混同させるおそれがあるも

のは、類似商標と判定される。 

例： 例： 

 
（単数） 

 
（単数） 

 

（複数） 

 

（複数） 

 

（動詞の基本形） 

 

（動詞の基本形） 

 

（動名詞） 

 

（動名詞） 



 
（完全の形式） 

 
（完全の形式） 

 

（略語） 

 

（略語） 

 

（名詞の基本形） 

 

（名詞の基本形） 

 

（名詞＋冠詞） 

 

（名詞＋冠詞） 

 

（形容詞の原級） 

 

（形容詞の原級） 

 

（形容詞の比較級） 

 

（形容詞の比較級） 

 

（形容詞） 

 

（形容詞） 

 

（名詞） 

 

（名詞） 

 

（動詞） 

 

（動詞） 

 

（名詞） 

 

（名詞） 



 

 

（動詞） 

 

 

（名詞） 

 

11．商標は他人の先行商標に当該商品の普通

名称、規格を加えたものであって、関連公衆に

商品又は役務の出所を誤認させる恐れがある

ものは、類似商標と判定される。 

11．商標は単に他人の先行商標に当該商品の

普通名称、規格を加えたものであって、関連公

衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれ

があるものは、類似商標と判定される。 

例： 例： 

 

（指定商品：加工肉） 

 

（指定商品：加工済みの食肉） 

 

（指定商品：肉） 

 

（指定商品：食肉） 

 

（指定商品：作業服） 

 

（指定商品：スモック） 

 

（指定商品：シャツ） 

 

（指定商品：ワイシャツ類及びシャツ） 

 

 

（指定役務：銀行業務） 

 

 

（指定役務：銀行） 



 

 

 

 

12．商標は他人の先行商標に商品の生産、販

売又は使用場所を示す文字を加えたものであ

って、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認

させる恐れがあるものは、類似商標と判定され

る。 

13．商標は単に他人の先行商標に商品の生

産、販売又は使用場所を示す文字を加えたも

のであって、関連公衆に商品又は役務の出所

を混同させるおそれがあるものは、類似商標と

判定される。 

例： 例： 

 

（指定役務：美容院） 

 

（指定役務：美容） 

 

（指定役務：美容院） 

 

（指定役務：美容） 

 

（指定商品：家具） 

 

（指定商品：家具） 

 
（指定商品：家具） 

 
（指定商品：家具） 



 

（指定商品：服装） 

 

（指定商品：被服） 

 

（指定商品：服装） 

 

（指定商品：被服） 

 

（指定商品：食用蜂膠） 

 

（指定商品：食用プロポリス） 

 

（指定商品：非医用栄養液） 

 

（指定商品：蜂蜜） 

 

（指定商品：陶制器皿） 

 

（指定商品：陶器） 

 

（指定商品：陶器） 

 

（指定商品：陶磁器） 

 

（指定役務：レストラン） 

 

（指定役務：飲食物の提供） 



 

（指定：レストラン） 

 

（指定役務：飲食物の提供） 

 

 

（指定商品：薬剤（人用のもの）） 

 

 

（指定商品：医療用薬草茶） 

 

 

（指定役務：飲食物の提供） 

 

 

（指定役務：飲食物の提供） 

 

 

（指定役務：飲食物の提供） 



 

 

（指定役務：飲食物の提供） 

12．商標は他人の先行商標に商品の品質、主

要原材料、機能、用途、重量、数量その他の特

徴を直接表示する文字を加えたものであって、

関連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる

恐れがあるものは、類似商標と判定される。 

12．商標は単に他人の先行商標に商品の品

質、主要原料、機能、用途、重量、数量および

その他の特徴を直接表示する文字を加えたも

のであって、関連公衆に商品又は役務の出所

を混同させるおそれがあるものは、類似商標と

判定される。 

例： 例： 

 

（指定商品：植物成長調節剤） 

 

（指定商品：植物生長調製剤） 

 

（指定商品：有害動物消滅剤） 

 

（指定商品：有害動物駆除剤） 

 

（指定商品：ヨーグルト） 

 

（指定商品：ヨーグルト）、 

 

（指定商品：冷凍ヨーグルト） 

 

（指定商品：ヨーグルト） 

 

（指定商品：豆制品） 

 



 

（指定商品：食物蛋白） 

 

 

（指定商品：アルコール類飲料） 

 

（指定商品：アルコール飲料） 

 

（指定商品：酒） 

 

（指定商品：焼酎（蒸留酒）） 

 

（指定商品：ミネラルウォーター） 

 

（指定商品：ミネラルウォーター） 

 

（指定商品：ミネラルウォーター） 

 

（指定商品：ミネラルウォーター） 

 

（指定商品：テレビ電話） 

 

（指定商品：テレビ電話） 

 

（指定商品：テレビ電話） 

 

（指定商品：テレビ電話） 

 

（指定商品：ディスクプレーヤー） 

 

（指定商品：ディスクプレーヤー） 

 

（指定商品：ディスクプレーヤー） 

 

（指定商品：ディスクプレーヤー） 



 

（指定商品：運動靴） 

 

（指定商品：運動靴及び運動用特殊靴） 

 

（指定商品：靴） 

 

（指定商品：靴及び運動用特殊靴） 

 

 

（指定商品：化粧品） 

 

 

（指定商品：化粧品） 

 

 

（指定役務：専門学校における知識の教授） 

 

 

（指定役務：専門学校における知識の教授） 

14．商標は他人の先行商標に修飾するための

形容詞又は副詞その他の商標における顕著性

14．商標が単に他人の先行商標に修飾するた

めの形容詞又は副詞およびその他の商標にお



の少ない文字を加えたものであって、意味は基

本的に同じで、関連公衆に商品又は役務の出

所を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と

判定される。 

ける顕著性が比較的に弱い文字を加えたもの

であって、意味は基本的に同じで、関連公衆に

商品又は役務の出所を混同させやすいもの

は、類似商標と判定される。 

例： 例： 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（指定商品：被服） 

 

 

（指定商品：被服） 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定商品：服装） 

 

 

（指定商品：服装） 

 

 

（「ダチョウ」） 

 

（訳は「ダチョウ」） 

 

（「金ダチョウ」） 

 

（訳は「金ダチョウ」） 

 

（「竜」） 

 

（訳は「竜」） 



 

（「大竜」） 

 

（訳は「大竜」） 

 

（「ベンチ」） 

 

 
（「赤いベンチ」） 

 

 

 

 

 

 

 

（訳は「国王」） 

 

 

（訳は「新国王」） 

ただし、意味又は全体としての違いが明らか ただし、意味又は全体的としての差異が明らか



で、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認さ

せる恐れがないものは除く。 

例： 

で、関連公衆に商品又は役務の出所を混同、

誤認させるおそれがないものは、類似商標と判

定されない。例： 

  

  

  

  

  

  

  

  

15．二つの商標又はその中の一つの商標は相

対的に独立する二つ又は二つ以上の部分によ

り構成されるものであって、その中の顕著な部

分が類似し、関連公衆に商品又は役務の出所

を誤認させる恐れがあるものは、類似商標と判

定される。 

15．二つの商標又はその中の一つの商標は相

対的に独立する二つ又は二つ以上の部分によ

り構成されるものであって、その中の顕著な部

分が類似し、関連公衆に商品又は役務の出所

を混同させるおそれがあるものは、類似商標と

判定される。 

例： 例： 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

ただし、意味全体としての違いが明らかで、関

連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐

れがないものは除く。例： 

ただし、商標全体としての意味の違いが明らか

で、関連公衆に商品又は役務の出所を混同さ

せるおそれがないものは、類似商標と判定され

ない。例： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

16. 商標は他人が持っている一定の知名度又

は強い顕著性のある先行文字商標を完全に含

むものであって、関連公衆に商品又は役務の

出所を誤認させる恐れがあるものは、類似商標

と判定される。 

16. 商標が他人が持っている一定の知名度又

は強い顕著性のある先行文字商標を完全に含

むものであって、関連公衆に商品又は役務の

出所を混同させるおそれがあるものは、類似商

標と判定される。 

例： 例： 

 

(指定役務：レストラン) 

 

(指定役務：飲食物の提供) 

 

（指定役務：レストラン） 

 

(指定役務：飲食物の提供) 

 

（指定商品：服装） 

 

（指定商品：被服） 

 

（指定商品：服装） 

 

（指定商品：被服） 

 

（指定商品：化粧品） 

 

（指定商品：化粧品） 

 

（指定商品：化粧品） 

 

（指定商品：化粧品） 



 

（指定商品：油性塗料と漆） 

 

（指定商品：ペイント） 

 

（指定商品：漆） 

 

（指定商品：ラッカー） 

 

（指定商品：ぶどう酒） 

 

（指定商品：ぶどう酒） 

 

（指定商品：ぶどう酒） 

 

（指定商品：ぶどう酒） 

 

 

（指定商品：腕時計） 

 

 

（指定商品：腕時計） 

 

 

（指定商品：アイスクリーム） 

 

 

（指定商品：アイスクリーム） 



 

 

（指定商品：潤滑油） 

 

 

（指定商品：潤滑油） 

 17. 漢字とそれに対応するピンインが含まれる

商標と、単独で同一のピンインが含まれる商標

において、関連公衆に商品又は役務の出所を

混同させるおそれがあるものは、類似商標と判

定される。 

 

 

 

 

 

 



 

 

（二）図形商標の審査 （二）図形商標の審査 

1.商標の図形の構図と外観全体が類似し、関連

公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れ

があるものは、類似商標と判定される。 

1.商標の図形の構図と全体の外観が類似し、

関連公衆に商品又は役務の出所を混同させる

おそれがあるものは、類似商標と判定される。 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 商標は一定の知名度又は強い顕著性を持

つ他人の先行図形商標を含むものであって、関

連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐

れがあるものは、類似商標と判定される。 

2. 商標が一定の知名度又は強い顕著性を持

つ他人の先行図形商標を完全に含むものであ

って、関連公衆にそれらがシリーズ商標である

と認識させ、商品又は役務の出所を混同させる

おそれがあるものは、類似商標と判定される。 

 

（指定商品：服装） 

 

（指定商品：被服） 

 

（指定商品：服装） 

 

（指定商品：被服） 

  



  

（三）組合せ商標の審査 （三）組合せ商標の審査 

1．商標における漢字の部分が同一または類似

し、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認さ

せる恐れがあるものは、類似商標と判定され

る。 

1．商標における漢字の部分が同一又は類似

し、関連公衆に商品又は役務の出所を混同さ

せるおそれがあるものは、類似商標と判定され

る。 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

（指定商品：医療器械と計器） 

 

（指定商品：医療用機械器具） 

 

（指定商品：医用診断設備） 

 

（指定商品：診断用機械器具） 

2．商標における外国語、字母、数字の部分が

同一または類似し、関連公衆に商品又は役務

2．商標における外国語、アルファベット、数字

の部分が同一又は類似し、関連公衆に商品又



の出所を誤認させる恐れがあるものは、類似商

標と判定される。 

は役務の出所を混同させるおそれがあるもの

は、類似商標と判定される。 

例： 例： 

  

  

  

  

 

 

 

 



  

  

  

  

 
 

  

  

 

「FISHER」：「漁夫」、 

「SCIENTIFIC」：「科学的」 

 

FISHER の訳は漁夫、SCIENTIFIC の訳は科学

的 

  



 

「HERITAGE」：「遺産」、 

「CASHMERE」：「カシミヤ」 

 

HERITAGE の訳は遺産、CASHMERE の訳はカ

シミヤ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ただし、全体の称呼、意味又は外観が明らかに

違い、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認

させる恐れがないものは除く。例： 

ただし、商標全体の称呼、意味又は外観が明ら

かに異なり、関連公衆に商品又は役務の出所

を混同させるおそれがないものは、類似商標と

判定されない。例： 

  

  

  

  

 

 



 

 

3．商標における違う種類の文字の主要な意味

が同一又はほぼ同一で、関連公衆に商品又は

役務の出所を誤認させる恐れがあるものは、類

似商標と判定される。 

3．商標における中国語とその他の異なる言葉

の文字の主要な意味が同一又はほぼ同一で、

関連公衆に商品又は役務の出所を混同させる

おそれがあるものは、類似商標と判定される。 

  

 

（「繁栄」） 

 

（訳は「繁栄」） 

 

（HOPE：「希望」） 

 

（HOPEの訳は「希望」） 

  

  

 

（中国語では「老板」） 

 

（中国語訳は「老板」） 



 

（中国語では「企鵞紳士」） 

 

（中国語訳は「企鵝紳士」） 

  

  

  

  

 

 

 

 

（中国語訳は「鸚鵡」） 

ただし、全体の構造、称呼又は外観が明らかに

違い、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認

させる恐れがないものは除く。 

ただし、商標全体の構造、称呼又は外観が明ら

かに異なり、関連公衆に商品又は役務の出所

を混同させるおそれがないものは、類似商標と

判定されない。 

例： 例： 



 

（WELL & WELL：中国語では「好和好」 

 

（WELL & WELLの中国語訳は「好＆好」） 

  

 

（HAPPYTREE は「快楽木、楽しい木、幸福木」

などに翻訳できる） 

 

（HAPPYTREE の中国語訳は快楽樹、開心樹、

幸福樹など） 

  

 

（miss me：「私が恋しい」） 

 

（miss meの訳は思念我（私が恋しい）） 

  



 

（UNIQUE：中国語では「唯一的、独特的」で、

「不二（無二）」とはある対応の関係にある） 

 

（UNIQUEの中国語訳は唯一的、独特的で、「不

二」とは有る程度の対応関係にある） 

  

4．商標における図形の部分が類似し、関連公

衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れが

あるものは、類似商標と判定される。 

4．商標における図形の部分が類似し、関連公

衆に商品又は役務の出所を混同させるおそれ

があるものは、類似商標と判定される。 

  

  

  

  

 

 



 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

ただし、図形が当該商品によく使われる図案で

あり、又は主に装飾、背景の役割を果たし商標

において顕著性が弱く、商標全体の意味、称呼

又は外観が明らかに違い、関連公衆に商品又

は役務の出所を誤認させる恐れがないものは

除く。例： 

ただし、以下の商標は、図形が当該商品によく

使われる図案であり、又は主に装飾、背景の役

割を果たすため商標において顕著性が比較的

弱く、商標全体の意味、称呼又は外観の区別

が明らかであることで、関連公衆に商品又は役

務の出所を混同させるおそれがないため、類似

商標と判定されない。例： 

  

  



  

  

  

  

 

 

 

 

5．商標における文字、図形が違うものである

が、配列・組み合わせの方法又は全体として表

現した物事がほぼ同じなものであるため、商標

全体の外観又は意味が類似し、関連公衆に商

品又は役務の出所を誤認させる恐れがあるも

のは、類似商標と判定される。 

5．商標における文字、図形は異なるが、配列・

組み合わせの方法又は全体として表現した物

事がほぼ同じであるため、商標全体の外観又

は意味が類似し、関連公衆に商品又は役務の

出所を混同させるおそれがあるものは、類似商

標と判定される。 

例： 例： 



 

 

 

 

  

  

 

（指定商品：水はねを防ぐ蛇口用吹き口） 

 

（指定商品：飛散防止用蛇口） 

 

（指定商品：蛇口） 

 

（指定商品：管用蛇口（栓）） 

 

 



 

 

 

 

 

 

第四部分 立体商標の審査 第四部分 立体商標の審査基準 

一、法的根拠 一、法的根拠 

「商標法」第八条 自然人、法人またはその他の

組織の商品と、他人の商品とを区別することの

できる如何なる視覚的標識（文字、図形、アルフ

ァベット、数字、三次元標識および色彩の組合

せならびにこれらの要素の組合せを含む）はす

べて、商標として登録を出願することができる。 

「商標法」第八条 自然人、法人又はその他の

組織の商品を他人の商品と区別することのでき

る文字、図形、アルファベット、数字、立体的形

状、色彩の組合せ及び音声など、並びにこれら

の要素の組合せを含む標章は、すべて商標と

して登録を出願することができる。 

「商標法」第十二条 三次元標識を以て商標登

録を出願する場合、単にその商品自体の性質

により生じた形状、技術的効果を得るために必

要な商品の形状、又はその商品に実質的な価

値を備えさせるための形状は、登録を受けるこ

とができない。 

「商標法」第十二条 立体標章としてなされた商

標登録出願において、単に商品自体の性質に

より生じた形状、技術的効果を得るために必要

な商品の形状、又は商品に実質的な価値を備

えさせるための形状であるときは、これを登録し

てはならない。 

 「商標法実施条例」第十三条 立体的標識を商

標登録出願する場合には、その旨を願書に記

載し、商標の使用方式を説明するとともに、立



体的形状を確定できる見本を提出しなければな

らない。提出する商標見本は少なくとも三面図

を含まなければならない。 

 「商標法実施条例」第四十三条 中国を指定す

る領域指定出願人は、立体的標識、色彩の組

合せ、音声標識を商標として保護するか、又は

団体商標、証明商標として保護を要求する場

合、同商標が国際事務局の国際登録簿に登録

された日から 3 ヶ月以内に、法に従って設立し

た商標代理機構を通じて、商標局に本条例第

十三条に規定される関連資料を提出しなけれ

ばならない。上記期間内に関連資料を提出しな

かった場合、商標局は当該領域指定出願を拒

絶する。 

二、関係解釈 二、関連解釈 

立体商標は、三次元標識により又はその他の

標識を含む三次元標識により構成された商標

である。立体商標は商品自体の形状、商品の

包装物又はその他の三次元形状であることが

できる。 

立体商標とは、立体的標識により又はその他

の標識を含む立体的標識により構成された商

標をいう。商品自体の形状、商品の包装物又は

その他の立体的標識も、立体商標になることが

できる。 

この部分は立体商標登録出願の方式審査と実

体審査について規定するものである。実体審査

には、立体商標が『商標法』第十二条に違反し

てはならないことについての審査、立体商標の

顕著な特徴の審査、立体商標の同一・類似の

審査が含まれる。 

ここでは立体商標登録出願の方式審査と実体

審査について規定するものである。方式審査に

は、普通の商標出願の一般方式要件のほか

に、立体商標出願の特定方式要件も含まれる。

実体審査には、立体商標の機能性の審査、立

体商標の顕著な特徴の審査、立体商標の使用

禁止条項の審査、および立体商標の同一・類

似の審査が含まれる。 

本基準の第一部分の規定は、立体商標が『商

標法』第十条に違反してはならないことについ

ての審査に準用する。 

その他の顕著な要素を含む普通形状の立体商

標の登録は、普通形状自体が登録を得たことを

意味しない。 

三、立体商標方式の審査 三、立体商標の方式審査 

（一）立体商標の登録を出願するとき、出願人

は願書にその旨を説明しなければならない。説

明がないものは、普通の平面商標とみなされ

る。 

 



（二）立体商標の登録を出願する場合、出願人

は三次元形状を特定できる商標の図面を提出

しなければならない。複数の投影図が必要とさ

れる場合、それらを一つの図面に収め、且つ投

影図が6 幅を超えてはならない。商標の図面の

縦と横は10 センチ以下、5 センチ以上でなけ

ればならない。 

出願人は、立体形状を特定できる商標の図面

又は写真を提出しなければならない。それは立

体形状図面、多視点図面、又は立体効果図面

であってもよい。また、商標登録願書には、「立

体商標」であることを明記しなければならない。

必要があれば、出願人は商標説明において、

立体商標の図面について文字で具体的に説明

することもできれば、願書において、商標に含ま

れる権利を主張しない部分の商標専用権を放

棄することを記載することもできる。図面では立

体的形状を体現できず、又は体現されているの

が識別できない立体的形状である場合、立体

商標とは見なされない。 

 例： 

 

 

（指定商品：ビスケット） 

 

 

（指定商品：被服） 

四、立体商標の実体審査 四、立体商標の実体審査 

 立体商標の実体審査には、立体商標の使用禁

止条項の審査、機能性の審査、顕著な特徴の

審査、および同一・類似の審査が含まれる。 

 （一）立体商標の使用禁止条項の審査 

 立体商標の登録は、商標法使用禁止条項の規

定に違反してはならず、本基準第一部分の規

定を適用する。 

 例： 



 

 

 （指定商品：香水）髑髏の頭骨形状、不良な

影響を及ぼすもの。 

 （二）立体商標の機能性の審査 

 立体的標識が機能性を備える場合、すなわち

立体的標識が単にその商品自体の性質により

生じた形状、技術的効果を得るために必要な商

品の形状、又はその商品に実質的な価値を備

えさせるための形状である場合には、登録を受

けることができない。 

（一）単に商品自体の性質により生じた形状 1.立体的標識が単に商品自体の性質により生

じた立体形状により構成される場合、すなわ

ち、当該立体形状が、商品固有の目的と用途を

実現するために採用しなければならない、又は

通常採用している立体形状である場合には、当

該立体的標識は機能性を備えていると判定さ

れる。 

単に商品自体の性質により生じた形状により構

成される場合、すなわち、当該立体形状が、商

品固有の目的と用途を実現するために採用し

なければならない、又は通常採用している立体

形状である場合には、当該立体的標識は機能

性を備えていると判定される。 

 

例： 例： 

 

指定商品：シートベルトバックル 

 

（指定商品：シートベルトバックル） 



 

 

（指定商品：タイヤ） 

 

 

（指定商品：裁縫針） 

 

 
（指定商品：折り尺） 

 

 

（指定商品：航空機） 

 

 

（指定商品：フラフープ） 



 

 

（指定商品：筆記用具） 

（二）単に技術的効果を得るために必要な商品

の形状 

2. 立体的標識が単に技術的効果を得るために

必要な商品の立体形状により構成される場合、

すなわち、当該立体形状は、商品に特定の機

能を持たせるため、又は商品固有の機能がより

実現し易くするために採用しなければならない

立体形状である場合には、当該立体的標識は

機能性を備えていると判定される。 

単に技術的効果を得るために必要な商品の形

状により構成される場合、すなわち、当該立体

形状は、商品に特定の機能を持たせるため、又

は商品固有の機能がより実現し易くするために

採用しなければならない立体形状である場合に

は、当該立体的標識は機能性を備えていると判

定される。 

 

例： 例： 

  

指定商品：電源のプラグ 

 

（電源プラグ） 

 

指定商品：容器 

 

（容器） 



 

 

（シェーバーヘッド） 

 

 

（指定商品：拡声器） 

 

 

（指定商品：救命浮標） 

 

 

（指定商品：登山用ステッキ） 

（三）単に商品に実質的な価値を備えさせるた

めの形状 

3.立体的標識が単に商品に実質的な価値を備

えさせるための立体形状により構成される場

合、すなわち、当該立体形状が、商品の外観と

形が商品の価値に影響を及ばすようにするた

めに採用している立体形状である場合には、当

該立体的は標識機能性を備えていると判定さ

れる。 

商品に実質的な価値を備えさせるための形状と

は、商品の外観と形により商品の価値に影響を

 



与えるようにするために使用する形状である。 

例： 例： 

 

指定商品：磁器のアクセサリー 

 

（指定商品：磁器の花瓶） 

 

指定商品：ブローチ（真珠・宝石） 

 

（指定商品：ジュエリー） 

 

 

（指定商品：キャンディー） 

 

 

（指定商品：香水） 

（四）立体商標の顕著な特徴の審査 （三）立体商標の顕著な特徴の審査 

立体商標は指定商品の普通の形状又は常用

の形状、包装物だけにより構成されるもの、又

は全体として商品出所の識別の役割がないも

の、及び出願人の提出する商標の図面でその

三次元形状を特定するのが困難なものは、顕

著な特徴に欠けるものと判定される。 

立体商標は「商標法」第十一条に規定する審査

に違反してはならず、本基準第二部分の規定を

適用する。 



 1.顕著な特徴を備えない立体形状 

 （1）基本的な幾何学立体形状、簡単・普通の立

体形状は、商品の出所を識別する役割を果た

せない場合、顕著な特徴に欠けることになる。

例： 

 

 

（指定商品：被服） 

ただし、当該基本的な幾何学立体形状が使用

を通じて顕著な特徴を備えるようになったことを

証明できる場合は除く。 

 （2）装飾的な立体形状は、商品の出所を識別

する役割を果たせない場合、顕著な特徴に欠

けることになる。例： 

 

 

（指定商品：サングラス） 

ただし、当該装飾的な立体形状が使用を通じて

顕著な特徴を備えるようになったことを証明でき

る場合は除く。 

1.単に指定商品の普通の形状若しくは常用の

形状で構成されるもの。 

2.商品自体の立体形状 

 商品自体の立体形状が業界通用又は常用商

品の立体形状であり、商品の出所を識別する

役割を果たせない場合、顕著な特徴に欠けるこ

とになる。 

例：  例： 



 

指定商品：拡声器 

 

（指定商品：メガホン） 

 

指定商品：チョコレート 

 

（指定商品：チョコレート） 

 

指定商品：チョコレート、ケーキ 

 

（指定商品：キャンディー） 

ただし、指定商品の普通の形状若しくは常用の

形状ではないもの又はその他の顕著な特徴の

ある標識を含むものは除く。例： 

 

 

指定商品：栄養製品 

 

 

指定商品：車とその部品 

 

 文化財の外観立体形状を以て「容器、宝石箱」



など文化財の形状と関連する商品において商

標登録出願をするに当って、文化財の外観立

体形状が商品自体の立体形状を表す場合、当

該立体形状が顕著な特徴に欠けることになる。 

 ただし、商品自体の立体形状が使用を通じて顕

著な特徴を備えるようになったことを証明できる

場合は除く。 

2. 単に指定商品の普通又は常用の包装物で

構成されるもの。 

3.商品の包装物の立体形状 

例：  

 

指定商品：チョコレート、キャンデー 

 

 

指定商品：強い酒 

 

 

指定商品：化粧品 

ただし、指定商品の普通又は常用の包装物で

はないもの又はその他の顕著な 

特徴のある標識を含むものは除く。 

 

例：  



 

 

指定商品：果物飲料とジュース  

 

 

指定商品：ビール  

 （1）基本的な幾何学立体形状、簡単・普通の立

体形状、装飾的な立体形状について、商品の

出所を識別する役割を果たせない場合、顕著な

特徴に欠けることになる。 

 例： 

 

 

（指定商品：干しチーズ） 

 

 

（指定商品：児童用毛布） 



 

 

（指定商品：薬品） 

 ただし、当該基本的な幾何学立体形状、簡単・

普通の立体形状、装飾的な立体形状が使用を

通じて顕著な特徴を備えるようになったことを証

明できる場合は除く。 

 （2）業界通用又は常用している包装物の立体

形状につて、商品の出所を識別する役割を果

たせない場合、顕著な特徴に欠けることにな

る。 

 例： 

 

 

（指定商品：アルコール飲料） 

 

 

（指定商品：ジャム） 



 

 

（指定商品：洋菓子） 

ただし、当該立体形状が指定商品の通用又は

常用する包装物の立体形状でない場合は除く。 

例： 

 

 

（指定商品：アルコール飲料） 

 

 

（指定商品：香水） 

ただし、業界通用又は常用している包装物の立

体形状が使用を通じて顕著な特徴を備えるよう

になったことを証明できる場合は除く。 

 4.立体的標識とその他の平面要素の組合せ 

 （1）商標が顕著な特徴を備える立体的標識と顕

著な特徴を備えるその他の平面標識の組み合

わせにより構成される場合、当該立体商標は顕

著な特徴を備えることになる。 

 例： 



 

 

（指定商品：香水） 

 

 

 （指定商品：炭酸水、炭酸飲料） 

 （2）商標が顕著な特徴を備える立体的標識と顕

著な特徴を備えないその他の平面標識の組み

合わせにより構成される場合、当該立体商標は

顕著な特徴を備えることになる。 

 例： 

 

 
（指定役務：カフェテリアにおける飲食物の提

供）商標はキャラクターの立体的標識とアルファ

ベット「A」からなる。 

 （3）商標が顕著な特徴を備えない立体的標識と

顕著な特徴を備えるその他の平面標識の組み

合わせにより構成される場合、当該立体商標は

顕著な特徴を備えることになるが、当該商標が

登録を受けた後の保護範囲は、特徴を備える

平面標識の部分に限定される。また、その旨

を、初歩査定公報と商標登録書に注記しなけれ

ばならない。 

 例： 



 

 

（指定商品：ビール） 

 

 

（指定商品：チョコレート） 

 

 

（指定商品：紙巻たばこ製品） 

3.顕著な特徴に欠けるその他のもの。 5.顕著な特徴を備えないその他の状況 

 出願人が提出した商標図面が出願人の説明を

経ても、その立体的標識の形状と特徴を確定で

きない場合、顕著な特徴に欠けると判定され

る。 

例： 例： 

 

指定商品：眼鏡と眼鏡ケース 

 

（指定商品：眼鏡と眼鏡用容器） 



 

指定商品：車 

 

（指定商品：車両） 

 

指定商品：香水 

ただし、三次元形状自体に顕著な特徴を持つも

のは除く 

立体的標識自体が顕著な特徴を備える場合は

除く。 

例： 例： 

 

 

（指定商品：被服） 

 
指定役務：レストラン、ホテル 

 
（指定役務：飲食物の提供） 

（五）、立体商標の同一、類似の審査 （四）立体商標の同一、類似の審査 

立体商標の同一、類似の審査には、立体商標

の間の審査、及び立体商標と平面商標との間

の審査が含まれる。 

立体商標の同一、類似の審査には、立体商標

間、および立体商標と平面商標間の同一、類似

の審査が含まれる。 

1.立体商標の間の同一、類似の審査 1.立体商標間の同一、類似の審査 

（1）二つの商標の何れも単一の三次元標識に

より構成され、両者の三次元標識の構造、形状

（1）二つの立体商標の何れにも顕著な立体的

標識が含まれ、かつ立体的標識が同一又は類



および全体としての視覚的効果が同一又は類

似し、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認

させる恐れがあるものは、同一又は類似の商標

と判定される。 

似しており、関連公衆に商品又は役務の出所を

混同、誤認させるおそれがあるものは、同一又

は類似の商標と判定される。 

 例： 

 

 

（指定商品：香水） 

 

 

（指定商品：香水） 

（2）二つの商標の何れも、顕著な特徴を持つ三

次元標識とその他の顕著な特徴を持つ標識に

よる組合せで、両者の三次元標識又はその他

の標識が同一又は類似し、関連公衆に商品又

は役務の出所を誤認させる恐れがあるものは、

同一又は類似の商標と判定される。 

（2）二つの商標の何れにも、顕著な平面要素が

含まれ、かつ当該平面要素が同一又は類似し

ており、関連公衆に商品又は役務の出所を混

同、誤認させるおそれがあるものは、同一又は

類似の商標と判定される。 

 例： 

 

 

（指定商品：香水） 



 

 

（指定商品：香水） 

（3）二つの商標の何れも、顕著な特徴を持つそ

の他の標識と顕著な特徴を持たない三次元標

識による組合せで、両者のその他の標識が同

一又は類似し、関連公衆に商品又は役務の出

所を誤認させる恐れがあるものは、同一又は類

似の商標と判定される。 

（3）二つの商標の何れも、顕著な特徴を備えな

い立体的標識と顕著な特徴を備えるその他の

平面標識の組み合わせにより構成され、二つ

の商標の顕著な特徴を備えるその他の平面標

識が同一又は類似しており、関連公衆に商品

又は役務の出所を混同、誤認させるおそれが

あるものは、同一又は類似の商標と判定され

る。 

  例： 

 

 

（指定商品：チョコレート） 

 

 

（指定商品：チョコレート） 

ただし、その他の標識が明らかに違い、関連公

衆に商品又は役務の出所を誤認させる恐れが

ないものは除く。 

ただし、その他の平面要素が明らかに異なり、

関連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる

おそれがないものは除く。 

例： 例： 



 

（文字：「KURG」） 

 

（文字：KURG） 

 

（文字：「LA GRANDE DAME」） 

 

（文字：：LA GRANDE DAME） 

2. 立体商標と平面商標との同一、類似の審査 2. 立体商標と平面商標間の同一、類似の審査 

（1）立体商標は顕著な特徴を持つその他の標

識と顕著な特徴を持たない三次元標識により構

成されるものであって、当該その他の標識と平

面商標の顕著な特徴を持つ部分とは同一又は

類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を誤

認させる恐れがあるものは、同一又は類似の商

標と判定される。 

（1）立体商標が顕著な特徴を備えない立体的

標識と顕著な特徴を備えるその他の平面標識

の組み合わせにより構成され、当該その他の

平面要素が、平面商標の顕著な特徴を備える

部分と同一又は類似しており、関連公衆に商品

又は役務の出所を混同、誤認させるおそれが

あるものは、同一又は類似の商標と判定され

る。 

例： 例： 

 

 

 

 



 

 

（指定商品：化粧品） 

 

 

（指定商品：化粧品） 

 

 
（指定商品：アルコール飲料） 

注：その文字部分が先行商標の「GUADET」と

類似している。 

 

 

 （2）立体商標が顕著な特徴を備える立体的標

識と顕著な特徴を備えるその他の平面標識の

組み合わせにより構成され、当該その他の平

面要素が、平面商標の顕著な特徴を備える部

分と同一又は類似しており、関連公衆に商品又

は役務の出所を混同、誤認させるおそれがある

ものは、同一又は類似の商標と判定される。 

 例： 



 

 

（文字：NIVEA ; BEAUTE） 

（指定商品：化粧品） 

 

 

（指定商品：化粧品） 

（2）立体商標における三次元標識が顕著な特

徴を持つものであるが、視覚的効果では平面商

標の顕著な特徴を持つ部分と同一又は類似し、

関連公衆に商品又は役務の出所を誤認させる

恐れがあるものは、同一又は類似の商標と判

定される。 

（3）立体商標に含まれる立体的標識は顕著な

特徴を備えるが、視覚的効果が平面商標の顕

著な特徴を備える部分と同一又は類似してお

り、関連公衆に商品又は役務の出所を混同、誤

認させるおそれがあるものは、同一又は類似の

商標と判定される。 

例： 例： 

 

指定商品：服装、靴、帽子 

 

（ 指 定商品 ： 被服 ） 形状は先行商標の

「PAJARO」と類似している。 

 

指定商品：服装、靴、帽子 

 



 

 

（指定商品：洗浄剤） 形状は先行商標の「G」頭

文字と類似している。 

 

 

 

 

（指定商品：飲料） 形状は先行商標の「幸運

球」と類似している。 

 

 

 

 

（指定商品：アルコール飲料） 瓶の形状は先行

商標の「威諾」と類似している。 

 

 



第五部分 色彩組合せ商標の審査 第五部分 色彩組合せ商標の審査 

一、法的根拠 一、法的根拠 

「商標法」第八条 自然人、法人またはその他

の組織の商品と、他人の商品とを区別するこ

とのできる如何なる視覚的標識（文字、図形、

アルファベット、数字、三次元標識および色彩

の組合せならびにこれらの要素の組合せを

含む）はすべて、商標として登録を出願するこ

とができる。 

「商標法」第八条 自然人、法人又はその他の

組織の商品を他人の商品と区別することので

きる文字、図形、アルファベット、数字、立体的

形状、色彩の組合せと音声など、ならびにこれ

らの要素の組合せを含む標章は、すべて商標

として登録を出願することができる。 

二、関係解釈 二、関連解釈 

色彩組合せ商標とは、二種類又は二種類以

上の色により構成される商標である。 

色彩組合せ商標とは、二種類又は二種類以

上の色により構成される商標である。 

この部分は色彩組合せ商標に係る登録出願

の方式審査と実体審査について規定するも

のである。実体審査には色彩組合せ商標の

顕著な特徴の審査と色彩組合せ商標の同

一、類似の審査が含まれる。 

ここではは、色彩組合せ商標に係る登録出願

の方式審査と実体審査について規定する。実

体審査には、使用禁止条項の審査、顕著な特

徴の審査と同一、類似の審査が含まれる。 

本基準の第一部分の規定は、色彩組合せ商

標が『商標法』第十条の規定に違反してはな

らないことについての審査に準用する。 

 

三、色彩組合せ商標の方式審査 三、色彩組合せ商標の方式審査 

(一)色彩組合せ商標の登録を出願するとき、

出願人は願書でその旨を説明しなければなら

ない。説明がない場合、出願者がカラーの図

面を提出したとしても、色彩組合せ商標として

審査しない。 

(一)色彩組合せ商標を登録出願するとき、出

願人は願書でその旨を記載しなければならな

い。記載がない場合、出願者がカラーの図面

を提出したとしても、色彩組合せ商標として審

査されない。 

（二）出願人ははっきりしているカラーの図面

を提出し、且つ色番号を明記 

しなければならない。 

（二）出願人ははっきりしたカラーの図面を提

出しなければならない。商標の図面は、色彩

の組合せ方式を示すカラーエリアか、又は色

彩の使用位置を示す図形の輪郭でなければ

ならない。当該図形の輪郭は商標の構成要素

ではなく、点線で示すべきであって、実線で示

してはならない。 

 （三）出願人は商標の説明において色彩の名

称と色数を明記するとともに、当該色彩組合

せ商標のビジネス活動での具体的な使用方



式を具体的に説明しなければならない。 

 1. カラーエリアで色彩の組合せ方式を示し、

商標の説明を添付する。 

 例： 

 

 

指定役務：自動車ガソリンスタンドにおけるサ

ービス 

 商標の説明：当該色彩組合せ商標は緑、アン

トラシート、オレンジという三つの色彩からな

る。緑（Pantone 368C）は 60%、アントラシート

（Pantone 425C）は 30%、オレンジ（Pantone 

021C）は 10%をそれぞれ占めており、図に示す

ように配列され、車両ガソリンスタンドの外観

に使用される。 

 2. 点線による図形輪郭で色彩の使用位置を

示し、商標の説明を添付する。 

 例： 

 

 

指定商品：ダンプカー、トラクター 

 商標の説明：当該色彩組合せ商標は緑、黄色

という二つの色彩からなる。緑は Pantone 

364C、黄色はPantone 109Cである。緑は車体

に使用され、黄色は車輪に使用される。点線



部分は当該商品における色彩の位置を示して

おり、車両輪郭と外形は商標の構成要素では

ない。 

四、色彩組合せ商標の実体審査 四、色彩組合せ商標の実体審査 

（一）色彩組合せ商標の顕著な特徴の審査 （一）色彩組合せ商標の顕著な特徴の審査 

色彩組合せ商標は単に指定商品の天然色、

商品自体又は包装物及び役務の場所に通用

又は常用する彩色により構成されるもの、及

び、出願人が色彩組合せについて文字の説

明だけを行いカラーの図面を提出しなかった

ものは、顕著な特徴に欠けるものと判定され

る。 

単に指定商品の天然色、商品自体又は包装

物および役務の場所に通用又は常用する色

彩でしかなく、商品又は役務の出所を識別す

る役割を果たせないものは、顕著な特徴に欠

けると判定される。 

1．指定商品の天然色だけを有するもの  

例： 例： 

 

指定商品：からし粉 

 

指定商品：歯磨き 

2．指定商品自体又は包装物、役務の場所に

通用又は常用する彩色だけを有するもの 

 

例：  

 

指定商品：洗剤 

 

指定商品：洗剤、洗濯シート 

 

指定役務：コンピューター 

 



 

指定役務：美容院 

 

指定役務：整髪 

 

指定商品：集積回路カード、コンピューターデ

ィスク 

 

 通常、色彩組合せ商標は長期間の使用を経

て初めて顕著な特徴を備えるようになる。商標

局は審査意見書を出して、使用の証拠を提出

するとともに、商標が使用を通じて顕著な特徴

を備えるようになったことについて説明するよ

う、出願人に要請することができる。 

（二）色彩組合せ商標の同一、類似の審査 （二）色彩組合せ商標の同一、類似の審査 

色彩組合せ商標の同一、類似の審査には、

色彩組合せ商標の間の審査、及び色彩組合

せ商標と平面商標・立体商標との間の審査が

含まれる。 

色彩組合せ商標の同一、類似の審査には、色

彩組合せ商標間、および色彩組合せ商標と平

面商標・立体商標間の同一、類似の審査が含

まれる。 

1．色彩組合せ商標の間の同一、類似の審査 1．色彩組合せ商標間の同一、類似の審査 

二つの商標はいずれも色彩組合せ商標で、

その組合せの彩色と配列の方式が同一又は

類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を

誤認させる恐れがあるものは、同一又は類似

商標と判定される。 

二つの商標はいずれも色彩組合せ商標で、

その組合せの色彩と配列の方式が同一又は

類似し、関連公衆に商品又は役務の出所を混

同、誤認させるおそれがあるものは、同一又

は類似商標と判定される。 

例： 例： 



  

  

ただし、使用する彩色が違うもので、又は、同

一若しくは類似する彩色を使用したが配列・

組合せの方法が違うもので、関連公衆に商品

又は役務の出所を誤認させる恐れがないも

のは除く。 

ただし、使用する色彩が違うもので、又は、同

一若しくは類似する色彩を使用したが配列・組

合せの方法が違うもので、関連公衆に商品又

は役務の出所を混同、誤認させるおそれがな

いものは除く。 

例： 例： 

  

  

  



  

2．色彩組合せ商標と平面商標・立体商標と

の間の同一、類似の審査 

2．色彩組合せ商標と平面商標・立体商標間

の同一、類似の審査 

色彩組合せ商標が平面商標の図形又は立体

商標の指定色と同一又は類似し、関連公衆

に商品又は役務の出所を誤認させる恐れが

あるものは、同一又は類似商標と判定され

る。 

色彩組合せ商標が平面商標の図形又は立体

商標の指定色と同一又は類似し、関連公衆に

商品又は役務の出所を混同、誤認させるおそ

れがあるものは、同一又は類似商標と判定さ

れる。 

例： 例： 

  

  

ただし、同一又は類似する彩色を使用した

が、全体的効果が明らかに違うものであっ

て、関連公衆に商品又は役務の出所を誤認

させる恐れがないものは除く。 

同一又は類似する色彩を使用したが、全体的

効果が明らかに異なるものであって、関連公

衆に商品又は役務の出所を混同、誤認させる

おそれがないものは除く。 

例： 例： 

  



  

 
 

  

 第六部分 声音商标的审查 

 一、法律依据 

 「商標法」第八条  

自然人、法人又はその他の組織の商品を

他人の商品と区別することのできる文字、図

形、アルファベット、数字、立体的標章、色彩

の組合せ及び音声など、並びにこれらの要素

の組合せを含む標章は、すべて商標として登

録を出願することができる。 

 「商標法実施条例」第十三条 音声標識を商

標登録出願する場合には、その旨を願書に声

明し、要件に適う音声見本を提出するととも

に、登録出願する音声商標を記載し、商標の

使用方式を説明しなければならない。音声商

標を記載する場合には、五線譜又は略譜によ

り商標として出願する音声について記載すると

ともに、文字説明を添付しなければならない。



五線譜又は略譜により記載できない場合に

は、文字により説明しなければならない。商標

に対する記載は音声見本と一致しなければな

らない。 

 二、関連解釈 

 音声商標とは、商品又は役務の出所を識別す

るための音声自体で構成される商標をいう。

音声商標は、一節の曲など音楽的な音声によ

っても、自然界の音声、人間又は動物の音声

など非音楽的な音声によっても構成されること

ができる。さらに、音楽性と非音楽性を兼備す

る音声により構成させることもできる。 

 ここでは、音声商標の登録出願の方式審査と

実体審査について規定する。音声商標の実体

審査には、使用禁止条項の審査、顕著な特徴

の審査と同一、類似の審査が含まれる。音声

商標は、全体としてその登録可能性を審査す

る。 

 三、音声商標の方式審査 

 （一）音声商標を出願する場合、出願人が願書

にその旨を記載しなければならない。 

 （二）音声見本 

 出願人は要件に適う音声見本を提出しなけれ

ばならない。音声見本は一つの音声ファイル

に保存しなければならない。紙方式で提出す

る場合、音声ファイルは CD-ROM に保存しな

ければならない。オンライン方式で提出する場

合、要件に従って正しく音声見本をアップロー

ドしなければならない。音声見本の音声ファイ

ルのフォーマットは wav 又は mp3（音声フォー

マット）であり、5MB（情報容量の単位）を下回

るものである。音声見本は明確で、識別しやす

いものでなければならない。 

 （三）音楽的な音声商標の記載 

 音楽的な音声商標は五線譜又は略譜により

記載するとともに、文字による説明を添付しな



ければならない。五線譜又は略譜および文字

による説明は、当該音声商標の商標見本とす

る。五線譜又は略譜は明確、正確、完全なも

のでなければならず、それには、音部記号、声

調符号、拍子記号(拍子)、小節、音符、休止

符、臨時記号（シャープ、フラット、ナチュラル）

などが含まれる。 

 例： 

 

1、  

 本件音声商標は「変ニ長調、変ニ長調、変ト長

調、変ニ長調、変イ長調」という五つの音符か

らなる楽音とコードが相次いで進行する旋律で

ある。 

 

2、  

 本件音声商標は 1つの曲であり、計 13の音符

からなり、順番は「ホ，ニ，ヘシャープ，トシャー

プ，ハシャープ，ロ，ニ，ホ，ロ，イ，ハシャー

プ，ホ，イ」である 

 （四）非音楽的な音声商標の記載 

 非音楽的な音声商標は文字で記載しなけれ

ばならない。文字による記載は当該音声商標



の商標見本とする。文字による記載は明確、

正確、完全で理解しやすいものでなければな

らない。例えば： 

 1、本件音声商標は牛が石畳を歩くときの牛蹄

の音とそのあとの牛の鳴き声（clip，clop，moo

牛蹄と牛の鳴き声の擬声語）からなる。 

 2、本件音声商標は順番で、両手で太鼓の縁

をたたく音（1 声）、しだいに強くなる太鼓をたた

く音（12声）、しだいに弱くなる電子鍵盤楽器の

震音、ゴルフクラブを振る音と断裁機の音を混

合した音声からなる 

 （五）音楽性と非音楽性を兼備する音声商標

の記載 

 音楽性と非音楽性を兼備する音声商標は、五

線譜又は略譜で音楽的な部分について記載

するとともに文字による説明を添付し、文字で

非音楽的な部分について記載しなければなら

ない。五線譜又は略譜および文字は当該音声

商標の商標見本とする。 

 例： 

 

1、  

 本件音声商標は中国国際ラジオ放送局の番

組のオープニング曲であり、全40秒、全18小

節、4分の2拍アダージョ、ト長調とハ長調が切

り替わる。前四小節は商標前奏部分であり、

曲調はト長調である。中間の11小節は商標主

題部分であり、曲調はハ長調である。第12、第

13小節では、アナウンサーが「中国国際ラジオ

放送局」と発声した後に2つの小節が続き、主

題部分が終わる。最後の3小節でチェレスタが

再度主題音楽を奏で、ト長調に戻り、該音声

商標が終わる。 



 

2、  

 本件音声商標は人間の声で「恒源祥」を読み

上げながら 8 度の音程を合わせて、3 拍子 LA

と1/2拍子SOからなる。「恒源祥」は成年の男

性の声で読み上げられ、三文字の間には短い

停頓があり、発音速度が遅く、音声が重厚で

男らしい。それに継ぐ「羊羊羊」という三文字は

子供のような鼻にかかった甘え声で読み上げ

られ、発音が早く停頓がない。 

 （六）商標記載と音声見本 

 商標記載と音声見本は相互に一致しなければ

ならない。 

 （七）使用方式 

 出願人は、どのように、またはどのような状況

下で、音声商標を使用するかを説明しなけれ

ばならない。例えば、商品を「オン」や「オフ」に

するときに又は商品を使用するときに使用す

る。役務を開始、終了するときに又は提供する

過程に使用する。経営や役務の場所で使用す

る。会社のウェブサイトで使用する。ラジオ、テ

レビ、インターネット、又は室外などの広告宣

伝で使用する、など。 

 四、音声商標の実体審査 

 （一）音声商標の使用禁止条項の審査 

 音声商標は「商標法」第十条に規定する使用

禁止条項の審査は、本編第一部分の規定を

適用する。 

 例： 

 1、わが国又は外国の国歌、軍歌又は「インタ

ーナショナル」（革命歌）などの旋律と同一又

は類似する音声。 

 2、宗教音楽又は暴力・恐怖など不良な影響を

及ぼす音声。 

 （二）音声商標の顕著な特徴の審査 

 1、単に指定商品又は役務の内容、消費対



象、品質、機能、用途およびその他の特徴を

直接示す音声は顕著な特徴に欠ける。 

 例： 

 （1）ピアノを弾く音を、「楽器」に使用する。  

 （2）児童の笑いさざめく声を、「ベビーミルク」に

使用する。 

 （3）犬や猫の鳴き声を、「ペット飼育」に使用す

る。  

 （4）クラシック音楽を、「コンサートの案配と組

織」に使用する。 

 （5）酒びんを開けるときの「シュポッ」という音

を、「ビール」に使用する。  

 （6）児童が叫ぶ「沸かした！沸かした！」という

声を、「電気ポット」に使用する。 

 2、その他の顕著な特徴に欠ける音声。  

 例：  

 （1）簡単で一般的な音調又は旋律。  

 （2）一曲の完全で又は冗長な歌曲又は楽曲。  

 （3）普通の口調で直接広告用語又は普通の

連語を唱呼する。  

 （4）業界内で通用する音楽又は音声。  

 通常、音声商標は長期間の使用を経て初めて

顕著な特徴を備えるようになる。商標局は審

査意見書を出して、使用の証拠を提出すると

ともに、商標が使用を通じて顕著な特徴を備え

るようになったことについて説明するよう、出願

人に要請することができる。 

 （三）音声商標の同一、類似の審査  

 音声商標の同一、類似の審査には、音声商標

間、および音声商標と可視性商標と間の同

一、類似審査が含まれる。原則上、音声商標

は主として音声サンプルの聴取で同一、類似

の審査を行なう。  

 1、音声商標間の同一、類似審査  

 二つの音声商標の聴覚感知又は全体の音楽



イメージが同一又は類似し、関連公衆に商品

又は役務の出所を混同、誤認させ、又は二者

間に特別なつながりがあると認識させやすい

ものは、同一又は類似商標に判定される。 

 2、音声商標と可視性商標間の同一、類似審

査  

 音声商標における音声に対応する文字又は

その他の要素が、可視性商標に含まれる文字

又はその他の要素と同一又は類似する発音を

持ち、関連公衆に商品又は役務の出所を混

同、誤認させ、又は二者間に特別なつながり

があると認識させやすいものは、同一又は類

似商標に判定される。例えば：「yahoo」音声商

標と「yahoo」文字商標とは類似商標に当る。 

第六部分 団体商標、証明商標の審査 第七部分 団体商標、証明商標の審査 

一、法的根拠 一、法的根拠 

『商標法』第三条 商標局の審査を経て登録さ

れた商標を登録商標という。これには、商品

商標、役務商標、団体商標及び証明商標が

含まれる。商標権者は商標専用権を享有し、

法律上の保護を受ける。 

「商標法」第三条 商標局の審査を経て登録さ

れた商標を登録商標という。登録商標は、商

品商標、役務商標、団体商標及び証明商標か

らなる。商標登録者は商標専用権を享有し、こ

の法律の保護を受ける。 

この法律にいう団体商標とは、団体、協会又

はその他の組織の名義で登録され、当該組

織の構成員が商業活動の使用に供し、これを

使用する者が当該組織の構成員資格を表示

する標識のことを言う。 

この法律で団体商標とは、団体、協会又はそ

の他の組織の名義で登録され、当該組織の構

成員がの商業活動の使用に供し、これを使用

する者が当該組織の構成員資格を表示する

標章をいう。 

この法律でいう証明商標とは、監督能力を有

する組織の管理下にある特定の商品又は役

務に対して使用するものであって、かつ当該

組織以外の事業単位又は個人がその商品又

は役務について使用し、同商品又は役務の

原産地、原材料、製造方法、品質又はその他

の特別な品質を証明するために用いる標識

をいう。 

この法律で証明商標とは、監督能力を有する

組織の管理下にある特定の商品又は役務に

対して使用するものであって、かつ当該組織

以外の事業単位又は個人がその商品又は役

務について使用し、同商品又は役務の原産

地、原材料、製造方法、品質又はその他の特

別な品質を証明するために用いる標章をい

う。 

団体商標、証明商標の登録、管理に関する

事項は国務院工商行政管理部門により規定

団体商標、証明商標の登録、管理に関する事

項は、国務院の工商行政管理部門により規定



される。 される。 

第十六条 地理的表示を含めた商標は、その

商品が同表示に示された地域によるものでは

なく公衆を誤認させる場合、その登録とその

使用を禁止する。但し、既に善意によって登

録したものは存続する。 

「商標法」第十六条 商品の地理的表示を含む

商標は、当該商品が当該表示に示された地域

に由来するものでなく、公衆を誤認させるとき

は、その登録をせず、かつその使用を禁止す

る。ただし、既に善意によって登録したもの

は、引き続き有効とする。 

前項にいう地理的表示とは、商品がその地域

に由来することを示し、同商品の特定の品

質、信用又はその他の特徴が、主に同地域

の自然的要素及び人文的要素によって形成

されたものの表示をいう。 

前項にいう地理的表示とは、ある商品がその

地域に由来することを示し、当該商品の特定

の品質、信用又はその他の特徴が、主に当該

地域の自然的要素又は人文的要素によって

形成されたものの表示をいう。 

第六条第一項 商標法第十六条に規定した

地理的表示を、商標法及び本条例の規定に

基づき、証明商標又は団体商標として商標登

録出願することができる。 

「商標法実施条例」第四条第一項 商標法第

十六条に規定する地理的表示は、商標法およ

び本条例の規定に基づき、証明商標又は団体

商標として登録出願することができる。 

国家工商行政管理総局『団体商標及び証明

商標の登録と管理に関する弁法』（2003 年6 

月1 日により施行） 

国家工商行政管理総局「団体商標および証明

商標の登録と管理に関する弁法」（2003 年 6 

月 1 日により施行） 

二、関係解釈 二、関連解釈 

団体商標、証明商標は、『商標法』第八条に

おける標識又は『商標法』第十 

六条における地理的表示により構成されるこ

とができる。この部分の第三条、第四条は団

体商標、証明商標の出願人の主体資格、使

用管理規則に対する審査について規定する

ものである。 

団体商標、証明商標は、「商標法」第八条に規

定する標識により構成されることができる。こ

の部分の第三条、第四条は、団体商標、証明

商標の出願人の主体資格、使用管理規則の

審査を規定する。 

地理的表示を団体商標、証明商標とするもの

は、当該出願人の主体資格と使用管理規則

は『団体商標及び証明商標の登録と管理に

関する弁法』における特別条件を満たさなけ

ればならない。この部分の第五条はこの種類

の団体商標、証明商標に対する審査につい

て規定するものである。 

地理的表示を団体商標、証明商標とするもの

は、当該出願人の主体資格と使用管理規則

は「団体商標、証明商標の登録と管理に関す

る弁法」における特別条件を満たさなければな

らない。この部分の第五条は、この種類の団

体商標、証明商標の審査を規定する。 

団体商標、証明商標が『商標法』第十条第二

款、第十一条、第二十八条及び第二十九条

団体商標、証明商標は「商標法」第十条第一

項、第十一条、第三十条および第三十一条の



の規定に違反してはならない。これについて

の審査はこの基準の第一部分、第二部分及

び第三部分における規定を準用する。 

規定に違反してはならず、本編の第一部分、

第二部分および第三部分の規定を適用する。 

三、団体商標の審査 三、普通の団体商標の審査 

（一）出願人の主体資格の審査 （一）出願人の主体資格の審査 

1、出願人は、法に基づいて設立された主体

の資格を証明する書類を提出しなければなら

ない。主体資格証明書類は企業の営業許可

書、非営利事業・社会団体の登録認可の書

類などを含む。 

1、出願人は、その法に基づいて設立された主

体の資格を証明する書類を提出しなければな

らない。主体資格証明書類には、企業の営業

許可書、事業単位・社会団体の法に基づいて

設立された許認可書類などが含まれる。 

2、出願人は当該団体の構成員の名称と住所

を詳しく説明する資料を提出しなければなら

ない。 

2、出願人は当該団体の構成員の名称と住所

を詳しく説明する資料を提出しなければならな

い。 

（二）団体商標の使用管理規則の審査 （二）団体商標の使用管理規則の審査 

団体商標の使用管理規則は以下のものを含

めなければならない。 

団体商標の使用管理規則は以下のものを含

めなければならない。 

（１） 団体商標使用の趣旨 1、団体商標を使用する趣旨 

（２） 当該団体商標を使用する商品の品質 2、当該団体商標を使用する商品の品質 

（３） 当該団体商標を使用するための手続 3、当該団体商標を使用するための手続 

（４） 当該団体商標の使用に関する権利、義

務 

4、当該団体商標の使用に関する権利、義務 

（５）使用者が当該規則に違反したときの責任 5、構成員がその使用管理規則に違反したとき

に取るべき責任 

（６）当該団体商標を使用する商品に対する

登録権者の検験・監督制度。 

6、当該団体商標を使用する商品に対する登

録権者の検査・監督制度 

四、証明商標の審査 四、普通の証明商標の審査 

（一）出願人の主体資格の審査 （一）出願人の主体資格の審査 

1、出願人は、法に基づいて設立された主体

の資格を証明する書類を提出しなければなら

ない。主体資格証明書類は企業の営業許可

書、非営利事業・社会団体の登録認可の書

類などを含む。 

1、出願人は、その法に基づいて設立された主

体の資格を証明する書類を提出しなければな

らない。主体資格証明書類には、企業の営業

許可書、事業単位・社会団体の法に基づいて

設立された許認可書類などが含まれる。 

2、出願人は当該証明商標の証明する特定の

商品の品質を監督管理する能力を持たなけ

ればならない。出願人は、所有する専門技術

者、専門検査設備又はその受託を受けた機

2、出願人は、当該証明商標が証明する特定

の商品の品質を監督管理する能力を持ってい

るものでなければならない。出願人は、それが

それ相応の専門技術者、専門検査設備を保



構の所有する専門技術者、専門検査設備な

どの状況について詳細に説明する資料を提

出しなければならない。 

有するか、又は出願人の依頼を受けた機構が

専門技術者、専門検査設備を保有するなどの

状況について詳細に説明する資料を提出しな

ければならない。 

（二）証明商標の使用管理規則の審査 （二）証明商標の使用管理規則の審査 

証明商標の使用管理規則は以下のものを含

めなければならない。 

証明商標の使用管理規則は、以下のものを含

めなければならない。 

（１） 証明商標使用の趣旨 1、証明商標を使用する趣旨 

（２） 当該証明商標が証明する商品の特定の

品質 

2、当該証明商標が証明する商品の特定の品

質 

（３） 当該証明商標を使用するための条件   3、当該証明商標を使用するための条件 

（４） 当該証明商標を使用するための手続   4、当該証明商標を使用するための手続 

（５） 当該商標の使用に関する権利、義務   5、当該証明商標の使用に関する権利、義

務 

（６）使用者が当該使用管理規則に違反した

ときの責任 

  6、使用者が当該使用管理規則に違反した

ときに取るべき責任 

（７）当該証明商標を使用する商品に対する

登録権者の検験監督制度 

  7、当該証明商標を使用する商品に対する

登録権者の検験監督制度 

五、地理的表示を団体商標、証明商標とする

ものの審査 

五、地理的表示を団体商標、証明商標とする

ものの審査 

（一）出願人の主体資格の審査 （一）出願人の主体資格の審査 

1、出願人は、法に基づいて設立された主体

の資格を証明する書類を提出しなくてはなら

ず、且つ当該地理的表示に表記される地域を

管轄する人民政府又は業種主管部門による

地理的表記登録批准の公文書を添付しなけ

ればならない。主体資格証明書類は企業の

営業許可書、非営利事業・社会団体の登録

認可の書類などを含む。の書類などを含む。 

1、出願人は、法に基づいて設立された主体の

資格を証明する書類を提出しなければならな

い。主体資格証明書類には事業単位・社会団

体の法に基づいて設立された許認可書類など

が含まれる。 

2、出願人は当該地理的表示を使用する商品

の特定の品質を監督管理する能力を持たな

ければならない。 

2、出願人は、当該地理的表示に表記される

地域の人民政府又は業界主管部門による当

該地理的表示の登録申請を許可する旨の許

認可書類を提出しなければならない。授権書

類は県級以上の人民政府又はその 1 級上の

業界主管部門から発行されたものでなければ

ならない。書類において、出願人が地理的表



示の監督管理能力を持っている旨を明確に説

明しなければならない。 

出願人は、所有する専門技術者、専門検査

設備又はその受託を受けた機構の所有する

専門技術者、専門検査設備などの状況につ

いて詳細に説明する資料を提出するほか、省

級または省級以上の業種主管部門の発行す

る監督能力の証明文書を提出しなければなら

ない。 

 

 3、出願人は当該地理的表示を使用する商品

の特定の品質を監督管理する能力を持ってい

る場合、出願人が保有する資格証明書又は県

級以上の人民政府もしくはその 1 級上の業界

主管部門から発行された出願人が検査測定

能力を有する旨の文書、および出願人が保有

する専門検査設備の一覧表と専門技術者の

名簿（技術者の証明書も添付）を提出しなけれ

ばならない。 

 出願人が検査測定を他人に依頼した場合、出

願人と検査測定資格を有する機構とが締結し

た検査測定依頼契約書および受託機構の資

格証明書と単位の法人証明書を提出しなけれ

ばならない。 

3、地理的表示をもって団体商標の登録を出

願する団体、協会又はその他の組織は、当

該地理的表示に表記された地域範囲内の構

成員によって構成されなければならない。 

4、地理的表示をもって団体商標の登録出願

をする団体、協会又はその他の組織は、当該

地理的表示に表記された地域範囲内のメンバ

ーによって構成されなければならない。 

4、外国人又は外国企業が地理的表示をもっ

て団体商標、証明商標を登録出願する場合、

出願人はその名義で当該地理的表示が所属

国で法的に保護されている証明書を提出しな

ければならない。 

外国人又は外国企業が地理的表示をもって団

体商標、証明商標の登録出願をする場合、出

願人は当該地理的表示がその名義で所属国

において法的に保護されている旨の証明書を

提出しなければならない。 

（二）使用管理規則の審査 （二）使用管理規則の審査 

地理的表示である団体商標、証明商標の使

用管理規則に対する審査については、この部

分の第三条、第四条を準用するほか、当該団

地理的表示である団体商標、証明商標の使用

管理規則に対する審査は、この部分の第三

条、第四条の相応規定と同じであるほか、当



体商標、証明商標の指定商品の特定の品

質、信用・評判又はその他の特徴および生産

地域の範囲などについて審査を行わなけれ

ばならない。 

該地理的表示を使用する商品の特定の品質、

信用・評判又はその他の特徴および生産地域

の範囲などについても審査を行わなければな

らない。 

1．指定商品の特定の品質に対する審査 1．指定商品の特定の品質に対する審査 

地理的表示である団体商標、証明商標の指

定商品は、特定の品質、信用・評 

判又はその他の特徴を持たなければならな

い。 

地理的表示である団体商標、証明商標の指定

商品は、特定の品質、信用・名誉又はその他

の特徴を持たなければならない。 

例： 例： 

 

指定商品：香梨 

 

指定商品：なし 

（庫爾勒香梨は皮が薄く、歯ざわりがよく、核

も小さい。短い期間を経て保存すれば、金色

になって独特のよい香りをする。糖の含有量

は10.4%以上、ビタミンC は百グラムに4.4 ミリ

グラムで、食用部分は全体の83.6%を占め

る。） 

（庫爾勒香梨は皮が薄く、歯ざわりがよく、核も

小さい。収穫してからしばらく保存すれば、金

色になって独特のよい香りをする。糖の含有

量は 10.4%以上、ビタミン C は百グラムに 4.4 

ミリグラムで、食用部分は全体の 83.6%を占め

る。） 

 

指定商品：葱 

 

指定商品：葱 

（章丘の葱は高さ1.5 メートルまで達すること

ができる。白い部分は0.5～0.6 メートル、茎

の直径は3～5 センチ、重さは一本500 グラ

ム以上で、「葱の王」とも呼ばれている。章丘

の葱は辛い味が淡く潤いがあり、白い部分は

（章丘の葱は高さ 1.5 メートルまで達すること

がある。白い部分は 0.5～0.6 メートル、茎の

直径は 3～5 センチ、重さは一本 500 グラム

以上で、「葱の王」とも呼ばれている。章丘の

葱は辛い味が淡い、香り高く潤いがあり、白い



厚くて歯ざわりがよい。長期に保存しても変質

せず、繊維も細く、汁が多く、甘い味がしてい

る。） 

部分は厚くてパリッとした食感である。長期に

保存しても変質せず、繊維も細く、汁が多く、

甘い味がする。） 

地理的表示である団体商標、証明商標の指

定商品に特定の品質、信用・評判又はその他

の独特の特徴がないものは、『商標法』第十

六条第二項の規定を以って拒絶する。 

地理的表示である団体商標、証明商標の指定

商品に特定の品質、信用・名誉又はその他の

独特の特徴がないものは、「商標法」第十六条

第二項の規定を以って拒絶する。 

例：  

 

指定商品：醤油 

 

（出願人の提出した資料では、特定の地域に

生産する醤油が特定の品質、信用・評判およ

びその他の独特の特徴を持つことを表明する

ことができない。） 

 

2．地理的表示である団体商標、証明商標の

指定商品の特定の品質、信用・評判およびそ

の他の特徴と、当該地理的表示の表示する

地域の自然的要素若しくは人文的要素との

関連の審査。 

2．地理的表示である団体商標、証明商標の

指定商品の特定の品質、信用・名誉又はその

他の特徴と、当該地理的表示の表示する地域

の自然的要素若しくは人文的要素との関連に

対する審査 

地理的表示である団体商標、証明商標の指

定商品の特定の品質、信用・評判又はその

他の特徴が、主として当該地理的表示の表

示する地域の自然的要素若しくは人文的要

素により決定されるものでなければならない。 

地理的表示である団体商標、証明商標の指定

商品の特定の品質、信用・名誉又はその他の

特徴が、主として当該地理的表示の表示する

地域の自然的要素若しくは人文的要素によっ

て決まるものでなければならない。 

（1）主として現地の自然条件により決定され

るもの。 

（1）主として現地の自然条件により決定される

もの 

例： 例： 



 

指定商品：新鮮の葡萄 

 

  指定商品：ぶどう 

（新疆のトルファン地域は独特の水、土壌、日

照、気温などの自然資源に恵まれるため、産

出する「吐魯番葡萄」は皮が薄く、歯ざわりが

よいほか、糖の含有量が高くて、干しブドウの

産出率が高いなどの独特な品質を有する。） 

（新疆のトルファン地域特有の水、土壌、日

照、気温などの自然資源によって、「吐魯番葡

萄」は皮が薄く、歯ざわりがよく、糖の含有量

が高くてすっぱくなく、干しブドウの産出率が高

いなど特有の品質を有する。） 

 

指定商品：茶の葉 

 

指定商品：茶の葉 

（「安溪鉄観音」は福建省の安渓県に生産さ

れる半発酵茶である。現地は亜熱帯海洋性

季節風の気候で、山々に抱かれて豊富な有

機質を含む厚い土壌などの地理的環境に恵

まれている。産地の土壌、海抜、平均気温、

降水、温度、湿度に独特な製造方法を加えて

出来上がった「安溪鉄観音」は、茶葉が硬く締

まり、多少黒っぽい緑色で、お茶の色は明る

い杏のような色で、爽やかな花の香りと後味

の甘さなど独特な品質を有する。） 

（「安溪鉄観音」は半発酵茶に属し、福建省の

安渓県で生産されている。産地は亜熱帯海洋

性季節風の気候で、山々に抱かれて豊富な有

機質を含む厚い土壌などの地理的環境に恵

まれている。産地の土壌、海抜、平均気温、降

水、温度、湿度に独特な製造方法を加えて出

来上がった「安溪鉄観音」は、茶葉が固く丸ま

った濃い緑色で、油を塗ったような光沢を帯び

る。お湯を注いだ後の香りが長く続き、お茶の

色（水色）は黄金色に輝き、爽やかな香りと芳

醇で濃い味を持ち、後味は甘いなど、独特な

品質を有する。） 

（2）自然的要素と人文的要素により決定され

るもの。 

（2）自然的要素と人文的要素によって決まるも

の 

例： 例： 

  



指定商品：黄酒（醸造酒）   指定商品：黄酒（醸造酒） 

（「紹興黄酒」の特定の品質は現地の醸造原

料となる「鑑湖水」および独特の生産工芸に

より決定されるものである。現地では四季の

変化が明確で降水が豊富な環境に恵まれ

て、醸造に必要な微生物の生長に適してい

る。鑑湖の澄み切っている水に豊かな微量元

素と鉱物質が含まれる。「紹興黄酒」は精選

のもち米を原料として「鑑湖水」で醸造される

もので、酒がオレンジ色で芳醇で深い味わい

といった特徴を有する。） 

（「紹興黄酒」の特定の品質は「鑑湖水」および

独特の生産工芸により決定されるものである。

産地では四季の変化が明確で降水が豊富な

環境に恵まれて、醸造に必要な微生物の生長

に適している。鑑湖の澄み切っている水に豊

かな微量元素と鉱物質が含まれる。「紹興黄

酒」は精選されたもち米を原料として「鑑湖水」

で醸造されるもので、酒がクリアで透明なオレ

ンジ色で芳醇で濃い味を持ちながら、まろやか

な味わいとなっている特徴を有する。） 

（3）主に人文的要素により決定されるもの。 （3）主に人文的要素によって決まるもの 

例： 例： 

 

指定商品：織物；装飾用織物 

 

指定商品：布地、室内装飾用品布地 

（南京云錦は明代の早期に南京の錦織りの

手工芸業者が発明する工芸で1500 年以上

の手工の織り作業の歴史を誇っている。その

「木机粧花」といった工芸はわが国の錦織り

の歴史で今日に伝わる唯一の、機械が取っ

て代わることができない、人の記憶だけにより

伝承してきた手工織りの工芸である。 

（南京云錦は明代の早期に南京の錦織りの手

工芸業者が発明した工芸で 1,500 年以上の

手工の織り作業の歴史を誇っている。その「木

机粧花」といった工芸はわが国の錦織りの歴

史の中で今日に伝わる唯一の、機械が取って

代わることができない、人間の記憶だけにより

伝承してきた手工織りの工芸である。 

3．生産地域の範囲の審査 3．生産地域の範囲の審査 

 地理的表示の表示する地域の生産地域の範

囲は、県誌、農業誌、産品誌、年鑑、教科書に

記載する地域の範囲であってもよく、地理的表

示の表示する地域の県級以上の人民政府又

はその1級上の業界主管部門から発行される

地域範囲証明書類によって決まるものであっ

てもよい。地理的表示の表示する地域範囲が

一つの市、県内である場合、当該市、県の人



民政府又は業界主管部門が証明書類を発行

するものとする。地域範囲が同一の省に属す

る二つ以上の市、県である場合、当該市、県

の共通の1級上の人民政府又は業界主管部

門が証明文書を発行するものとする。省を跨

る場合、中央人民政府の農業主管部門又は

対応する省の人民政府間で協議して解決する

ものとする。 

出願人が地理的表示の示す商標の生産地域

の範囲について、省級又は省級以上の業種

主管部門の発行する証明書類をもって確定し

なければならない。当該地域範囲は所在地

の現在の行政区画の名称、範囲と完全に一

致する必要がない。 

当該地域範囲は、所在する地域の現行の行

政区画の名称、範囲と一致しなくてもかまわな

い。 

生産地域の範囲は次に掲げる方法の一によ

って画定することができる。 

又は生産地域の範囲は、次に掲げる方法の

いずれか一つ又はそれらの組合せによって画

定することができる。 

 （1）行政区画 

1、経緯度の方法 （2）経緯度 

2、自然環境にある山、川など地理的特徴を

境界線とする方法 

（3）自然環境にある山、川など地理的特徴を

境界線とする 

3、地図で表示する方法 （4）地図の表示 

4、生産地域の範囲を明確に特定できるその

他の方法 

（5）その他の生産地域の範囲を明確に特定で

きる方法 

第七部分 特殊標識の審査 第八部分 特殊標識の審査 

一、法的根拠 一、法的根拠 

国務院 『特殊標識管理条例』（1996 年 7 月

13 日により施行） 

国務院 「特殊標識管理条例」（1996 年 7 月

13 日により施行） 

二、関係解釈 二、関連解釈 

特殊標識とは、国務院の認可を得て主催され

る全国的、国際的な文化、体育、科学研究お

よびその他の社会公益活動に使用される、文

字、図形で構成される名称および略称、ロゴ

マーク、マスコットなどを言う。 

特殊標識とは、国務院の認可を得て主催され

る全国的、国際的な文化、体育、科学研究お

よびその他の社会公益活動に使用される、文

字、図形で構成される名称および略称、ロゴマ

ーク、マスコットなどをいう。 

特殊標識の有効期限は四年、登録認可の日

から起算する。特殊標識の所有者が期限満

特殊標識の有効期間は四年で、登録認可の

日から起算する。特殊標識の所有者が期間満



了後の三カ月以内で延期を申請することがで

きる。 

了後の三カ月以内に延期を申請することがで

きる。通常、延期は 1 回だけ認められる。特殊

標識が期間満了時に顕著な特徴を備えている

場合、商標登録を出願することで保護を受け

ることができる（Eurasia Commodity and Trade 

Expoの特殊標識事件）。 

特殊標識は『特殊標識管理条例』の規定に基

づき方式審査、実体審査、登録を行う。この

中、実体審査は法律、行政法規の禁ずる内

容の有無と顕著性の審査に限られ、『商標

法』第二十八条、第二十九条に違反するもの

についての審査は含まれない。登録されてい

る特殊標識が他人の先行の商標権、専利権

又は著作権を侵害したものについて、如何な

る組織と個人も、国務院の工商行政管理部

門に当該特殊標識の登録無効の宣告を請求

することができる。 

特殊標識については「特殊標識管理条例」の

規定に基づき方式審査、実体審査、登録を行

う。実体審査には法律、行政法規の禁ずる内

容含有と顕著性欠乏の審査が含まれ、「商標

法」第三十条、第三十一条の審査は含まれな

い。登録されている特殊標識が他人の先行の

商標権、専利権又は著作権を侵害した場合、

如何なる組織又は個人も、国務院の工商行政

管理部門に当該特殊標識の登録無効の宣告

を請求することができる。 

三、審査の内容 三、審査の内容 

（一）特殊標識の方式審査 （一）特殊標識の方式審査 

特殊標識の出願人は以下の書類を提出しな

ければならない。 

特殊標識の出願人は、以下の書類を提出しな

ければならない。 

1、当該社会的公益活動を認可する国務院の

書類 

1、当該社会的公益活動を認可する国務院の

書類 

2、他人による特殊標識の許諾使用に関する

条件と管理方法。 

2、他人による特殊標識の許諾使用に関する

条件と管理方法 

 3、特殊標識の図面 5部 

 4、他人に代理を委託する場合、委託書を添付

しなければならない 

（二）特殊標識の実体審査 （二）特殊標識の実体審査 

以下の文字、図形を含む特殊標識は、登録を

受けることができない。 

以下の文字、図形を含んで構成される特殊標

識は、登録を受けることができない。 

1、国家又は国際組織の尊厳もしくはイメージ

を損なうもの 

1、国家又は国際組織の尊厳もしくはイメージ

を損なうもの 

2、社会の公序良俗を害するもの 2、社会の公序良俗と公共秩序を害するもの 

3、民族差別の性格を帯び、民族団結にマイ

ナスの影響をもたらすもの 

3、民族差別の性格を帯び、民族団結に不利

なもの 



4、顕著性に欠け、識別しにくいもの 4、顕著性に欠け、識別しにくいもの 

5、法律や行政法規により禁止されるその他

の内容 

5、法律や行政法規により禁止されるその他の

内容 

四、特殊標識登録の無効宣告を請求する手

続き 

四、特殊標識登録の無効宣告を請求する手続

き 

登録された特殊標識が次の各号の何れに該

当する場合、如何なる組織と個人も、特殊標

識の公告発表日から有効期限満了の間に、

国務院の工商行政管理部門に理由と証拠を

提出し、当該特殊標識の無効宣告を請求す

ることができる。 

登録された特殊標識が次の各号の何れかに

該当する場合、如何なる組織と個人も、特殊

標識の公告掲載日から有効期間満了日にか

け国務院の工商行政管理部門に理由を説明

しそれ相応の証拠を提出して、当該特殊標識

の無効宣告を請求することができる。 

（一）先に出願した特殊標識と同一又は類似

するもの 

（一）先に出願した特殊標識と同一又は類似す

るもの 

（二）先に登録を出願した商標又は登録され

ている商標と同一又は類似する 

（二）先に登録を出願した商標又は登録されて

いる商標と同一又は類似するもの 

（三）先に出願した意匠又は登録されている

意匠と同一又は類似するもの 

（三）先に出願した意匠又は登録されている意

匠と同一又は類似するもの 

（四）他人の著作権を侵害するもの （四）他人の先行著作権を侵害するもの 

 第九部分 商標代理機構による商標登録出願

の審査 

 一、法的根拠 

 「商標法」第十九条第四項 商標代理機構は

その代理している業務に関する商標登録出願

を除き、その他の商標の登録出願をしてはな

らない。 

 「商標法実施条例」第八十七条 商標代理機

構がその代理業務以外のその他の商標に関

する登録出願又は譲受申請を行う場合、商標

局はそれを受理しない。 

 二、関連解釈 

 「商標法」にいう商標代理機構とは、商標局へ

の届出を行なった、商標代理業務に従事する

サービス機関と商標代理業務に従事する弁護

士事務所をいう。 

 三、商標代理機構による商標登録出願の審査 

 商標の方式審査において、商標代理機構が



代理業務以外の指定商品又は役での登録出

願をした場合、これを受理しない。既に受理し

た場合、実体審査において拒絶する。代理業

務項目については、一般の商標出願として審

査を行なう。 

 今現在、商標代理機構による代理業務を暫定

として「類似商品と役務区分表（ニース分類第

10版に基づく）」における第4506グループ内の

役務項目とする。 

 第十部分 商標法第五十条の適用に関する規

定 

 一、法的根拠 

 「商標法」第五十条 登録商標が取消されたと

き、無効宣告されたとき、又は期間満了しても

更新されないときは、取消、無効宣告又は抹

消の日から 1 年以内は、商標局は当該商標と

同一又は類似する商標の登録を認めない。 

 二、関連解釈 

 第五十条の立法の目的は、次の通りである。

登録商標が取消されたとき、無効と宣告され

たとき、又は期間満了しても更新されないと

き、一定の隔離期間を設定せずに同一又は類

似する新しい商標を認めると、次のような状況

が発生しかねない。すなわち、元の登録者の、

取消された、無効と宣告された、又は期間満

了しても更新されない商標に係る商品又は役

務が市場から撤退していないまま、新しい商

標登録者の商品又は役務が市場に投入され

てしまい、。結局、市場には同一又は類似する

商標がついた、二つの企業に生産された商品

が出回り、商品者の混同を招きかねない。こ

のような事態を防ぐために、第五十条を適用

する必要がある。 

 正当な理由なく 3年間連続して使用されないこ

とで取消された登録商標は、特殊性がある。

すなわち、元の登録者は 3 年間連続して当該



登録商標を使用しておらず、市場にも当該登

録商標に係る商品又は役務が現れていない。

これは第五十条「一年の隔離期間」の立法目

的を満たすため、無効審判期間が過ぎた後

に、元の登録者が無効審判を請求しなけれ

ば、引用しなくてもかまわない。 

 三、「商標法」第五十条の適用 

 審査決定を行なう時点で、先に存在する同一

又は類似する登録商標が取消され（3 年間連

続して使用されないことで取消された場合は

除く）、無効宣告され、又は期間が満了しても

更新されない場合、取消公告日、無効審判期

間満了日、又は商標専用権の期間満了日か

ら起算して 1 年未満であれば、第五十条を適

用して、引用しなければならない。 

 先に存在する同一又は類似する登録商標が 3

年間連続して使用されないことでされた場合、

第五十条を適用せず、無効審判期間が満了し

ても、元の登録者が無効審判を請求しなけれ

ば、引用しないものとする。 

 元の登録者が新たに当該商標登録を出願す

る場合、商標法第五十条の規定を適用しな

い。 

 第十一部分 審査意見書の適用 

 一、法的根拠 

 「商標法」第二十九条 審査の過程において、

商標局が、商標登録出願の内容に関して説明

又は補正が必要と判断したときは、出願人に

説明又は補正を行なうよう要求することができ

る。出願人は説明又は補正を行なわないとき

は、商標局の審査決定に影響を及ぼさない。 

 「商標法実施条例」第二十三条 商標法第二

十九条の規定により、商標局が商標登録出願

の内容について説明又は補正する必要がある

と判断した場合には、出願人は商標局の通知

を受取った日から 15日以内に説明又は補正し



なければならない。 

 二、関連解釈 

 審査意見書は、商標局が、商標登録出願が

「商標法」の関連規定に違反しているが、例外

規定に合致する可能性があると判断されるな

ど場合に、出願人に法定期限までに商標登録

出願について説明や補正を行ない、例外規定

適用対象にあたることを証明する資料などを

補充するよう求めるときの手順である。 

 三、審査意見書の適用 

 （一）適用範囲 

 1、「商標法」第十条第一項第（二）、（三）、

（四）号、第二項但し書きの規定に合致する可

能性があり、出願人による説明を経て予備査

定を受け得る場合。 

 2、新聞、雑誌、定期刊行物、ニュース刊行物

など特殊な商品を指定して、国名、県級以上

の行政区画名を含むものを登録出願し、出願

人に関連証拠材料（例えば、「定期刊行物出

版許可証」など）を提示させる必要がある場

合。 

 3、「商標法」第十一条第二項の規定に合致す

る可能性があり、出願人による説明を経て予

備査定を受け得る場合。 

 商標登録出願は色彩組合せ商標又は音声商

標であり、かつ願書によりそれが顕著な特徴

を備えていることを確認できず、出願人による

使用証拠の再度補充で、長期間の使用を経て

顕著な特徴を備えるようになったことを説明し

た後に、予備査定を受け得る場合。 

 商標登録出願中に顕著でない部分が含まれ、

これを理由に予備査定を認めるべきでない

が、出願人による補正を経て予備査定を受け

得る場合。 

 4、確かに適用する必要があるその他の場合。 

 （二）使用要求 



 審査意見書は願書ごとに使用すべきであっ

て、１回のみに限定する。 

 四、審査意見書の説明/補正意見の審査 

 （一）説明/補正意見の方式審査 

 審査意見書への説明/補正意見をする応答側

は、商標登録出願人又はその代理人でとす

る。 

 商標登録出願人又はその代理人は審査意見

書を受け取った日から 15 日以内に説明/補正

意見を応答した場合、時間通りの応答とみな

される。 

 （二）説明/補正意見の実体審査 

 出願人はその商標登録出願が「商標法」第十

条第一項第（二）、（三）、（四）号、第二項の但

し書きの規定に合致することを説明した場合、

その説明/補正意見の審査は本基準第一部

分第三、四、五、十号の関連規定を適用する。

出願人が外国政府、政府間国際組織、その他

の政府部門による登録許可又は登録授権の

証明文書を提供し、およびその商標が外国で

登録されている旨の証明文書を提出する場

合、原本又は授権側からサインや押印された

コピーを提出しなければならない。法律但し書

き部分の適用は、証明文書に示される範囲と

限定すべきであって、商標、商品又は役務の

範囲を拡大解釈してはならない。 

 出願人はその商標登録出願が「商標法」第十

一条第二項の規定に合致することを説明した

場合、その説明/補正意見の審査は本基準第

二部分第七号の関連規定を適用する。 

 出願人は色彩組合せ商標について使用証拠

を補足して、当該商標が長期間の使用を経て

顕著な特徴を備えるようになったことを説明し

た場合、その説明/補正意見の審査は本基準

第五部分第四号の関連規定を適用する。 

 出願人は音声商標について使用証拠を補足し



て、当該商標が長期間の使用を経て顕著な特

徴を備えるようになったことを説明した場合、

その説明/補正意見の審査は本基準第六部

分第四号の関連規定を適用する。 

 出願人はその商標登録出願を補正するに当っ

て、商標の顕著でない部分の専用権の放棄を

声明することができるが、商標の補正を行なっ

てはならない。 

 下編 

 商標審理基準 

 一、他人の馳名（＝著名）商標の複製、模倣又

は翻訳の審理基準 

 「商標法」第十三条 関連する公衆に熟知され

ている商標について、所有者がその権利を侵

害されたと判断したときは、この法律の規定に

より馳名商標の保護を請求することができる。 

 同一又は類似の商品について登録出願した

商標が、中国で登録されていない他人の馳名

商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、

容易に混同を生じさせるときは、その登録を認

めず、かつその使用を禁止する。 

 非同一又は非類似の商品について登録出願

した商標が、中国で登録されている他人の馳

名商標を複製、模倣又は翻訳したものであっ

て、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の

利益に損害を与え得るときは、その登録を認

めず、かつその使用を禁止する。  

 「商標法」第十四条 馳名商標は、当事者の請

求により、商標に係る案件の処理において認

定が必要な事実として認定を行わなければな

らない。馳名商標の認定には、以下の要素を

考慮しなければならない。 

 （一）関連する公衆の当該商標に対する認知

度。 

 （二）当該商標の持続的な使用期間。 

 （三）当該商標のあらゆる宣伝業務の持続期



間、程度および地理的範囲。 

 （四）当該商標の馳名商標としての保護記録。 

 （五）当該商標が馳名であることのその他の要

因。 

 商標登録の審査、工商行政管理部門による商

標法違反案件の摘発の過程において、当事

者がこの法律の第十三条の規定により権利を

主張する場合、商標局は、案件の審査、処理

の必要性に応じて、商標の馳名性の状況につ

いて認定することができる。 

 商標紛争の処理過程において、当事者がこの

法律の第十三条の規定により権利を主張する

場合、商標評審委員会は、案件の処理の必要

性に応じて、商標の馳名性の状況について認

定することができる。 

 商標に係る民事、行政案件の審理過程におい

て、当事者がこの法律の第十三条の規定によ

り権利を主張する場合、最高人民法院が指定

した人民法院は、案件の審理の必要性に応じ

て、商標の馳名性の状況について認定するこ

とができる。 

 生産、経営者は、「馳名商標」の表示を商品、

商品の包装若しくは容器に使用したり、又は

広告宣伝、展示およびその他の商業活動に使

用したりしてはならない。 

 「商標法」第四十五条第一項 既に登録された

商標が、この法律の第十三条第二項および第

三項、第十五条、第十六条第一項、第三十

条、第三十一条、第三十二条の規定に違反し

た場合、商標の登録日から 5 年以内に、先行

権利者又は利害関係者は、商標評審委員会

に当該登録商標の無効宣告を請求することが

できる。悪意のある登録であるときは、馳名商

標所有者は、5年間の期間制限を受けない。 

 「商標法実施条例」第三条 商標権保有者が

商標法第十三条の規定に基づいて馳名商標



の保護を請求する場合には、その商標が馳名

商標に該当する証拠を提出しなければならな

い。商標局および商標評審委員会は、商標法

第十四条の規定に基づいて、審査処理する案

件の必要および当事者の提出した証拠資料を

もとに、その商標の馳名性の状況について認

定する。 

 1.はじめに 

 上記の規定は、馳名商標に対する保護を具体

化したものである。すなわち、馳名商標所有者

の利益を保護し、公平な競争と消費者の権利

を守ることを出発点として、馳名商標の知名度

および信用を利用し、市場の混乱又は大衆の

誤認を招き、馳名商標所有者の利益を侵害す

る恐れのある商標登録行為を禁じることで、登

録原則を厳格に実施することによって生じ得る

不公平な結果を補うものである。 

 商標異議申立て、不登録決定不服審判および

無効宣告案件の審理において、他人の馳名

商標の複製、模倣又は翻訳問題に関するもの

で、商標所有者が自分の権利を侵害されたと

考える場合、本基準を原則として案件ごとの個

別判定を行う。 

 2.馳名商標の認定原則 

 2.1 案件ごとの個別の認定。まず、当事者は

必ず具体的な商標案件において、係争商標が

自分の既に関連公衆に熟知されている商標に

対する複製、模倣、翻訳に当るほか、混同を

招いたり、公衆を誤認さたりして、当該馳名商

標所有者の利益を損なうおそれがあると考え

るときにのみ、馳名商標認定を請求することが

できる。また、馳名商標の認定が必要な案件

において、馳名商標の認定結果は本案件にだ

け有効である。馳名商標と認定されたものは、

本案件において馳名商標の保護記録として考

慮することができる。 



 2.2 受動的保護。商標局、商標評審委員会

は、具体的な商標案件において、当事者の請

求に応じて、その商標が馳名であるかを認定

し、かつ事実認定をした上で、決定又は裁決を

出すことができる。当事者は馳名商標としての

保護を主張しない場合、商標局、商標評審委

員会は自発的に認定をしない。 

 2.3 必要に応じた認定。係争商標が他人商標

と大きく相違し、又は係争商標の指定商品・役

務が他人商標の指定商品・役務と大きく相違

し、係争商標の登録出願が、混同を招いたり、

公衆を誤認させたりして、当該馳名商標の登

録者の利益を損なうおそれがない場合、商標

局、商標評審委員会は他人商標が馳名である

かを認定する必要がない。 

 3.適用条件 

 3.1 「商標法」第十三条第二項を適用するに

は、次の条件を満たさなければならない。 

 （1）他人商標が係争商標の出願日前に既に

馳名（=著名）となっているが、中国で登録され

ていない。 

 （2）係争商標が他人の馳名商標に対する複

製、模倣又は翻訳に当る。 

 （3） 係争商標を使用する商品・役務は他人の

馳名商標を使用する商品・役務と同一又は類

似している。 

 （4）係争商標の登録又は使用は混同を招きや

すい。 

 3.2 「商標法」第十三条第三項を適用するに

は、次の条件を満たさなければならない。 

 （1）他人商標が係争商標の出願日前に既に

著名となっており、かつ中国で登録されてい

る。 

 （2）係争商標が他人の馳名商標に対する複

製、模倣又は翻訳に当る。 

 （3） 係争商標を使用する商品・役務は他人の



馳名商標を使用する商品・役務と同一又は類

似していない。 

 （4）係争商標の登録又は使用は公衆をミスリ

ードすることで、当該馳名商標登録者の利益

を損なうおそれがあること。 

 4.馳名商標の判定 

 4.1 馳名商標とは、中国において関連公衆に

熟知されている商標をいう。 

 関連公衆には、次のものが含まれるがこれら

に限らない。 

 （1）商標により示される商品の製造者又は役

務の提供者。 

 （2）商標により示される商品・役務の消費者。 

 （3）商標により示される商品・役務の販売経路

に関わる販売者および関係者等。 

 4.2 馳名商標に当るかを認定するときは、

個々の案件の状況を踏まえて、次の各種要素

を勘案しなければならない。 

 （1）関連公衆の当該商標に対する認知度。 

 （2）当該商標の使用継続期間。 

 （3）当該商標のなんらかの宣伝活動の継続期

間、程度と地理的範囲。 

 （4）当該商標が馳名商標として保護を受けた

記録。 

 （5）当該商標が馳名であるその他の要素。 

 4.3 馳名商標を認定するに当たって、次に掲

げる証拠に基づき、総合的に判定することが

できる。 

 （1）当該商標を使用する商品・役務の契約、領

収書、貨物引替証、銀行入金証憑、輸出入証

憑等。 

 （2）当該商標を使用する商品・役務の販売区

域の範囲、販売網の分布および販売経路、方

法に関する資料。 

 （3）当該商標に係る放送、映画、テレビ、新聞

紙、定期刊行物、インターネット、室外等のメ



ディアの広告、メディアの評論およびその他の

宣伝活動資料。 

 （4）当該商標を使用する商品・役務が参加した

展示会、博覧会に関する資料。 

 （5）当該商標を最初に使用した時期および使

用継続状況に関する資料。 

 （6）当該商標の中国、国外および関係地域に

おける登録の証明書。 

 （7）当該商標が馳名商標と認定され保護を受

けたことに関する法律文書、および当該商標

が侵害又は詐称された状況。 

 （8）資格を有する会計士事務所から発行さ

れ、公信力を有する権威ある機構から公布さ

れた当該商標を使用する商品・役務の売上、

利益納税金額、生産額の統計、および市場シ

ェア、広告金額の統計など。 

 （9）当該商標を使用する商品・役務の、全国同

業界でのランキング又は市場シェア。国家業

界主管部門の証明書、国家業界主管部門の

公式公開データ、民政部門に登記されている

全国的業界協会の公開又は半公開のデータ

と発行した証明書、権威ある評価機構の評価

など、業界でのランキング又は市場シェアを証

明できる資料なら、いずれも証拠となれる。 

 （10）当該商標を使用する商品・役務が国家発

明特許を取得した状況、および出願人の自主

イノベーションのその他の状況。 

 （11）当該商標を使用する商品・役務の技術が

国家標準、業界標準になっている。 

 （12）当該商標の受賞状況。 

 （13）当該商標の知名度を証明できるその他

の資料。 

 4.4 当該商標を使用する商品・役務の販売、

経営状況は、販売契約、領収書など有効な証

拠により裏付けられていなければならない。 

 請求人の経済的指標を証明する企業の年度



報告又は上場企業の上場年報は、原本又は

公証を受けたコピーを提出しなければならな

い。納税金額は、税務機関による証明書の原

本又は公証を受けたコピーにより裏付けられ

ていなければならない。 

 4.5 当事者は、当該商標の広告契約、領収

書、広告メディア、などの証拠を提出して、当

該商標宣伝の広告費用、形式・メディア、継続

時間、カバー範囲などを証明しなければならな

い。 

 4.6 請求人は、販売契約又は販売領収書など

の証拠を提出して、当該商標を使用する商品・

役務が既に複数の省（自治区、直轄市）で販

売・経営されていることを証明しなければなら

ない。 

 4.7 上記証拠は原則的として係争商標の出願

日前の証拠に限定する。当該商標が未登録

商標である場合、その継続使用時間が 5 年間

を下回らないことを証明する証拠資料を提出し

なければならない。当該商標が登録商標であ

る場合、その登録時間が 3 年間を下回らず、

又は継続使用時間が 5 年間を下回らないこと

を証明する証拠資料を提出しなければならな

い。 

 4.8 当事者が提出した域外の証拠資料は、当

該商標が中国の関連公衆に知られていること

を裏付けられるものでなければならない。 

 当該商標が馳名商標の認定請求において、

上記すべての条件を満たさないが、請求人が

提出した証憑により、当該商標が市場におい

て確かに高く評価されていることを証明でき、

馳名商標に認定するのに十分である場合、認

定することもできる。 

 馳名商標の認定は、当該商標の中国での登

録、登録出願又は当該商標を使用する商品・

役務の中国での実際の生産、販売もしくは提



供を前提としない。当該商標を使用する商品・

役務の宣伝活動も当該商標の使用に当たり、

これに関連する資料は、当該商標が馳名であ

るかを判断するときの証拠となる。 

 4.9 当該商標の使用継続期間と状況を証明す

るための証拠資料は、ビジネス習慣として、使

用した商標標識、商品・役務、使用期日と使用

者を示せるものでなければならない。 

 4.10 案件の審理にあたって、既に商標行政主

管機関又は司法機関によって認定された馳名

商標に係る場合、相手方当事者は商標が馳

名であることについて異議を有しないときは、

これを認めることができる。 

 5.他人の馳名商標の複製、模倣又は翻訳の判

定 

 5.1 複製とは、係争商標が他人の馳名商標と

同一であることをいう。 

 5.2 模倣とは、係争商標が他人の馳名商標を

剽窃し、他人の馳名商標の顕著な部分又は顕

著な特徴を踏襲することをいう。 

 馳名商標の顕著な部分又は顕著な特徴とは、

馳名商標の主な識別作用を果たす部分又は

特徴をいい、特定の文字又はその組合せ方法

および字体表現方式、特定の図形構成方法お

よび表現方式、特定の色彩の組合せ等が含ま

れる。 

 5.3 翻訳とは、係争商標が他人の馳名商標を

別の言語文字で表現し、かつ当該言語文字が

既に他人の馳名商標と対応関係を形成してお

り、関連公衆に広く知られ、又は習慣的に使用

されていることをいう。 

 6.混同、誤認の可能性の判定 

 6.1 混同、誤認には、次の場合が含まれる。 

 （1）消費者が商品・役務の出所について、係

争商標が表示されている商品・役務を馳名商

標の所有者が製造し、又は提供したものであ



ると誤認する場合。 

 （2）消費者に、係争商標が表示されている商

品の製造者又は役務の提供者と馳名商標の

所有者との間になんらかのつながりがあると

連想させる場合。例えば、投資関係、ライセン

ス関係又は提携関係など。 

 6.2 誤認には、次の場合が含まれる。  

 （1）関連公衆に、係争商標と他人の馳名商標

間に一定の程度のつながりがあると認識さ

せ、馳名商標の顕著性を弱めるのに十分であ

る場合。  

 （2）係争商標の登録・使用により、馳名商標の

市場評判が下げられる恐れがある場合。  

 （3）係争商標の登録・使用により、馳名商標の

市場評判が不正に利用される恐れがある場

合。 

 6.3 混同、誤認の判定は、混同、誤認の実際

発生を要件とせず、混同、誤認の可能性の有

無を判定するだけでよい。 

 6.4 混同、誤認の可能性の判定にあたって

は、次の各種要素を総合的に勘案しなければ

ならない。 

 （1）係争商標と他人の馳名商標との類似度。 

 （2）他人の馳名商標の独創性。 

 （3）他人の馳名商標の知名度。 

 （4）係争商標および他人の馳名商標のそれぞ

れを使用する商品・役務の関連度。 

 （5）混同、誤認を招くおそれのあるその他の要

素。 

 7.馳名商標保護の範囲の判定 

 7.1 中国で登録されていない馳名商標につい

ては、「商標法」第十三条第二項の規定によ

り、保護の範囲は、同一又は類似の商品・役

務に及ぶ。 

 7.2 中国で既に登録されている馳名商標につ

いては、「商標法」第十三条第三項の規定によ



り、保護の範囲は、同一でない、又は類似しな

い商品・役務に及ぶ。 

 同一でない、又は類似しない商品・役務におい

て既に登録されている馳名商標の保護範囲を

拡大するにあたっては、公衆を誤認すること

で、当該馳名商標の登録者の利益を損なうお

それがあることを前提としなければならない。

個々の案件における馳名商標保護の具体的

な範囲は、本基準 6.3 に掲げる要素を総合的

に勘案して判定しなければならない。 

 8.悪意の登録の判定 

 他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳して登

録を出願した場合に、当該商標登録の日から

5 年以内に、馳名商標の所有者又は利害関係

者は、商標評審委員会に当該係争商標の無

効宣告を請求することができる。但し、悪意の

登録について、馳名商標の所有者による係争

商標の無効宣告請求は、5 年の時間的制限を

受けない。 

 係争商標出願人の悪意の有無を判定するに

あたって、次の要素を考慮することができる。 

 （1）係争商標出願人と馳名商標所有者との間

に過去に取引又は提携関係があった。 

 （2）係争商標出願人と馳名商標所有者とが同

一地域にあり、又は双方の商品・役務に同一

の販売経路と地域範囲がある。 

 （3）係争商標出願人と馳名商標所有者との間

に過去に他の争いが生じたことがあり、当該

馳名商標を知り得る。 

 （4）係争商標出願人と馳名商標所有者との間

に過去に内部人員の行き来があった。 

 （5）係争商標出願人に、登録後、不当利益の

獲得を目的とし、馳名商標の信用および影響

力を利用して誤認を招く宣伝を行い、馳名商

標所有者に自らとの取引提携を強要し、馳名

商標所有者又は他人に高額の譲渡金、ライセ



ンス料又は権利侵害賠償金を要求するなどの

行為があった。 

 （6）馳名商標には強い独創性がある。 

 （7）悪意と認定することができるその他の事

情。 

 二、被代理人又は被代表人の商標を無断で登

録した場合の商標審理基準 

 「商標法」第十五条第一項 授権されていない

代理人又は代表者が自らの名義により被代理

人又は被代表者の商標を登録し、被代理人又

は被代表者が異議を申し立てたときは、その

登録を認めず、かつその使用を禁止する。 

 1.はじめに 

 代理人又は代表人が授権を得ずに被代理人

又は被代表人の商標を無断で出願する行為

は、誠実信用の原則に反し、被代理人、被代

表人又は利害関係者の合法的権益を侵害す

るものである。上記規定の主旨は、代理人又

は代表人の悪意による抜け駆け登録行為を禁

じることにある。 

商標異議申立て、不登録決定不服審判および

無効宣告案件の審理において、代理人又は代

表人が被代理人又は被代表人の商標を無断

で登録する場合、本基準を原則として案件ごと

の判定を行う。 

 2.適用の条件 

 代理人又は代表人が授権を得ずに被代理人

又は被代表人の商標を無断で出願する行為を

認定するにあたっては、次の条件を満たさなけ

ればならない。 

（1）係争商標登録出願人が商標所有者の代理

人又は代表人である。 

（2）係争商標の使用範囲が、被代理人、被代

表人の商標と同一又は類似の商品・役務であ

る。 

（3）係争商標が被代理人、被代表人の商標と



同一又は類似している。 

（4）代理人又は代表人は、その出願行為につ

いて被代理人又は被代表人から授権されてい

ることを証明できない。 

登録商標の無効宣告案件において、被代理

人、被代表人又は利害関係者は、係争商標登

録の日から 5 年以内に無効宣告請求を申し立

てなければならない。 

 3.代理関係、代表関係の判定 

 3.1 代理人には、「中華人民共和国民法通

則」、「中華人民共和国契約法」に定める代理

人のほかに、商事取引に基づき被代理人の商

標を知り得る販売者も含まれる。 

代表人とは、被代表人に従属する特定の身分

を有し、職務行為を遂行することによって被代

表人の商標を知り得る個人をいい、法定代表

者、董事、監事、支配人、パートナー等の人員

が含まれる。 

 3.2 代理、代表関係について交渉している段

階で、代理人、代表人が被代理人、被代表人

の商標を知り、登録することで、被代理人、被

代表人の利益が損なわれる可能性をもたらし

たときは、「商標法」第十五条第一項にいう「代

理人、代表人の無断登録行為」に当る。 

代理関係が終了した後に、代理人、代表人が

被代理人、被代表人の商標の登録を出願する

ことで、被代理人、被代表人の利益が損なわ

れる可能性をもたらしたときは、「商標法」第十

五条第一項にいう「代理人、代表人の無断登

録行為」に当る。 

代理人又は代表人の名義で被代理人、被代

表人の商標の登録を出願してはいないが、登

録出願人と代理人又は代表人が結託共謀して

いることを証明する証拠がある場合、「商標

法」第十五条第一項にいう「代理人、代表人の

無断登録行為」に当る。結託共謀による抜け



駆け商標出願行為については、状況をみて、

商標登録出願人と上記代理人又は代表人間

の親族、投資関係などにより推定することがで

きる。 

 3.3 次に掲げる証拠によって、代理関係の存

在を証明することができる。 

（1）代理、販売契約。 

（2）代理、販売関係を証明できる取引証憑、調

達資料など。 

（3）代理、販売関係の存在を証明できるその

他の証拠。 

次に掲げる証拠によって、代表関係の存在を

証明することができる。 

（1）企業の登録登記資料。 

（2）企業の給与表、労働契約、任命文書、社会

保険、医療保険の資料。 

（3） 一方の当事者が被代表人に従属する特

定の身分を有し、職務行為を遂行することで被

代表人の商標を知り得ることを証明できるその

他の証拠資料。 

 4.被代理人、被代表人の商標 

 4.1 被代理人の商標には、次のようなものが

含まれる。 

（1）契約又は授権委託書に明記されている被

代理人の商標。 

（2）当事者間に約定がない場合、代理関係が

既に確定している時点で、被代理人がその代

理販売される商品・役務において既に先に使

用している商標は、被代理人の商標とみなさ

れる。 

（3）当事者間に約定がない場合、代理人がそ

の代理販売される商品・役務に使用する商標

は、代理人自身の広告宣伝などの使用行為に

よって、関連公衆に当該商標が被代理人の商

品・役務を他人の商品・役務から区別する標識

を示すものであると認識させるのに十分である



ときに、被代理人の商品・役務において被代理

人の商標とみなされる。 

 4.2 被代表人の商標には、次のようなものが

含まれる。 

（1）被代表人が既に先に使用している商標。 

（2）法により被代表人に帰属するその他の商

標。 

 5.被代理人又は被代表人の商標に対する保護

の範囲は、当該商標を使用する商品・役務と

同一の商品・役務だけでなく、類似の商品・役

務にも及ぶ。 

 6.代理人、代表人が登録を出願してはならない

商標は、被代理人又は被代表人の商標と同一

の商標だけでなく、被代理人又は被代表人の

商標と類似の商標も含まれる。 

 7.代理人、代表人が商標登録の授権を取得し

たかについての判定 

 7.1 被代理人、被代表人が行なった授権の内

容には、代理人、代表人が登録できる商品・役

務および商標標識が含まれなければならな

い。かつ、授権の意思表示が明瞭で明確なも

のでなければならない。 

 7.2 代理人又は代表人は、次の証拠資料を提

出して授権の事実が存在することを証明しな

ければならない。 

（1） 被代理人、被代表人が代理人、代表人に

対して行った書面による授権文書。 

（2） 被代理人、被代表人が代理人、代表人に

対して明瞭で明確な授権の意思表示を行った

と認定できるその他の証拠。 

 7.3 代理人、代表人が登録出願時に被代理

人、被代表人の明確な授権を取得していない

が、被代理人、被代表人が事後に当該登録出

願行為を追認した場合、代理人、代表人が被

代理人、被代表人の授権を取得したとみなす。

被代理人、被代表人が当該登録出願行為を



知り、かつ合理的な時間以内に反対の意思を

表示しなかったことを証明できる証拠がある場

合、代理人、代表人が被代理人、被代表人の

授権を取得したとみなす。 

 7.4 商標登録出願時に明らかに被代理人、被

代表人の授権を取得しているが、被代理人、

被代表人が事後になって後悔した場合、依然

として代理人、代表人が被代理人、被代表人

の授権を取得していると認定しなければならな

い。 

 三、特定関係者による他人の先使用商標の抜

け駆け出願の審理基準 

 「商標法」第十五条第二項 同一又は類似の商

品について登録出願された商標が、他人によ

り先使用されている未登録商標と同一又は類

似し、出願人は、当該他人と前項の規定以外

の契約、業務関係又はその他の関係を持って

いることにより、当該他人の商標の存在を明ら

かに知っていて、当該他人が異議を申し立て

たときは、その登録を認めない。 

 1.はじめに 

 特定関係者が契約、業務上のやり取り又はそ

の他の関係で他人の商標を明らかに知りなが

ら抜け駆け出願する行為は、誠実信用原則に

違反し、先行商標使用者又は利害関係者の合

法的権益を侵害している。上記規定の趣旨

は、特定関係を利用して他人の商標を明らか

に知りながら悪意で抜け駆け出願する行為を

禁止し、公平的で規則化した市場秩序を維持

することである。 

商標異議申立て、不登録決定不服審判および

無効宣告案件の審理において、特定関係者に

よる他人の先使用商標の抜け駆け出願に係る

場合、本基準を原則として案件ごとの判定を行

なう。 

 2.適用の条件 



 特定関係者による他人の先使用商標の抜け

駆け出願を認定するには、以下のような条件

を満たさなければならない。 

（1）他人の商標が係争商標の出願日前に既に

使用されている。 

（2）係争商標の登録出願人は、商標の先使用

者と契約、業務上のやり取り関係又はその他

の関係にあり、登録出願人は当該特定の関係

により明らかに他人商標の存在を知っている。 

（3）係争商標は他人の先使用商標と同一又は

類似する商品・役務での使用を指定されてい

る。 

（4）係争商標は他人の先使用商標と同一又は

類似する。 

登録商標の無効宣告案件において、商標の先

使用者又は利害関係者は、係争商標の登録

日から 5 年以内に無効宣告申請を提出しなけ

ればならない。 

 3.契約、業務上のやり取り関係およびその他

の関係の判定 

 契約、業務上のやり取り関係とは、双方が代

表、代理関係以外のその他のビジネス提携、

貿易のやり取り関係にあることをいう。その他

の関係とは、双方のビジネス上のやり取り以

外のその他の関係をいう。契約、業務上のやり

取り又はその他の関係の範囲の定義について

は、誠実信用原則を守るという立法主旨を出

発点とし、先行権利の保護と不公平な競争の

防止に立脚点を置かなければならない。契

約、業務上のやり取り関係又はその他の関係

により他人の先使用商標の存在を明らかに知

りながら抜け駆け出願するものでさえあれば、

例外なく本項の規定を適用して規制しなけれ

ばならない。 

よく見られる契約、業務上のやり取り関係に

は、次のようなものが含まれる。 



（1）売買関係。 

（2）委託加工関係。 

（3）加盟関係（商標使用許諾）。 

（4）投資関係。 

（5）イベントの賛助、共催。 

（6）業務考察、協議関係。 

（7）広告代理関係。 

（8）その他のビジネス上のやり取り関係。 

よく見られるその他の関係には、次のようなも

のが含まれる。 

（1）親族関係。 

（2）従属関係（例えば、第十五条第一項に規定

する代表人以外のその他の一般社員）。 

上述関係以外のその他の関係にあることによ

り先行商標を知った場合、本項に規定するそ

の他の関係に属する。 

以下に掲げる証拠により、契約、業務上のやり

取りおよびその他の関係の存在を証明するこ

とができる。 

（1）契約。 

（2）契約、業務上のやり取りを証明できる書

簡、取引証憑、購買資料など。 

（3）企業の給与表、労働契約、社会保険、医療

保険使材料、戸籍登記証明など。 

（4）特定関係の存在を証明するその他の証

拠。 

 4.「先使用」の判定 

 先使用は、係争商標の登録出願日前に、既に

中国の市場で使用されている商標でなければ

ならない。先使用には、実際に販売されている

商品、提供されている役務に使用される商標

だけでなく、商標について行なった普及宣伝も

含まれる。 

本条にいう先使用には、さらに係争商標が表

示された商品・役務が中国市場に参入するた

めに行なった実際の準備活動も含まれる。 



先使用者は単に商標が使用されていることを

証明すればよく、商標が使用を通じて一定の

影響力を持っていることを証明する必要がな

い。 

 5.特定関係者の名義で登録を出願していない

が、 登録出願人と特定関係者とが結託共謀し

ていることを証明できる証拠がある場合、「商

標法」第十五条第二項にいう特定関係者によ

る抜け駆け出願行為に当る。結託共謀による

抜け駆け出願行為については、状況を見て、

商標登録出願人と上記特定関係者間の親族、

投資などの関係により推定することができる。 

 6.特定関係者が登録出願してはならない商標

には、他人の先使用商標と同一の商標だけで

なく、他人の先使用商標と類似する商標も含ま

れる。 

 7.他人の先使用商標に対する保護の範囲は、

当該商標を使用する商品・役務と同一の商品・

役務だけでなく、類似する商品・役務にも及

ぶ。 

 四、他人先行権利の侵害に関する審理基準 

 「商標法」第三十二条 商標登録出願は、他人

の既存の先行権利を侵害してはならない。…

…。 

 1.はじめに 

 本条に規定する先行権利とは、係争商標の登

録出願日前に既に取得した、商標権以外のそ

の他の権利をいい、商号権、著作権、意匠権、

氏名権、肖像権および保護すべきその他の合

法的先行権益が含まれる。 

商標異議申立て、不登録決定不服審判および

無効宣告案件の審理において、先行権利の保

護に係る場合、本基準を原則として案件ごとの

判定を行う。 

本条にいう「既存」は、一般的には係争商標の

登録出願日を基準時点として、先行権利が形



成されているか、今現在にも合法状態にある

かを確定しなければならない。ただし、先行権

利が案件審理時に既に存在しなくなった場合

は、一般的には係争商標の登録に影響を及ぼ

さない。 

 2.先行権利 

 2.1商号権 

 2.1.1 他人が先に登録、使用し、かつ一定の知

名度を有する商号と同一又は類似する文字を

商標として登録出願し、中国の関連公衆の混

同を招きやすく、先行商号権者の利益を侵害

するおそれがある場合、他人の先行商号権に

対する侵害に当ると認定しなければならない。

係争商標の登録を認めず、又はその無効を宣

告しなければならない。 

 2.1.2適用の条件 

 （1）係争商標の登録出願日前に、他人が既に

先行してその商号を登記又は使用している。 

（2）当該商号が中国の関連公衆で一定の知名

度を有する。 

（3）係争商標の登録と使用は、関連公衆に混

同を生じさせやすく、先行商号権者の利益を侵

害するおそれがある。 

 2.1.3先行商号権の定義 

 商号権をもって係争商標に対抗するには、商

号の登記、使用日が係争商標の登録出願日

よりも早いものでなければならない。 

商号権を先に有していた事実は、企業の登記

資料、当該商号を使用した商品の取引文書、

広告宣伝資料などによって証明することができ

る。 

 2.1.4混同のおそれの判定 

 混同のおそれとは、係争商標の登録と使用に

より、当該商標によって示される商品・役務の

出所が商号権者であり、又は商号権者と何ら

かの特定のつながりがあると、関連公衆に誤



認させる可能性があることをいう。 

係争商標が先行商号と混同されやすく、先行

商号権者の利益を侵害するおそれがあると認

定するにあたっては、次の各種の要素を総合

的に勘案しなければならない。 

（1）係争商標と商号との類似性 

原則的には、係争商標が先行商号と同一又は

基本的に同一である場合には、混同を招きや

すい確率が高いが、個々の案件においては、

先行商号の独創性、知名度によって、係争商

標と商号が類似に当るかどうかを判断しなけ

ればならない。 

（2）係争商標の指定商品・役務と商号権者が

実際に経営している商品・役務との関連性 

先行商号権に対する保護は原則上、商号権者

が実際に経営している商品・役務と同一又は

類似する商品・役務に限定しなければならない

が、個々の案件においては、先行商号の独創

性、知名度および双方の商品・役務の関連性

によって、当該先行商号の保護範囲を具体的

に確定しなければならない。 

 2.1.5企業名称の略称、事業単位とその他の組

織の名称と略称、個人パートナーシップと自営

業者の商号と略称については、すべて本基準

を適用する。 

 2.2著作権 

 2.2.1著作権者の許諾を得ずに、他人の著作権

を有する著作物をもって商標登録を出願した

場合、他人の先行著作権の侵害に当ると認定

し、係争商標の登録を認めず、又はその無効

を宣告しなければならない。 

 2.2.2 適用の条件 

 （1）係争商標の登録出願日前に、他人が既に

先行して著作権を有していた。 

（2）係争商標が他人の先に著作権を有した著

作物と同一又は実質的に同一である。 



（3）係争商標の登録出願人が他人の著作権を

有する著作物に接触したことがあり、又は接触

する可能性がある。 

（4）係争商標の登録出願人が著作権者の許諾

を受けていない。 

 2.2.3先行著作権の定義 

 先に著作権を有するとは、係争商標の登録出

願日前に、他人が既に著作物を創作し完成さ

せ、又は相続、譲渡等の方式によって著作権

を取得していることをいう。 

先に著作権を有するという事実は、次に掲げる

証拠資料によって証明することができる。著作

権登記証書、当該著作物を先に公表したとい

う証拠資料、当該著作物を先に完成させたと

いう証拠資料、著作権を相続、譲渡等の方式

で先に取得したという証拠資料など。商標登録

証書又は係争商標登録出願日よりも遅い日に

登記された著作権登記証書は、単独で著作権

の成立を認定する立件証拠とすることができな

い。 

発効裁判文書において確認された「当事者が

著作権を先に有していた」という事実は、十分

な反証がない場合、これを認めることができ

る。 

 2.2.4「著作物」とは、「中華人民共和国著作権

法」の保護を受ける対象をいう。 

 2.2.5 係争商標の登録出願人が係争商標を独

自の創作によって完成させたことを証明できる

場合には、他人の先行著作権に対する侵害に

当らない。 

 2.2.6係争商標の登録出願人は、その主張する

「著作権者の許諾を受けた」という事実につい

て、挙証責任を負わなければならない。 

「中華人民共和国著作権法」およびその「実施

条例」の関連規定によると、係争商標の登録

出願人は、著作権者が当該登録出願人に対し



て「著作物を使用して商標の登録を出願するこ

とを許諾する」という直接かつ明確な意思表示

をしたことについて、証拠を示して証明しなけ

ればならない。 

 2.3意匠権 

 2.3.1 授権を受けずに、他人が意匠権を有する

意匠を商標として出願することで、先行意匠権

者の利益を損なうおそれがある場合、商標法

第三十二条の前半の規定を適用して、係争商

標の登録を認めず、又はその無効を宣告する

ことができる。 

 2.3.2適用の条件 

 （1）係争商標の登録出願日又は使用日前に、

他人が既に意匠権を有していた。 

（2）係争商標が意匠と同一又は類似している。 

 2.3.3他人の先行意匠権の定義 

 意匠権付与の公告日が係争商標の登録出願

日と使用日よりも早いものでなければならな

い。 

当事者は、意匠権を先に有していたことを主張

する場合、意匠証書、年金納付証憑などの証

拠資料を提出してこれを証明しなければならな

い。 

 2.3.4 係争商標と意匠との同一又は類似の判

断 

 係争商標と意匠とが同一又は類似するかを判

断するにあたっては、係争商標と意匠の全体

とを比較してもよければ、係争商標の本体の

顕著な部分と意匠の要部とを比較してもよい。 

係争商標と意匠とが同一また類似するかを認

定するにあたっては、原則として、商標の同

一、類似の審査基準を適用する。意匠におけ

る文字について、その特別な表現形式のみが

保護されるが、意味は意匠権の保護範囲に含

まれない。 

 2.3.5係争商標の登録出願人は、その主張する



「意匠権者の授権を受けた」という事実につい

て挙証責任を負わなければならない。 

 2.4氏名権 

 2.4.1 許諾を受けずに、他人の氏名を商標とし

て登録出願することで、他人の氏名権を損なう

おそれがある場合、係争商標の登録を認め

ず、又はその無効を宣告しなければならない。 

 2.4.2 適用の条件 

 （1）関連公衆の認識では、係争商標の文字が

当該氏名権者を指向している。 

（2）係争商標の登録は、他人の氏名権を損な

うおそれがある。 

 2.4.3 他人の氏名には、本名、筆名、芸名、別

名などが含まれる。 

「他人」とは、商標異議申立て、不登録決定不

服審判又は無効宣告を申し立てた時点で存命

中の自然人をいう。 

 2.4.4 係争商標が他人の氏名権を損なうかどう

かを認定するに当たって、関連公衆は、係争

商標がその指定商品において氏名権者を指向

し、又は氏名権者との対応関係を形成するお

それがあることを前提とするべきであって、係

争商標が他人の氏名と完全に同一であること

を含むほか、係争商標が他人の氏名と文字構

成上異なるが、他人の氏名の主要特徴を反映

しており、関連公衆の認識では当該氏名権者

を指向していることも含む。 

許諾を受けずに有名人の氏名を用いて商標登

録を出願し、又は他人の氏名であることを明ら

かに知りながら、他人の利益を侵害する目的

で商標登録を出願した場合には、他人の氏名

権に対する侵害に当ると認定しなければなら

ない。 

 2.4.5 係争商標登録出願人は、その主張する

「氏名権者の許諾を受けた」という事実につい

て、挙証責任を負わなければならない。 



係争商標の登録出願日前に氏名権者が許諾

を撤回した場合、氏名権者が使用を許諾した

商品・役務の範囲を超過して商標登録を出願

した場合、氏名権者が明確に許諾していない

使用商品・役務について商標登録を出願した

場合には、許諾を受けていないと見なされる。 

 2.4.6 氏名を用いて商標登録を出願し、公衆を

ミスリードし、公序良俗に反し、又はその他の

不良な影響がある場合には、「商標法」第十条

第一項第（七）、（八）号の規定により審査を行

う。 

 2.5肖像権 

 2.5.1 許諾を得ずに、他人の肖像を商標として

登録出願することで、他人の肖像権を損なう恐

れがある場合、係争商標に登録を認めず、又

はその無効を宣告しなければならない。 

 2.5.2 適用の条件 

 （1）関連公衆の認識では、係争商標の画像が

当該肖像権者を想起している。 

（2）係争商標の登録は、他人の肖像権を損な

う恐れがある。 

 2.5.3 「他人」とは、商標異議申立て、不登録決

定不服審判又は無効宣告を申し立てた時点で

存命中の自然人をいう。 

肖像とは、撮影、絵画などの芸術手段で他人

の姿を再現することをいい、写真、肖像画、ビ

デオなどの表現方式が含まれる。 

 2.5.4 係争商標が他人の肖像権を損なうかどう

かを認定するに当たって、関連公衆は、係争

商標がその指定商品において肖像権者を想起

し、又は肖像権者との対応関係を形成する恐

れがあることを前提とするべきである。 

他人の肖像写真を係争商標として登録出願す

る場合、他人が公衆での知名度を有するかど

うかを保護の前提条件としない。他人の肖像

画を係争商標として登録出願する場合、通常、



他人の知名度状況を勘案して、個々の案件で

保護の範囲を確定しなければならない。 

許諾を受けずに有名人の肖像を用いて登録商

標を出願し、又は明らかに他人の肖像である

ことを知りながら他人の利益を損なう目的で登

録商標を出願した場合、他人の肖像権の侵害

に当ると認定しなければならない。 

 2.5.5 係争商標登録出願人は、その主張する

「肖像権者の許諾を受けた」という事実につい

て、挙証責任を負わなければならない。 

係争商標の登録出願日前に肖像権者が許諾

を撤回した場合、肖像権者が使用を許諾した

商品・役務の範囲を超過して商標登録を出願

した場合、肖像権者が明確に許諾していない

使用商品・役務について商標登録を出願した

場合には、許諾を受けていないとみなされる。 

 2.5.6 他人の肖像を用いて商標登録を出願し、

公衆を誤認させ、公序良俗に反し、又はその

他の不良な影響がある場合には、「商標法」第

十条第一項第（七）、（八）号の規定により審査

を行う。 

 3.先行権益 

 3.1知名商品・役務特有の名称、包装、装飾 

 3.1.1 他人の知名商品・役務特有の名称、包

装、装飾と同一又は類似する文字、図形など

を商標として登録出願することで、中国の関連

公衆に混同を生じさせ、当該適法権益者の利

益を損なうおそれがある場合、他人の知名商

品・役務特有の名称、包装、装飾の侵害に当

ると認定しなければならない。係争商標の登録

を認めず、又はその無効を宣告しなければな

らない。 

 3.1.2適用の条件 

 （1）係争商標登録出願日前に他人が既に使用

していた知名商品・役務特有の名称、包装、装

飾。 



（2）他人の知名商品・役務特有の名称、包装、

装飾が商標として登録されていない。 

（3）係争商標が他人の知名商品・役務特有の

名称、包装、装飾と同一又は類似している。 

（4）係争商標の登録と使用により、関連公衆に

混同や誤認を生じさせやすく、先行の知名商

品・役務特有の名称、包装、装飾の権益者の

利益を損なうおそれがある。 

 3.1.3 知名商品・役務特有の名称、包装、装飾

の認定 

 商品の出所を区別する顕著な特徴を備える商

品の名称、包装、装飾は、「特有の名称、包

装、装飾」と認定しなければならない。以下に

掲げるいずれかの状況に該当する場合、「知

名商品特有の名称、包装、装飾」と認定しては

ならない。 

（一）商品の一般名称、図形、符号。 

（二）単に商品の品質、主要原料、機能、用

途、重量、数量およびその他の特徴を直接示

す商品の名称。 

（三）単に商品自身の性質により生じた形状、

技術的な効果を得るために必要な商品の形状

および商品に実質的な価値を持たせるための

形状。 

（四）その他の顕著な特徴に欠ける商品の名

称、包装、装飾。 

前項の第（一）、（二）、（四）号に規定する状況

は使用を経て顕著な特徴を備えるようになった

場合、「特有の名称、包装、装飾」と認定するこ

とができる。 

 3.1.4混同のおそれの判定 

 係争商標が先行の当該知名商品・役務特有の

名称、包装、装飾と混同されやすく、先行権益

者の利益を損なうおそれがあると認定するに

当たっては、係争商標と当該知名商品・役務

特有の名称、包装、装飾との類似性および係



争商標の指定商品・役務と知名商品・役務と

の関連性を総合的に勘案しなければならな

い。 

 3.2 その他の保護すべき適法先行権益 

 五、他人が既に使用している一定影響力を有

する商標の抜け駆け登録に関する審理基準 

 「商標法」第三十二条 商標登録出願は、…

…。他人が先に使用している一定の影響力の

ある商標を不正な手段で抜け駆け登録しては

ならない。 

 1.はじめに 

 上述の規定は、誠実信用の原則に基づき、既

に使用されている、一定の影響力を有する商

標を保護し、不正な手段による抜け駆け登録

行為を制止し、登録原則を厳格に実施すること

によって生じ得る不公平な結果を補うものであ

る。 

商標異議申立て、不登録決定不服審判および

無効宣告案件の審理において、他人が既に使

用している、一定の影響力を有する商標の抜

け駆け登録に係る場合は、本基準を原則とし

て個々の案件の判定を行う。 

 2.適用の条件 

 （1）他人の商標が係争商標の出願日前に既に

使用されており、一定の影響力を有している。 

（2）係争商標が他人の商標と同一又は類似し

ている。 

（3） 係争商標の指定商品・役務が他人の商標

を使用する商品・役務と同一又は類似してい

る。 

（4）係争商標の出願人が不正な手段を使っ

た。 

先に使用されており一定の影響力を有する商

標の所有者又は利害関係者は、「商標法」第

三十二条の規定により係争商標の無効宣告を

申し立てる場合、係争商標の登録日から 5 年



以内に申し立てなければならない。 

 3．既に使用されており一定の影響力を有する

商標の判定 

 3.1 既に使用されており一定の影響力を有する

商標とは、中国で既に先行使用されており、一

定の範囲内の関連公衆に知られている未登録

商標をいう。 

関連公衆の判定には、「他人の馳名商標の複

製、模倣又は翻訳の審理基準」の関連規定を

適用する。 

 3.2商標が一定の影響力を有することを証明す

るには、次に掲げる証拠資料を提供することが

できる。 

（1）当該商標を最初に使用した時間と継続使

用の状況などの関連資料。 

（2）当該商標に示される商品・役務の契約、発

票（税務機関法定領収書）、貨物引替証、銀行

入金証憑、輸出入証憑など。 

（3）当該商標に示される商品・役務の販売区

域の範囲、売上高、販売経路、方式、市場シェ

アなどの関連資料。 

（4）当該商標の所有者がラジオ、映画、テレ

ビ、新聞紙、定期刊行物、インターネット、室外

などのメディアで公表した商業広告、宣伝資料

および上記メディアにおける当該商標に係るす

べての評論、報道、宣伝などの資料。 

（5）当該商標に示される商品・役務が展示会、

博覧会、競売などの商業活動に参加したこと

に関する資料。 

（6）当該商標の受賞歴などの信用資料。 

（7）当該商標に一定の影響力があることを証

明できるその他の資料。 

当事者により提出された域外の証拠資料は当

該商標が中国の関連公衆に知られていること

を証明できる場合、これを採用しなければなら

ない。 



 3.3 商標の使用状況の証明に用いる証拠資料

は、使用した商標標識、商品・役務、使用日お

よび使用者を示せるものでなければならない。 

 3.4 商標が一定の影響力を有しているかどうか

は、原則として係争商標の出願日を基準として

判定する。 

係争商標の出願日前に使用されており一定の

影響力を有していたが、継続的に使用されな

かった場合、さらに当該商標の影響力が係争

商標の出願日まで継続しているかどうかを判

定しなければならない。 

 4.「不正な手段」の判定 

 係争商標出願が不正な手段を使ったかどうか

を判定するに当って、以下に掲げる要素を総

合的に勘案することができる。 

（1）係争商標の出願人と先使用者との間に過

去に取引又は提携関係があった。 

（2）係争商標の出願人と先行商標の使用者と

が同一地域にあり、又は双方の商品・役務に

同一の販売経路と地域範囲がある。 

（3）係争商標の出願人と先使用者との間に過

去に他の争いが生じたことがあり、先使用者の

商標を知り得る。 

（4）係争商標の出願人と先使用者との間に過

去に内部人員の行き来があった。 

（5）係争商標の出願人は不当利益の獲得を目

的とし、先使用者の一定の影響力を有する商

標の信用および影響力を利用して誤認を招く

宣伝を行い、先使用者に自らとの取引提携を

強要し、先使用者又は他人に高額の譲渡金、

ライセンス料又は権利侵害賠償金を要求する

などの行為があった。 

（6）他人の商標に強い独創性があり、係争商

標が他人の商標と極めて類似している。 

（7）不正な手段と認定することができるその他

の事情。 



 5.本条項にいう状況に当るかどうかは、「一定

の影響力」と「不正な手段」の事情を総合的に

勘案しなければならない。 

 六、欺瞞的な手段又はその他の不正な手段に

より登録された商標の審理基準 

 「商標法」第四十四条第一項 登録された商標

が、……欺瞞的な手段若しくはその他の不正

な手段で登録を得た場合は、商標局は当該登

録商標の無効宣告を行う。その他の単位又は

個人は、商標評審委員会に当該登録商標の

無効宣告を請求することができる。 

 1.はじめに 

 商標登録出願は、誠実信用の原則を遵守しな

ければならず、虚偽を弄する手段によって商標

行政主管機関を騙し登録を受けてはならず、

また、商標登録秩序の撹乱、公共利益の侵

害、公共資源の不正占用、又はその他の不正

な方式による不正利益の獲得などの不正な手

段で登録を受けてはならない。 

欺瞞的な手段又はその他の不正な手段によっ

て商標登録を受けたことに係る場合、本基準を

原則として個々の案件の判定を行う。 

 2.適用の条件 

 2.1欺瞞的な手段によって商標登録を受ける行

為 

 これは、係争商標登録者が商標登録を出願す

るときに、商標行政主管機関に対して事実を

偽り、又は真相を隠し、偽造の出願書類又は

その他の証明文書を提出して商標登録を騙し

取った行為をいう。次のものを含むがこれらに

限らない。 

（1）出願書類の署名捺印を偽造する行為。 

（2）出願人の身分証明文書を偽造、改ざんす

る行為。これには、虚偽の身分証明書、営業

許可証などの身分証明文書を使用し、又は身

分証明書、営業許可証などの身分証明文書に



おける重要な登記事項を改ざんする行為など

が含まれる。 

（3）その他の証明文書を偽造する行為。 

 2.2 その他の不正な手段で商標登録を受ける

行為 

 これは、係争商標の出願人が欺瞞的な手段を

除いた、商標登録秩序の撹乱、公共利益の侵

害、公共資源の不正占用、又はその他の不正

な方式による不正利益の獲得などの不正な手

段で登録を受けており、その行為が誠実信用

原則に違反し、公共利益を損なったことを証明

できる証拠が確かにあることをいう。単に特定

の民事的権益を損なった場合、商標法第四十

五条と商標法のその他の関連規定を適用して

審査・判断すべきである。 

 2.2.1以下に掲げる状況は、本条にいう「その他

の不正な手段で登録を受ける」に当る。 

（1）係争商標の出願人は複数の商標登録を出

願し、かつ他人の強い顕著性を持つ商標と同

一又は類似に当る場合。 

（2）係争商標の出願人は複数の商標登録を出

願し、かつ他人の商号、企業名称、社会組織

およびその他の機構名称、知名商品特有の名

称、包装、装飾などと同一又は類似に当る場

合。 

（3）係争商標の出願人は大量の商標登録を出

願し、かつ実際に使用する意図が明らかに乏

しい場合。 

（4）不正な手段で登録を受ける状況と認定でき

るその他の場合。 

 2.2.2 係争商標が登録を受けたあと、係争商標

の出願人は実際の使用行為も使用の準備行

為もなく、単に不正な利益を獲得するために積

極的に他人に商標を売りつけ、他人に自らと

の取引提携を強要し、又は他人に高額の譲渡

金、ライセンス料、権利侵害賠償金を要求する



などの行為があった場合、実際に使用する意

図が明らかに乏しいと判定できる。 

 2.2.3 係争商標の出願人が不正な手段で登録

を受けた商標には、係争商標の出願人自身が

登録出願したものだけでなく、係争商標の出願

人と結託共謀しており又は特定の身分関係や

その他の特定のつながりを持つ人が登録出願

した商標も含まれる。 

 七、登録商標取消案件の審理基準 

 「商標法」第四十九条 商標登録者が登録商標

を使用する過程において、登録商標、登録者

の名義、住所又はその他の登録事項を許可な

く変更したときは、地方の工商行政管理部門

は、期間を定めて是正するよう命じる。期間が

満了しても是正しないときは、商標局はその登

録商標を取消す。 

登録商標が使用許可された商品の一般名とな

り、又は正当な理由なく継続して 3 年間使用し

なかったときは、如何なる単位又は個人も、商

標局に当該登録商標の取消を請求することが

できる。商標局は、請求を受領した日から 9 ヶ

月以内に決定を行わなければならない。特別

な事情があり、延長することが必要な場合、国

務院工商行政管理部門の許可を得て、3 ヶ月

間延長することができる。 

 「商標法」第五十四条 登録商標を取消す又は

登録商標を取消さないという商標局の決定に

対して当事者が不服であるときは、通知を受領

した日から15日以内に商標評審委員会に再審

を請求することができる。商標評審委員会は、

請求を受領した日から9ヶ月以内に決定を行

い、書面で請求人に通知しなければならない。

特別な事情があり、延長することが必要なとき

は、国務院工商行政管理部門の許可を得て、

3ヶ月間延長することができる。当事者は商標

評審委員会の決定に不服があるときは、通知



を受領した日から30日以内に、人民法院に提

訴することができる。 

 「商標法実施条例」第六十五条 商標法第四十

九条における「登録商標がその指定商品の一

般名称になっている」という事情がある場合、

如何なる組織又は個人も商標局に該登録商標

の取消しを請求することができ、請求する際に

は、証拠資料を送付しなければならない。商標

局は受理した後、商標登録人に通知し、通知

を受け取った日から2ヶ月以内に答弁を行うよ

う要求しなければならない。期間内に答弁しな

かった場合であっても、商標局の決定は妨げ

られない。 

 「商標法実施条例」第六十六条 商標法第四十

九条における「正当な理由なく3年間連続して

登録商標を使用しなかった」行為がある場合、

如何なる組織又は個人も商標局に、その登録

商標の取消しを請求することができ、請求する

際には関連する状況を説明しなければならな

い。商標局は受理後、商標登録人に対して、

通知を受け取った日から2ヶ月以内に、当該商

標の取消請求が提出される前に使用された証

拠資料を提出するか、又は不使用の正当な理

由を説明するよう通知しなければならない。期

間内に使用の証拠資料を提出せず、又は証明

資料が無効で、かつ、不使用の正当な理由が

ない場合には、商標局はその登録商標を取り

消す。  

前項にいう商標の使用の証拠資料には、商標

登録人が登録商標を使用する場合の証拠資

料と商標登録人が他人に登録商標の使用を

許諾した場合の証拠資料が含まれる。  

正当な理由なく3年連続で不使用であることを

理由に登録商標の取消しを請求する場合、そ

の登録商標の登録公告の日から満3年後に請

求しなければならない。 



 「商標法実施条例」第六十七条 下記のいずれ

かの事情がある場合、商標法第四十九条に規

定される正当な理由に該当する。  

（一）不可抗力。 

（二）政府政策による制限。 

（三）破産清算。 

（四）商標登録者に帰責できないその他の正当

な事由。 

 1.はじめに 

 商標の登録者は、登録商標を規範的に連続使

用するとともに登録商標の顕著性を積極的に

擁護する法定義務を負う。「商標法」は、登録

商標の無断変更、登録商標の登録者名義、登

録者住所又はその他の登録事項の無断変更

などの行為を禁止する。 

 2.登録商標の無断変更があるかどうかの判定 

 登録商標の無断変更とは、商標の登録者又は

被許諾者が実際に登録商標を使用する際に

無断で当該商標の文字、図形、字母、数字、

立体的形状、色彩の組合せなどを変更するこ

とで、元の登録商標の主要部分と顕著な特徴

に変更が生じることをいう。変更後の標識は元

の登録商標と比較して、同一性を持たないと思

われやすくなる。 

上記の行為があり、かつ商標の登録者が地方

の工商行政管理部門から期限を定めて是正す

るよう指示されても、是正しない場合、法により

取消をする。 

 3.登録商標の登録者名義、登録者住所又はそ

の他の登録事項の無断変更があるかどうかの

判定 

 3.1 登録商標の登録者名義の無断変更とは、

商標の登録者名義（氏名又は名称）に変更が

生じた後、法により商標局に変更申請を提出し

ておらず、又は実際に使用している登録商標

の登録者名義が「商標登録簿」に記載する登



録者名義と一致しないことをいう。 

 3.2 登録商標の登録者住所の無断変更とは、

商標の登録者住所に変更が生じた後、法によ

り商標局に変更申請を提出しておらず、又は

商標の登録者の実際の住所が「商標登録簿」

に記載する住所と一致しないことをいう。 

 3.3 登録商標のその他の登録事項の無断変

更とは、商標の登録者名義、登録者住所以外

のその他の登録事項に変更が生じた後、法に

より商標局に変更申請を提出しておらず、「商

標登録簿」に記載する関連事項と一致しないこ

とをいう。 

 上記のいずれかの行為があり、かつ商標の登

録者が地方の工商行政管理部門から期限を

定めて是正するよう指示されても、是正しない

場合、法により取消をする。 

 4.登録商標がその指定商品の一般通用名称と

なっているかどうかの判定 

 4.1「登録商標がその指定商品の一般名称とな

っている」とは、もともと商標の顕著な特徴を持

つ登録商標が市場での実際の使用過程にお

いて、その指定商品の一般名称に退化してし

まうことをいう。 

 4.2 係争商標が商品の一般名称であるかどう

かの判定には、「商標審査基準」第二部分「商

標の顕著な特徴の審査」の三「当該商品の一

般名称、図形、規格しかない場合」を適用す

る。 

 4.3 登録商標がその指定商品の一般名称とな

っている時点の判断には、一般的に、取消請

求時の事実状態を基準としなければならず、

案件審理時の事実状態を参考とすることがで

きる。 

 4.4適用の条件 

 （1）登録商標が登録を許可された時点でまだ

その指定商品の一般名称となっていない。 



（2）登録商標が取消を請求された時点ですで

にその指定商品の一般名称となっている。 

4.5登録商標がその指定商品の一般図形、規

格となっていることは、本条の規定を参考にし

て審理する。 

 5.登録商標の連続 3年間不使用の判定 

 5.1 登録商標の連続 3 年間不使用とは、一つ

の登録商標がその有効期間において使用され

ない状態が継続して3年間以上続いたことをい

う。 

 5.2 登録商標の連続 3年間不使用の起算時間

は、出願人が商標局に当該登録商標の取消を

請求した日から過去に3年間遡って計算しなけ

ればならない。 

 5.3 商標使用の判定 

 5.3.1 商標の使用とは、商標の商業的使用を

いう。商標を商品、商品の包装又は容器およ

び商品取引文書に使用する行為、又は商標を

広告宣伝、展示およびその他のビジネス活動

に使用して商品の出所を識別する行為が含ま

れる。 

 5.3.2 商標を指定商品に使用する具体的な方

式は、次のようなものがある。 

（1）直接貼り付け、刻印、烙印又は編みなどの

方式で商標を商品、商品の包装、容器、ラベル

などに付着させ、又は商品の付帯標識、製品

取扱説明書、紹介マニュアル、価格表などに

使用すること。 

（2）商標を商品販売に関連する取引文書に使

用すること。商品販売契約、領収書、伝票、受

領書、商品輸出入検査検疫証明書、通関書な

どへの使用が含まれる。 

（3）商標をラジオ、テレビなどのメデイアに使用

すること、又は公開発行される出版物にて発

表すること、および広告看板、郵送広告又はそ

の他の広告方式で商標や商標を使用する商



品のために行なった広告宣伝。 

（4）商標を展示会、博覧会に使用すること。展

示会、博覧会において提供される当該商標を

使用した印刷物とその他の資料が含まれる。 

（5）法律規定に合致するその他の商標の使用

方式。 

 5.3.3 商標を指定役務に使用する具体的な方

式は、次のようなものがある。 

（1）商標を直接役務提供場所に使用すること。

役務の紹介マニュアル、提供場所の看板、店

舗の内装、スタッフの服飾、ポスター、メニュ

ー、価格表、クーポン、事務用品、便箋および

その他の指定役務関連用品への使用が含ま

れる。 

（2）商標を役務に関連する文書資料に使用す

ること。例えば、領収書、送金伝票、サービス

提供協議書、修理・メンテナンス証明書など。 

（3）商標をラジオ、テレビなどのメデイアに使用

すること、又は公開発行される出版物にて発

表すること、および広告看板、郵送広告又はそ

の他の広告方式で商標や商標を使用するサ

ービスのために行なった広告宣伝。 

（4）商標を展示会、博覧会に使用すること。展

示会、博覧会において提供される当該商標を

使用した印刷物とその他の資料が含まれる。 

（5）法律規定に合致するその他の商標の使用

方式。 

 5.3.4 係争商標が連続3年間不使用に当らない

ことの挙証責任は、係争商標の登録者にあ

る。 

係争商標が連続3年間不使用に当らないことを

証明する証拠資料は、次のような要求を満たさ

なければならない。 

（1）使用している係争商標の標識を示せる。 

（2）係争商標が指定商品・役務に使用されて

いることを示せる。 



（3）係争商標の使用者を示せる。商標登録者

自身のほかに、商標の登録者が許諾した他人

も含まれる。他人に使用を許諾した場合、使用

許諾関係の存在を証明できなければならな

い。 

（4）係争商標の使用日を示せる。かつ、取消請

求日から過去に3年間以内遡って計算しなけ

ればならない。 

（5）係争商標の「商標法」の効力が及ぶ地域範

囲内での使用を証明できる。 

単に以下に掲げる証拠を提出するだけでは、

商標法上の商標使用と見なされない。 

（1）商品の販売契約又はサービス提供協議

書、契約書。 

（2）書面による証言。 

（3）改ざんの有無が識別できない物証、視聴

資料、ウェブサイト情報など。 

（4）実物と複製物。 

 5.3.5 以下に掲げる状況は、商標法上の商標

使用と見なされない。 

（1）商標登録情報の公布又は商標登録者によ

る登録商標専用権保持の声明書。 

（2）公開のビジネス分野で使用されていない。 

（3）単に景品として使用されている。 

（4）単に譲渡や許諾行為があるが、実際に使

用されていない。 

（5）単に商標登録の維持を目的に象徴的に使

用されている。 

 5.3.6 商標登録者が提出した使用証拠が登録

商標の主要部分と顕著な特徴を変更させた場

合、登録商標の使用と見なされない。 

 5.3.7 商標登録者は指定商品に登録商標を使

用しなければならない。商標登録者が指定商

品に登録商標を使用する場合、当該商品に類

似する商品における登録は、維持できる。商標

登録者が指定商品以外の類似商品にその登



録商標を使用する場合、その登録商標の使用

と見なされない。 

 八、類似商品又は役務の審理基準 

 1.はじめに 

 商標は、商品・役務の分類別にその登録、使

用、管理と保護を行っている。商標関連法に商

品・役務の類似関係を設けることで、商標権利

と保護範囲の大小を確定する。類似商品・役

務の判定は、商標権利確定案件の審理の重

要な内容である。 

「類似商品・役務区分表」は、わが国の商標主

管部門が「商標登録用商品・役務国際分類表」

を元に、長年の類似商品又は役務区分の実務

経験をまとめて制定し対外的に公布したもので

ある。 

商標登録秩序を維持し、審理効率を高め、審

理基準を統一するために、商標局、商標評審

委員会は原則的に「類似商品・役務区分表」に

従って案件を審理しなければならない。しか

し、商品・役務項目が絶えず更新、発展してお

り、市場取引の状况も変化しつつあり、個々の

商標案件間には相違があるため、類似商品又

は役務の判定も、それに伴って調整される。 

商標拒絶査定不服審判、商標異議申立て、不

登録決定不服審判、無効宣告、無効宣告不服

審判、取消、取消不服審判案件の審理におい

て、商品又は役務が類似に当るかどうかの判

定に係る場合、本基準を原則として個々の案

件の判定を行なう。 

 2.類似商品の判定 

 2.1 類似商品とは、機能、用途、主要原料、生

産部門、販売経路、販売場所、消費者層など

の面で同一又は緊密に関連している商品をい

う。 

 2.2 類似商品の判定にあたっては、次の各種

の要素を総合的に勘案しなければならない。



単一の要素を商品類似の唯一の判定根拠とし

ない。 

（1）商品の機能、用途 

商品の機能、用途は消費者の購買目的を直

接示しており、商品類似判定の重要な根拠で

ある。二種類の商品は機能、用途が同一又は

類似しており、消費者の同様のニーズを満た

すことができる場合、類似商品と判定される可

能性が高い。 

二種類の商品は機能、用途面で相互補完性を

有し、又は一緒に使用してはじめて消費者の

ニーズを満たすことができる場合、類似商品と

判定される可能性が高い。 

（2）商品の主要原材料、成分 

商品の主要原材料又は成分は、商品の機能、

用途を決める重要な要素の一つである。二種

類の商品は原材料又は成分が同一又は類似

しており、又は相互に代替可能性を持つ場合、

類似商品と判定されやすい。 

（3）商品の販売経路、販売場所 

二種類の商品は販売経路、販売場所が同一

又は類似しており、消費者が両方に同時に触

れる機会が多く、消費者が両者に関連性があ

ると認識しやすい場合、類似商品と判定される

可能性がある。 

（4）商品の製造者、消費者 

二種類の商品は同一の業種又は分野の製造

者によって生産、製造、加工された可能性が

高ければ高いほど、類似商品と判定される可

能性がある。 

二種類の商品は同一の業種に携わる者を消

費者団体としている場合、又はその消費者団

体に共通の特徴がある場合には、類似商品と

判定される可能性がある。 

（5）商品と部品 

多くの商品は一つ一つの部品によって組み立



てられているが、当該商品と一つ一つの部品

又は部品同士が当然すべて類似商品に該当

すると考えてはならない。両者の関連性につい

ての消費者の通常の認識をもって判断しなけ

ればならない。 

特定部品の用途が特定商品の使用機能にあ

わせたものであって、当該商品に当該部品が

なければ、当該商品の機能を実現することが

できず、又は当該商品の経済的な使用目的が

著しく損なわれる場合、類似商品と判定される

可能性がある。 

（6）消費の習慣 

類似商品の判定にあたっては、さらに特定の

社会・文化的背景の下で形成された中国の消

費者の消費習慣を考慮しなければならない。

消費者にとって習慣上、二種類の商品が代替

可能である場合、類似商品と判定される可能

性がある。 

（7）類似商品の判定に影響を与えるその他の

関連要素。 

 3.類似役務の判定 

 3.1 類似役務とは、役務の目的、内容、方式、

対象などの面で同一又は緊密に関連している

役務をいう。 

 3.2 類似役務の判定に当たっては、次の各種

の要素を総合的に勘案しなければならない。

単一の要素を役務類似の唯一の判定根拠とし

ない 

（1）役務の目的 

役務の目的はサービスを受ける者の消費ニー

ズを直接示しており、役務類似判定の重要な

根拠である。二種類の役務は目的が同一又は

類似しており、普通のサービスを受ける者の同

様又は類似するニーズを満たすことができる

場合、類似役務と判定される可能性が高い。 

（2）役務の内容と方式 



役務の内容と方式は、サービス提供者が消費

者のニーズを満たすために行なった具体的な

行為、措置と手段である。二種類の役務は役

務の内容、方式が近ければ近いほど、類似役

務と判定される可能性が高い。 

（3）役務の場所 

二種類の役務は役務提供場所が同一であり、

普通のサービスを受ける者が両方に同時に触

れる機会が多い場合、類似役務と判定される

可能性がある。 

（4）役務の提供者、対象 

二種類の役務の提供者は同一の業界又は分

野からの者であり、役務消費者は同一又は類

似する消費者層からの者である場合、類似役

務と判定される可能性がある。 

（5）類似役務の判定に影響を与えるその他の

関連要素。 

 4.商品と役務が類似しているかどうかの判定 

 4.1 商品と役務の類似とは、商品と役務が緊

密に関連しており、関連公衆に商品と役務が

同一の市場主体から提供されていると思わせ

るおそれがあることをいう。 

 4.2 商品と役務が類似しているかどうかを判定

するに当っては、商品と役務がどれほど緊密

に関連しているか、用途、ユーザー、通常の効

果、販売経路、販売習慣などで面での一致性

を総合的に勘案しなければならない。 

 九、使用によって顕著な特徴を備えるようにな

った標識の審理基準 

 「商標法」第十一条 次に掲げる標識は、商標

として登録することができない。 

（一）その商品の一般名称、図形、規格にすぎ

ないもの。 

（二）商品の品質、主要原材料、機能、用途、

重量、数量およびその他の特徴を直接表示し

たにすぎないもの。 



（三）その他の顕著な特徴に欠けるもの。 

前項に掲げる標識が、使用により顕著な特徴

を有し、かつ容易に識別可能なものとなったと

きは、商標として登録することができる。 

 1.「商標法」第十一条第一項にいう標識は使用

によって関連公衆が当該使用者から提供され

た商品・役務を識別するための標識となった場

合、「商標法」第十一条第二項の規定に従っ

て、それが商標として登録できると判定しなけ

ればならない。．如《商标法》第十一条第一款

所指的标志经使用已成为相关公众识别该使

用人提供的商品/服务的标志的，应当依据

《商标法》第十一条第二款的规定，判定其可

以作为商标注册。 

 例1：歯磨き

 

 例2：靴用つや出し剤

 

 2.「商標法」第十一条第二項の規定により、あ

る標識が使用によって顕著な特徴を備えるよう

になったかどうかを審査するに当って、次の要

素を総合的に勘案しなければならない。 

（1）当該標識に対する関連公衆の認識状況。 

（2）当該標識の指定商品・役務での実際の使

用時間、使用方式と同業界での使用状況。 

（3）当該標識を使用する商品・役務の販売量、

売上高と市場シェア。 



（4）当該標識を使用する商品・役務の広告宣

伝状況とカバー範囲。 

（5）当該標識が顕著な特徴を備えるようになる

その他の因素。 

 3.ある標識が使用によって顕著な特徴を備え

るようになったかどうかを判定するには、国内

関連公衆の認識を基準としなければならない。

当事者は当該標識が使用によって顕著な特徴

を備えるようになったと主張する場合、それ相

応の証拠資料を提出して証明しなければなら

ない。当該標識の使用状況を証明するための

証拠資料は、使用している商標標識、商品・役

務、使用日と当該標識の使用者を示せるもの

でなければならない。当該標識の使用者に

は、商標登録出願人と商標許諾使用者が含ま

れる。 

 4.使用によって顕著な特徴を備えるようになっ

た標識を登録出願するに当っては、実際に使

用している標識とおおよそ一致しなければなら

ない。当該標識の顕著な特徴を変えてはなら

ない。かつ実際に使用している商品又は役務

での使用を限定しなければならない。当該標

識とその他の標識とを共同で使用する場合、

当該標識をその他の標識の顕著な特徴から区

別し、当該標識自身が使用によって顕著な特

徴を備えるようになったかどうかを判断しなけ

ればならない。 

 5.ある標識が使用によって顕著な特徴を備え

るようになったかどうかの判定について、拒絶

査定不服審判案件、不登録決定不服審判案

件では審理時の事実状態を基準とし、無効宣

告案件では原則的には係争商標登録出願時

の事実状態を基準とし、審理時の事実状態を

参考としなければならない。 

 十、利害関係者の認定 

 「商標法」第三十三条 初歩査定され公告され



た商標について、公告の日から3ヶ月以内に、

この法律の第十三条第二項および第三項、第

十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十

一条、第三十二条の規定に違反していると先

行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこ

の法律の第十条、第十一条、第十二条の規定

に違反していると何人が判断したときは、商標

局に異議を申し立てることができる。公告期間

を満了しても異議申立がなかったときは、登録

を許可し、商標登録証を交付し公告する。 

 「商標法」第四十五条 既に登録された商標

が、この法律の第十三条第二項および第三

項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、

第三十一条、第三十二条の規定に違反した場

合、商標の登録日から5年以内に、先行権利

者又は利害関係者は、商標評審委員会に当

該登録商標の無効宣告を請求することができ

る。悪意のある登録であるときは、馳名商標所

有者は、5年間の期間制限を受けない。 

 1.はじめに 

 「商標法」第三十三条、第四十五条に規定する

「先行権利者又は利害関係者」は、相対的な

理由をもって異議申立て、無効宣告請求案件

を提起する請求人の主体資格に対する要求で

ある。うち、先行権利者とは商標権を含む法的

保護を受けるべき合法的先行権利の所有者を

いい、利害関係者とは上記先行権利の利益関

連者をいう。 

 2.利害関係者 

 以下に掲げる主体は、先行権利の利害関係者

と認定することができる。 

（1）先行商標権およびその他の先行権利の被

許諾者。 

（2）先行商標権およびその他の先行権利の合

法的な承継者。 

（3）先行商標権の質権者。 



 

 

（4）先行商標権およびその他の先行権利と利

害関係が有ることを証明できる証拠があるそ

の他の主体。 

請求人が利害関係者であるかどうかを判断す

るに当って、原則的には異議を申立て又は無

効宣告を請求する時点を基準とする。請求時

に利害関係がなかったが、案件審理時に利害

関係がある場合、利害関係者と認定しなけれ

ばならない。 


